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薄

葉
/
各
種
道
路
の
最
近
の
動
向
釀
嬢
。醸
謎
災
受
!
ー
,

各
種
道
路
事
業
の
概
要

｢道
路
｣と
は
、
通
常
、
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
施
設

2

土
地
改
良
法
等
に
基
づ
く
道
路

と
定
義
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
単
一
の
法
の
下
に
建
設
･

土
地
改
良
法
等
に
基
づ
く
道

と

管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
道
路
の
基
本
法
で
あ

る
道
路
法
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
か
、
種
々
の
法
律
に
基
づ

く
も
の
、
特
定
の
法
律
に
根
拠
を
持
た
な
い
も
の
が
あ
る
。

1

道
路
法
に
基
づ
く
道
路

道
路
法
上
の
道
路
に
は
、
高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国

道
、
都
道
府
県
道
、
市
町
村
道
の
四
種
類
が
あ
る
。

道
路
法
は
、
道
路
に
関
す
る
基
本
的
･
中
心
的
な
法
律

で
あ
り
、
道
路
の
種
類
、
路
線
の
指
定
及
び
認
定
、
管
理

方
法
、
費
用
負
担
方
法
、
監
督
等
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

ま
た
、
高
速
自
動
車
国
道
法
は
、
道
路
法
の
特
別
法
と

し
て
、
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
道
路
法
の
特
例
を
規

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

土
地
改
良
法
等
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
農
業
用
道

路

(い
わ
ゆ
る
農
道
)
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
基
幹
的
な
農
道
と
し
て
農
林
水
産
省
に
お

い
て
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税

財
源
身
替
農
道
(農
免
農
道
)
と
広
域
営
農
団
地
農
道
(広

域
農
道
)
と
が
あ
る
。
ま
た
、
農
用
地
整
備
公
団
法
に
基

づ
き
、
農
用
地
整
備
公
団
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
る
農

道
等
も
あ
る
o

3

森
林
法
に
基
づ
く
道
路

森
林
法
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
林
道
が

あ
る
。

林
道
は
、
森
林
の
開
発
･
保
全
を
目
的
と
し
て
森
林
地

帯
に
設
け
ら
れ
る
道
路
で
あ
り
、
法
律
上
の
明
確
な
定
義

は
な
い
が
、
森
林
法
、
林
業
基
本
法
、
森
林
開
発
公
団
法

に
お
い
て
、
そ
の
開
設
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

4

漁
港
法
に
基
づ
く
道
路

漁
港
法
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
漁
港
整
備
計
画
に

基
づ
く
漁
港
修
築
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
漁
港
施
設
と

し
て
の
道
路
が
あ
る
。

ま
た
、
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
漁
港
関
連
道

と
し
て
整
備
さ
れ
、
完
成
後
は
道
路
法
に
よ
る
道
路
と
し

て
道
路
管
理
者
に
引
き
継
が
れ
る
漁
免
道

(漁
港
関
連

道
)
が
あ
る
。

5

自
然
公
園
法
に
基
づ
く
道
路

自
然
公
園
法
に
基
づ
く
道
路
と
は
、
自
然
公
園
内
に
お

い
て
公
園
事
業
と
し
て
整
備
さ
れ
る
道
路
を
い
い
、
車
道
、



自
転
車
道
、
歩
道
が
あ
る
。

し
く
は
租
鉱
区
ま
た
は
そ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
、
開
発

(な
お
6
、
7
、
8
に
つ
い
て
は
、

一
九
九

一
年
七
月
号

及
び
採
掘
の
た
め
に
設
置
す
る
道
路
で
あ
り
、
性
格
的
に

を
参
照
さ
れ
た
い
。
)

6

道
路
運
送
法
に
基
づ
く
道
路

は
私
道
で
あ
る
が
、
土
地
の
使
用
、
収
用
権
を
付
与
さ
れ

道
路
運
送
法
に
基
づ
く
道
路
に
は
、
専
用
自
動
車
道
、

て

い
る
。

一
般
自
動
車
道
の
二
種
類
が
あ
る
。

専
用
自
動
車
道
は
、
自
動
車
運
送
事
業
者
が
も
っ
ぱ
ら

刊

法
定
外
公
共
物
と
し
て
の
道
路

自
ら
の
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と

法
定
外
公
共
物
と
し
て
の
道
路
は
、
一
般
的
に
里
道
ま

し
て
設
け
た
道
路
で
あ
り
、
一
般
自
動
車
は
、
も
っ
ぱ
ら

た
は
赤
道
と
い
わ
れ
て
お
り
、
道
路
法
等
の
適
用
の
な
い
、

自
動
車
の
交
通
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け

い
わ
ゆ
る
認
定
外
道
路
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ら
れ
た
道
路
で
専
用
自
動
車
道
以
外
の
も
の
を
い
う
。

=

特
別
法
の
関
与
し
な
い
私
所
有
権
に
基
づ
く
道
路

7

港
湾
法
に
基
づ
く
道
路

も
っ
ぱ
ら
私
人
の
財
産
権
の
行
使
と
し
て
管
理
さ
れ
る

港
湾
法
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
臨
港
道
路
が
あ
る
。

道
路
は
、
私
道
と
い
わ
れ
、
原
則
と
し
て
公
法
上
の
規
制

臨
港
道
路
と
は
、
臨
湾
地
区
内
に
お
け
る
臨
港
交
通
施

は
働
か
な
い
が
、
建
築
基
準
法
、
道
路
交
通
法
等
の
規
制

設
と
し
て
整
備
さ
れ
る
道
路
の
う
ち
、
港
湾
管
理
者
で
あ

は
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

る
港
湾
局
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
も
の
を
い

う
o

掟

そ
の
他

こ
れ
ら
の
道
路
に
つ
い
て
は
･

そ
の
制
度
、
目
的
、
整

嶬

8

都
市
公
園
法
に
基
づ
く
道
路

備
方
法
等
が
異
な
る
た
め
、
全
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
は

都
市
公
園
法
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
都
市
公
園
の

な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

効
用
を
全
う
す
る
た
め
に
園
内
に
設
け
ら
れ
る
園
路
が
あ

そ
こ
で
、
今
回
の
特
集
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
道
路

る
o

に
つ
い
て
の
認
識
を
よ
り
深
め
る
た
め
、
道
路
法
に
基
づ

鬮

く
道
路
以
外
の
2
-
5
の
道
路
の
概
要
に
つ
い
て
、
そ
れ

9

鉱
業
法
に
基
づ
く
道
路

ぞ
れ
の
担
当
部
局
に
解
説
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

鉱
業
法
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
鉱
山
道
路
が
あ
る
。

鉱
山
道
路
は
、
鉱
業
権
者
ま
た
は
租
鉱
権
者
が
鉱
区
若



農
村
地
域
は
、近
年
過
疎
化
、高
齢
化
が
進
展
し
、
地
域

社
会
の
維
持
が
困
難
な
地
域
も
見
受
け
ら
れ
る
状
況
に
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
活
力
あ
る
農
村
地
域
社
会
を
形

成
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
食
料
の
安
定
的
な
供
給
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
生
産
性
の
高
い
高
能
率
農
業
や
収
益
性

の
高
い
高
付
加
価
値
農
業
の
展
開
が
可
能
と
な
る
よ
う
な

生
産
基
盤
の
整
備
を
通
じ
た
農
業
の
振
興
が
必
要
で
あ
り
、

同
時
に
都
市
部
と
比
較
し
て
立
ち
遅
れ
て
い
る
農
村
地
域

の
生
活
環
境
基
盤
等
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

特
に
、
農
道
整
備
事
業
は
、
農
村
地
域
住
民
の
発
意
と

申
請
に
基
づ
く
農
村
地
域
の
振
興
･
活
性
化
に
密
着
し
た

事
業
と
し
て
、
関
連
す
る
農
業
農
村
整
備
事
業
と
一
体

的
･
総
合
的
に
整
備
が
進
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

的 事 申 の 同 生 の す 成 る 社
･ 業 請 特 生 産 高 る し o 会 農

に ゞ に 基 い た 、 こ の 本寸

　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　

農
週
整
備
事
業
の
特
徴
と
概
要

特

集
/
者
種
進
路
の
最
近
の
動
向

道路舗装率 都市

76 ,4

/
、、、

、 し尿処理率

ノ
ノ 61 .3

、、、 98 .2 農村
/ 91.5 -

52 .0′ 42 4 -

/ l

道路改良率

′ !
′ 12.6 8.3 !

- -′ 78 .5
i 上水道普及率

98 .4 - ---" -- -- - ---"- ------- - - 97 .3
ごみ収集率 59.7

下水道等普及率

資料 :自治省 ｢公共施設状況調｣ (平成 6 年 3月末現在)
農村は ｢公共施設状況調｣ による ｢町村｣
都市は ｢大都市、 特別区、 中都市、 小都市｣

図 1 都市と農村の生活環境施設の整備状況

川

嶋

久

3,2

｢ 1 2.1
l
【壜

- 3.7

20分未満 40分未満 60分未満 90分未満 120分未満 120分以上 当宣
　アクセスタイム

市町村の中心的施設から交通拠点までのアクセスタイムが短
いほど、 人口の減少に歯止めがかかります。
資料 :農林水産省構造改善局調べ
(注) 都市近郊農業地域を除いた農業振興地域のある2,524市町村での集計。

交通拠点とは、 高速道路IC、 空港、 港湾など。
図 2 アクセスタイムと人口増減率



二

農
道
の
分
類

=

機
能

農
道
は
、
農
産
物
の
流
通
の
合
理
化
、
農
作
業
の
効
率

化
等
の
農
業
上
の
機
能
の
み
な
ら
ず
農
村
の
生
活
環
境
の

改
善
、
地
域
社
会
の
開
発
等
、
多
面
的
な
役
割
を
果
し
て

い
る
が
、
主
と
し
て
農
業
上
の
機
能
、
役
割
か
ら
分
類
す

る
と
次
の
よ
う
に
区
分
で
き
る

(図
3
)
。

整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
に
よ
っ
て
広
域

②

制
度

営
農
団
地
農
道
整
備
計
画
が
樹
立
さ
れ
て
い
る
。

農
道
の
整
備
を
事
業
内
容
に
含
む
事
業
制
度
は
、
数
多

く
設
け
ら
れ
て
お
り
、
農
道
を
整
備
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
農
道
の
目
的
、
関
連
農
業
基
盤
の
整
備
状
況
を
勘
案
し
、

最
も
適
切
な
事
業
に
よ
り
整
備
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
単
独
事
業
と
し
て
農
道
を
整
備
し
て
い
る
次
の
三
事
業

に
つ
い
て
述
べ
る
。

①

広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業

(広
域
農
道
)

相
当
広
範
囲
な
農
業
地
域
を
対
象
に
、
各
種
の
生

産
、
流
通
、
加
工
施
設
の
整
備
を
図
る
と
と
と
も
に
、

そ
の
効
果
を
十
分
発
揮
し
う
る
よ
う
、
生
産
、
集
出

荷
、
加
工
、
販
売
体
制
等
の
組
織
化
と
管
理
体
制
の

ミ＼
さ
ん

広域農道 (長崎県)

営
農
団
地
農
道
整
備
計
画
が
樹
立
さ
れ
て
い
る
。

広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
は
、
こ
の
広
域
営
農
団
地

整
備
計
画
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
事
業
主
体
と
な

っ
て
団
地
内
に
お
け
る
農
道
網
の
基
幹
と
な
る
農
道

を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
昭
和
四
五
年
度
に
創
設

さ
れ
た
。

②

農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業

(農
免
農
道
)

揮
発
油
税
が
昭
和
二
四
年
に
創
設
さ
れ
、
国
の
一

般
財
源
と
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
八
年
道
路
整
備

費
の
財
源
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

(現
在
の
道
路
整

備
緊
急
措
置
法
)の
制
定
に
伴
い
、本
税
の
収
入
額
は

農産物 ･農業資材等の広 - - - - 広域連絡道

農道十簾繊麗の農道 嚢鷲籍
営農団地を連絡する農道)

　　　　　　
末端農道
(農地に直接接する農道)

図 3 農道の分類

農免農道 (岩手県)



道
路
整
備
財
源
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
た
め
、｢農
林
漁
業
用
に
使
用
さ
れ
る
揮
発
油
に
つ

い
て
は
、
課
税
を
免
除
す
べ
き
で
あ
る
。｣と
の
世
論

が
昭
和
三
四
年
頃
か
ら
強
く
な
り
、
免
税
の
替
わ
り

に
免
税
相
当
額
を
財
源
と
し
て
、
昭
和
四
〇
年
度
に

事
業
が
創
設
さ
れ
農
業
を
振
興
す
べ
き
地
域
に
お
い

て
基
幹
と
な
る
農
道
の
新
設
及
び
改
良
を
実
施
し
て

い
る
。

表 1 農道整備事業の
整備実績(平成 5年度
まで)

事 業 名 整備延長(km)

広域膿道

緘
一般農道

㈱
農免農道

蠣
計 鯏

③

一
般
農
道
整
備
事
業

(
一
般
農
道
)

本
事
業
は
、
広
域
農
道
、
農
免
農
道
以
外
の
農
道

網
の
基
幹
と
な
る
農
道
の
整
備
を
行
う
も
の
と
し
て
、

昭
和
四
六
年
度
に
創
設
さ
れ
た
。

一般農道 (福島県)

三

農
道
の
特
徴

農
村
地
域
は
、
農
業
生
産
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
住
民

の
生
活
の
場
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
た
め
、

農
道
は
、
生
産
施
設
で
あ
る
と
同
時
に
生
活
施
設
と
い
う

基
本
的
性
格
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

=

制
度

農
道
は
、
他
の
農
業
農
村
整
備
事
業
と
同
様
に
、
土
地

改
良
法
に
基
づ
く
事
業
と
し
て
、
受
益
者
の
発
意
･
申
請

と
同
意
に
基
づ
き
事
業
が
実
施
さ
れ
る
。

ま
た
、
事
業
実
施
に
よ
る
経
済
効
果
が
投
資
額
を
上
回

り
、
し
か
も
農
家
負
担
金
が
農
家
経
済
か
ら
償
還
が
可
能

で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

さ
ら
に
、
農
業
施
策
の
中
で
の
総
合
性
が
必
要
で
あ
る
。

広
域
営
農
団
地
整
備
計
画
に
基
づ
く
広
域
農
道
の
路
線
計

画
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
路
線
の
設
定
等
に
際
し
て
、
農

業
用
施
設
の
立
地
や
農
地
の
区
画
等
と
の
一
体
的
な
施
工

な
ど
、
農
業
施
策
と
の
連
携
が
求
め
ら
れ
る
。

②

路
線
計
画

農
道
は
、
農
地
や
集
出
荷
施
設
等
を
連
絡
し
一
体
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
よ
う
路
線
の
配
置
を
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
。

道
路
の
機
能
の
う
ち
交
通
機
能
は
、
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
機

能

(移
動
性
機
能
)
と
ア
ク
セ
ス
機
能
(沿
道
の
土
地
等
へ

の
出
入
り
機
能
)
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
一
般
道
路
が
基
本
的
に
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
機

能
を
第
一
に
考
え
る
の
に
対
し
、
農
道
で
は
、
基
幹
農
道

か
ら
末
端
膿
道
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ア
ク
セ
ス
機
能
を

強
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
が
国
の
よ
う
に
傾
斜
地
に

分
散
し
て
い
る
農
地
が
比
較
的
多
い
と
い
う
条
件
の
下
で

は
、
よ
り
強
く
こ
の
機
能
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

農
道
の
線
形
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
設
計
速
度
や
カ
ー

ブ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
縦
断
勾
配
等
へ
の
配
慮
が
必
要
と
な

る
。
ま
た
、
農
業
機
械
等
の
農
地
へ
の
進
入
や
農
作
物
の

積
み
卸
し
等
の
農
道
自
体
の
農
作
業
空
間
と
し
て
の
機
能

も
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

構
造

農
道
は
、
地
域
の
幹
線
農
道
か
ら
農
作
業
道
ま
で
そ
の

用
途
に
応
じ
て
広
範
な
機
能
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
る
。



①

幅
員

農
道
は
ト
ラ
ッ
ク
等
の
高
速
自
動
車
と
ト
ラ
ッ
ク

等
の
大
型
の
農
作
業
機
械
の
低
速
車
輌
の
混
合
交
通

と
な
る
と
と
も
に
農
作
物
の
集
荷
、
肥
料
等
の
積
み

卸
し
等
農
作
業
空
間
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
か

ら
幅
員
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
特
質
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

②

舗
装

舗
装
構
造
は
交
通
量
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
が
、

農
道
は
一
般
道
と
比
較
す
れ
ば
相
対
的
に
交
通
量
は

少
な
い
。
こ
の
特
質
に
即
し
、
実
態
調
査
に
基
づ
い

て
低
交
通
量
の
領
域
で
一
般
道
路
に
な
い
細
区
分
を

設
け
、
地
域
に
適
合
し
た
き
め
の
細
か
い
設
計
を
可

能
に
し
て
い
る
。

③

そ
の
他

一
般
的
な
農
道
と
異
な
り
、
農
作
業
に
直
結
す
る

農
道
と
し
て
、
基
幹
農
道
か
ら
支
線
･
末
端
耕
作
道
、

さ
ら
に
は
軌
道
･
索
道
施
設
ま
で
を
含
め
た
樹
園
地

農
道
網
、
急
傾
斜
農
地
の
保
全
を
考
慮
し
た
水
兼
農

道
、
草
生
農
道
等
と
い
っ
た
特
殊
な
用
途
に
応
じ
た

構
造
を
持
つ
膿
道
も
必
要
で
あ
る
。

四

農
道
の
事
業
効
果

(図
4
)

の

直
接
効
果
の
算
定

農
道
整
備
事
業
の
直
接
的
な
経
済
効
果
と
し
て
は
、
走

行
経
費
節
減
効
果
、
営
農
経
費
節
減
効
果
、
作
物
生
産
効

果
及
び
維
持
管
理
費
節
減
効
果
が
算
定
さ
れ
て
い
る
。

の
削
減
合
理
化
の
方
策
に
関
す
る
報
告
)
等
を
受
け
、
両

の

波
及
効
果
の
算
定

事
業
の
投
資
の
効
率
化
、
一
層
の
調
整
の
円
滑
化
を
図
る

農
道
の
整
備
に
よ
っ
て
生
じ
る
新
た
な
開
発
や
経
済
活

動
の
再
編
成
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
波
及
効
果
の
計
測
は
重

要
で
あ
る
。

し
か
し
、
農
道
の
波
及
効
果
算
定
は
、
網
羅
的
･
定
量

的
に
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
直
接
･
間
接

的
効
果
の
内
部
関
連
に
つ
い
て
も
理
論
的
に
究
明
す
べ
き

余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
社
会
経
済
の
一
般
的

な
発
展
と
農
道
投
資
そ
の
も
の
に
よ
る
発
展
と
の
識
別
が

明
瞭
で
な
い
こ
と
な
ど
の
課
題
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
波

及
効
果
の
う
ち
計
測
が
可
能
な
一
般
交
通
の
走
行
経
費
節

減
効
果
と
安
全
性
向
上
効
果
等
が
生
活
環
境
整
備
効
果
と

し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
環
境
に
配
慮
し
た
構
造

に
よ
っ
て
地
域
の
景
観
等
が
保
全
･
創
造
さ
れ
る
効
果
を

景
観
保
全
効
果
と
し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
。

五

道
路
事
業
と
の
調
整

基
幹
農
道

(広
域
農
道
及
び
農
免
農
道
)
の
計
画
策
定

に
当
た
っ
て
は
、
幹
線
市
町
村
道
等
と
の
調
整
を
図
る
た

め
、
従
来
よ
り
建
設
省
等
道
路
担
当
部
局
と
協
議
･
調
整

を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
平
成
七

年
度
時
点
で
広
域
農
道
事
業
実
施
地
区
三
三
二
地
区
の
う

ち
、
二
〇
四
地
区
に
お
い
て
、
幹
線
市
町
村
道
等
の
一
般

道
路
と
事
業
間
調
整
を
と
り
な
が
ら
整
備
が
行
わ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
平
成
六
年
三
一月
の
財
政
審
報
告

(歳
出

事
業
の
投
資
の
効
率
化
、
一
層
の
調
整
の
円
滑
化
を
図
る

た
め
、
平
成
七
年
度
よ
り
両
省
間
に
連
絡
調
整
会
議
を
設

置
す
る
な
ど
以
下
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

①

都
道
府
県
に
お
け
る
措
置

両
事
業
の
効
果
的
な
投
資
及
び
整
備
の
推
進
に
努

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
道
路
担
当
部
局
と
農
林

担
当
部
局
の
間
に
連
絡
･
調
整
の
場
を
設
置
す
る
と

と
も
に
、
地
域
の
幹
線
道
路
と
幹
線
農
道
を
対
象
と

し
た
地
域
道
路
整
備
計
画
図
を
作
成
す
る
。

②

農
林
水
産
省
、
建
設
省
に
お
け
る
措
置

両
省
間
に

｢道
路
と
農
道
の
連
絡
調
整
会
議
｣
を

設
置
し
、
両
事
業
間
の
一
層
の
情
報
交
換
、
調
整
の

円
滑
化
を
推
進
す
る
。

六

お
わ
り
に

我
が
国
の
農
業
及
び
農
村
は
、
食
料
自
給
率
の
極
端
な

低
下
、
兼
業
化
の
進
行
、
混
住
化
の
進
展
等
大
き
な
変
化

を
遂
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
農
業

･
農

村
の
健
全
な
発
展
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
農
業
生
産

基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
中
核
農
家

(担
い

手
農
家
)
へ
の
農
用
地
の
利
用
集
積
に
よ
る
規
模
の
拡
大

等
、
農
用
地
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
を
促
進
す
る

必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
施
策
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

地
域
に
お
け
る
安
定
的
な
就
業
機
会
の
確
保
や
都
市
に
比



(農道の機能) 〈効 果 の 種 類〉

(1)農業生産の ①農道を直接走行 距離の短縮 走 行 経 費 の 走行経費節減
近 代 化 するこげ"よっ 節 滅 効 果　

　

　　
　
　
　

の
、

の

の
成

り

て生ずる効果 速度の変化 輸 送 時 間 の (農業交通)

短 縮 (一般交通)

輸送車種の 運 転 者 の 営農経費節減
変 化 疲労度の軽減 効 果
走 行 の 荷傷みの減少
スムーズ化

翳覊T黎割増家総遂
作物生産効果 口群生産向索

果 機 械 化 伴う生産の増加

農作業の機械化
能 率 化

③農道維持管理費の節減効果 維 持 管 理 費
節 減 効 果

(2)農村生活環 ④農村地域住民の厚生増大効果 安 全 性 向 上 ノ･生活環境整備封ぜ･同 上 ノ･生活環境整備
境の 改善 効 果 効 果

⑥農道の環境整備により地域の景観等が保全 ･創造される効果 ニ景 観 保 全
効 果

(3)そ の 他 ⑥土地等の資源の有効利用、生産、集出荷等の合理化に伴う効果

⑦農村のおける農業活動、その他の活動の促進効果 一一一- - 林 業 交 通 等
経 費 節 減

⑧農道整備に伴う投入資材、労働力の需要増によって生ずる種々 の波及効果

図 4 農道の機能と効果の分類

會辰林
水
産
省
構
造
改
善
局
建
設
部
開
発
課
農
道
整
備
調
査
官
)

こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
一
翼
を
担
っ
て
い
る
の
が

農
道
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
の
農
道
整
備
事
業
を
積
極
的

に
推
進
し
、
農
村
の
生
産
、
生
活
環
境
整
備
に
貢
献
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

べ
て
立
ち
遅
れ
て
い
る
農
村
の
生
活
環
境
の
整
備
を
図
る

等
、
総
合
的
に
農
村
地
域
社
会
の
整
備
を
図
る
必
要
が
あ

こ に - る 、
こ o

の



特

集
/
各
種
道
路
の
最
近
の
動
向
.嬢
釀
淡
“
、

林
道
事
業
の
概
要

河

野

元
信

一
は
じ
め
に

森
林
は
、
木
材
の
生
産
、
国
土
の
保
全
、
水
質
源
の
か

ん
養
、
森
林

レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
提
供
と
い
っ
た

個
人
的
あ
る
い
は
地
域
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
地
球
温
暖
化
の

防
止
な
ど
地
球
環
境
的
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
私
た
ち
の
日

常
生
活
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
森
林
の
有
す
る
多
く
の
機
能
は
単
に
自
然
の
推

移
に
任
せ
る
だ
け
で
は
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
持
続
的
な
林
業
経
営
活
動
の
展
開
や
適
切
な
森
林
の

保
育
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
高
度
に
発
揮

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
活
発
な
生
産
活
動
を
通
じ
て
健
全
な

森
林
の
維
持
や
造
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
我

が
国
の
林
業
は
、
木
材
価
格
の
低
迷
、
林
業
経
営
諸
経
費

の
増
嵩
、
山
村
地
域
の
過
疎
化
、
高
齢
化
等
の
労
働
力
事

情
の
悪
化
な
ど
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ
て
お
り
、

林
業
、
山
村
の
活
性
化
が
林
政
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
か
つ
て
、
林
道
は
林
産
物
の
搬
出

の
た
め
の
施
設
で
あ
る
と
の
認
識
が
強
か
っ
た
が
、
現
在
、

森
林
の
造
成
･
管
理
、
林
産
物
の
生
産
･
流
通
な
ど
林
業

生
産
の
全
過
程
を
通
じ
て
の
基
礎
施
設
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
る
と
と
も
に
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
高
度

に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
適
正
な
森
林
施
業
を
行
う
上
で
欠

か
せ
な
い
施
設
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
林
道
は
農
山
村

地
域
に
お
け
る
地
域
交
通
の
改
善
や
地
域
振
興
に
も
寄
与

し
て
お
り
、
そ
の
役
割
は
、
多
様
化
、
高
度
化
し
て
き
て

い
る
。

=

林
道
と
ば

｢林
道
｣と
い
う
用
語
を
条
文
に
有
す
る
法
律
は
、
林
業

基
本
法
、
森
林
法
等
の
森
林
･
林
業
に
関
す
る
も
の
な
ど

に
数
多
く
あ
る
も
の
の
、
｢林
道
｣を
定
義
し
て
い
る
も
の

は
な
い
。
こ
れ
は
、
林
道
の
概
念
が
歴
史
的
に
一
般
化
･

定
着
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

林
道
は
一
般
的
に
、
｢森
林
の
内
外
に
通
じ
、
森
林
の
総

合
的
か
つ
合
理
的
な
管
理
･
経
営
を
行
う
た
め
の
必
要
な

交
通
を
目
的
と
し
て
造
ら
れ
る
恒
久
的
施
設
｣
と
定
義
さ

れ
る
。

M

昭
和
六
二
年
七
月
閣
議
決
定
の

｢森
林
資
源
に
関
す
る

ャ行

基
本
計
画
｣
に
お
い
て
は
、
｢林
道
は
、
外
材
、
代
替
材
に

沽

互
し
て
競
争
し
得
る
効
率
的
な
林
業
経
営
の
展
開
や
森
林

フ

の
適
正
な
維
持
管
理
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
ま



た
森
林
空
間
の
総
合
的
な
利
用
の
推
進
、
山
村
の
生
活
環

境
の
整
備
、
地
域
産
業
の
振
興
等
に
と
っ
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
林
業
の
整
備
促
進
を
図
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。｣と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い

ろ
↓。こ

の
よ
う
に
、
林
道
は
農
山
村
地
域
に
お
け
る
交
通
施

設
の
一
部
と
し
て
地
域
の
生
活
環
境
の
向
上
や
産
業
振
興

に
も
資
す
る
な
ど
、
結
果
と
し
て
市
町
村
道
な
ど
の
一
般

道
路
と
同
様
の
機
能
を
併
せ
て
発
揮
す
る
も
の
も
多
い
が
、

林
道
は
林
業
経
営
及
び
森
林
管
理
の
基
盤
と
し
て
開
設
･

管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
道
路
法
上
の
道
路
と
は
性
格

を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

-ニ

林
道
整
備
の
方
針

1

森
林
計
画
の
体
系

森
林
は
、
そ
の
造
成
に
超
長
期
間
を
要
し
、
そ
の
多
様

な
機
能
を
高
度
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
一
定
の
ス
ト
ッ
ク

を
必
要
と
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
長
期
的
･
計
画
的
な
取

り
扱
い
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
は
、
林
業
基
本
法
、
森
林
法
に
基
づ
き

森
林
計
画
の
体
系
化
を
図
っ
て
お
り
、
林
道
は
、
林
業
経

営
及
び
森
林
管
理
の
た
め
の
基
幹
的
な
基
盤
施
設
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
段
階
で
整
備
計
画
量
等
を
定
め
て
い
る
。

2

林
道
の
整
備
目
標

林
道
の
整
備
目
標
は
、
林
業
基
本
法
第
一
〇
条
に
基
づ

く
｢森
林
資
源
に
関
す
る
基
本
計
画
｣
(昭
和
六
二
年
七
月

二
四
日
閣
議
決
定
)
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
本
計
画
で
は
、

林
業
を
取
り
巻
く
厳
し
い
条
件
を
克
服
す
る
上
で
の
林
道

整
備
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
、
労
働
事
情
、
林
業
技
術
体

系
等
を
踏
ま
え
て
、
き
め
細
か
い
森
林
施
業
の
展
開
に
見

合
っ
た
合
理
的
な
林
業
経
営
と
森
林
管
理
の
た
め
に
必
要

な
林
道
延
長
を
確
保
す
る
た
め
、
二
八
万
五
、
0
0
0
如

森林整備事業 計画

林
た
箇

　
　

全
資
て

'に
た

を
整
備
目
標
と
し
、
森
林
に
対
す
る
多
様
な
要
請
に
こ
た

え
得
る
森
林
資
源
が
整
備
で
き
る
よ
う
、
お
お
む
ね
平
成

三
七
年
ま
で
に
全
量
を
完
了
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
森
林
法
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
農
林
水
産
大

臣
が
樹
立
す
る
｢全
国
森
林
計
画
｣
に
お
い
て
は
、
｢森
林

資
源
に
関
す
る
基
本
計
画
｣
に
即
し
て
一
五
年
間
の
林
道

整
備
量
が
計
画
さ
れ
て
い
る
o

　　　　　　　　　　　　　　　
森林計画区に係る民有林について, 5年ごとに
たてる10年間の計画。

地域 勢計画区ごとの10年間“こ達成すが

き林道の路線及び開襄延長量を計画する

画

…

系

　　
　

実
の
…

　
　

　

　
　
　図

森林資源に関する基本計画

林業基本法第10条の規定に基づき政府がたてる。

森林資源整備の目壕に基づき, 森林の施

備の目標て総量)を定めるo



な
お
、
従
来
、
林
道
に
関
す
る
投
資
計
画
は
な
か
っ
た

が
、
造
林
及
び
林
道
整
備
を
含
む
森
林
整
備
事
業
の
計
画

的
か
つ
着
実
な
実
施
を
促
進
す
る
た
め
、
｢全
国
森
林
計

画
｣
の
計
画
期
間
の
最
初
の
五
年
間
に
係
る
整
備
量
を
定

め
る
も
の
と
し
て
、森
林
法
第
四
条
第
四
項
に
基
づ
く
｢森

林
整
備
事
業
計
画
｣
を
平
成
四
年
四
月
に
閣
議
決
定
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
平
成
四
年
度
以
降
の
五
年
間
に
、
総
額

三
兆
九
、
○
○
0
億
円
に
相
当
す
る
事
業
を
実
施
す
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る

(図
1
)。

3

林
道
整
備
の
考
え
方

林
道
網
の
量
的
基
準
と
し
て
は
、
一
般
的
に
単
位
面
積

当
た
り
の
林
道
延
長
で
あ
る
林
道
密
度

(単
位
…
m
/

齦
)
で
と
ら
え
て
い
る
。

こ
の
林
道
密
度
の
算
定
基
準
は
幾
つ
か
あ
る
も
の
の
、

現
在
、
採
用
し
て
い
る
も
の
は
、
林
道
開
設
費
を
含
め
て

森
林
施
業
に
必
要
な
コ
ス
ト
を
最
小
と
す
る
コ
ス
ト
ミ
ニ

マ
ム
方
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
森
林
の
中
に
は
、
公
益

的
機
能
発
揮
の
た
め
の
施
業
制
限
が
課
さ
れ
る
区
域
等
が

含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
方
式
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
施
業

を
行
う
森
林

(皆
伐
↓
新
植
)
で
は
、
二
0
m
/
齦
の
路

細
密
度
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
森
林
内
に
は
、
林
業
生
産
活
動
に
寄
与
し
て
い

る
一
般
道
路
や
農
道
等
も
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
道

路
を
含
め
た
路
網
密
度

(前
述
の
二
0
m
/
如
)
を
林
内

道
路
密
度
と
呼
び
、
こ
れ
ら
の
道
路
の
密
度
を
差
し
引
い

た
も
の
を
純
粋
の
林
道
密
度
と
し
て
い
る
。

4

林
道
の
種
類
、
規
格
等

林
道
の
整
備
に
あ
っ
て
は
、
補
助
金
や
融
資
な
ど
制
度

的
な
援
助
を
受
け
ず
に
自
己
資
金
の
み
で
開
設
す
る
自
力

林
道
も
あ
る
が
、
大
部
分
の
林
道
は
補
助
金
、
融
資
等
を

受
け
て
整
備
が
図
ら
れ
て
い
る
。
林
道
の
種
類
、
規
格
･

構
造
に
つ
い
て
は
、
林
道
規
程

(林
野
庁
長
官
通
達
)
に

お
い
て
基
本
的
事
項
を
定
め
て
お
り
、
補
助
制
度
等
に
係

る
林
道
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

林道の構造 (林道規程)造

造
　
　

道

道

林
車動

　

　
　

表

項 目

1 級

2 級 3 級車線の数を 2

とするもの
1車線のもの

設 計 速 度 (km / 時) 40又は30(20) 40
、

30又は20 30又は20 20

車 道 幅 員 ( m ) 2
.
75 4

.
O 3

.
O 2

.
0又は1

.
8

路 肩 幅 員 ( m ) 0
.
75(0

.
50) 0

.
50(0

,
25) 0

,
50(0

,
25) 0

,
50(0

.
25)

曲
線
半
径

設計速度(km / 時)

40 ㈱ 鱒 ー -

30 ㈱ め 駒 -

20 20 蜷 爵 駒
縦
断
勾
配

設計速度(km / 時)

40 ◎ ◎ - 一

30 ⑰ ⑰ 彌 ー

20 劾 期 器 壗
　

鮭)1.設計速度欄の ( 泥ま、地形の状況その他の理由によりやむを得ない場合。 0
2. 路肩幅員欄の ( )は、 長さ50m 以上の橋、 高架の自転車道又は地形の状 m
況その他の理由によりやむを得ない場合。

林̂
道
の
種
類
〉

の
自
動
車

①
自
動
車
道
1
級

国
道
、
都
道
府
県
道
等
と
連
絡
す
る
幹
線

②
自
動
車
道
2
級

自
動
車
道
1
級
及
び
3
級
以
外
の
も
の

③
自
動
車
道
3
級

小
利
用
区
域
に
係
る
支
線
及
び
分
線

②
軽
車
道

全
幅
員
一
･
八
m
以
上
三
･
o
m
未
満
の
も
の
で
軽
目

橋

の

の

　　　　
)
り
は
は
鰄

よ

)

)

⑪

　　
　

　　　　　

泥ま、地形の状況その他の理由によりやむを得ない場合。
)は、地形の状況その他の理由によりやむを得ない場合、

メギ 道イテセ 96.4



動
車
の
通
行
で
き
る
も
の

以
上
の
よ
う
に
、
林
道
規
程
に
は
林
道
の
種
類
と
し
て

自
動
車
道
及
び
軽
車
道
の
二
種
類
が
、
ま
た
自
動
車
道
の

区
分
と
し
て
1
級
j
3
級
の
区
分
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

へ自
動
車
道
の
規
格
･
構
造
〉

お%

･1
動
車
道
の
規
格

構
造
〉

繃
“

繃
“
煮

亀

欄
鮴

櫨蔦

“
“
“
“

踰

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　

業

用

林
道
は
民
有
林
林
道
と
国
有
林
林
道
に
大
別
さ
れ
、
こ

れ
を
助
成
制
度
等
に
よ
り
体
系
化
す
る
と
、
図
2
の
と
お

り
と
な
る
。

林
道
の
現
況
延
長
及
び
開
設
量
等
の
実
績
は
、
表
2

　　

　　
　
　

~
表
4
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
林
道
開
設
量

は
、
開
設
対
象
地
域
の
奥
地
化
、
環
境
保
全
工
法
の
採
用

高密度林道網整備事

等
に
よ
る
開
設
コ
ス
ト
の
増
嵩
等
に
よ
り
減
少
傾
向
で
推

移
し
て
お
り
･

平
成
六
年
度
の
実
績
は
二
･
0
五
六
虹
と

鱗

な
っ
て
い
る
。

一
方
、
林
道
の
現
況
延
長
は
平
成
六
年
度
末
で
三
一万

事

二
、
0
0
0
虹
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
五
年
前
の
現
況

共公

延
長
と
比
較
す
る
と
、
五
年
間
の
開
設
実
績
を
加
算
し
た

も
の
よ
り
相
当
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
差
は
、
林
道
と
し
て
開
設
さ
れ
た
も
の
が
相
当
程
度
公

道
等
に
移
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
林
道
が
森
林
･
山
村
地
域
に

お
け
る
路
網
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
役
割
を
担

っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
o

図 2 林道事業の体系



国
庫
補
助
林
道
は
、
公
共
事
業
で
実
施
す
る
も
の
と
特

定
目
的
の
た
め
に
非
公
共
事
業
で
実
施
す
る
も
の
に
分
け

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
公
共
事
業
に
係
る
林
道
に
つ
い
て
は

都
道
府
県
、
市
町
村
、
森
林
組
合
等
が
事
業
実
施
主
体
と

し
て
実
施
す
る
一
般
補
助
林
道
と
、
全
国
七
つ
の
大
規
模

五

民
有
林
林
道

民
有
林
林
道
は
、
国
庫
補
助
金
を
受
け
て
開
設
す
る
国

庫
補
助
林
道
と
そ
れ
以
外
の
非
国
庫
補
助
林
道
の
二
つ
に

ら 定 大 庫

努晶醒き鶴暑 五 表 2 甦平
道鷺現搬翳現在)

ざ讓省鰹 暑 (単位 :kの

民有林 国有林 計

79 ,544 42,712 122 .256

林 ら
に 道 れ

る

表 4 林道舗装の推移 表 3 林道の開設量の推移
(民有林林道) (単位 :kの

年 度 民有林 国有林 計

昭和60

平成 2

3

4

5

6

2 ,285

1,903

1,677

1,542

1,545

1,551

828

610

517

440

341

505

3 ,113

2 ,513

2 ,194

1,982

1,886

2 ,056

年 度 舗装延長(kの 舗装率(% )

昭和60

平成 2

3

4

5

6

10 ,672

15 ,838

17 ,739

18 ,171

21,291

22 ,864

15 .9

21.2

23 .4

23 ,6

27 .2

28 ,7

林
業
圏
を
対
象
と
し
て
森
林
開
発
公
団
が
実
施
す
る
大
規

模
林
業
圏
開
発
林
道
に
区
分
さ
れ
、
補
助
率
、
採
択
基
準

等
は
図
3
の
と
お
り
で
あ
る
。

非
国
庫
補
助
林
道
に
は
、
都
道
府
県
の
補
助
制
度
に
よ

り
実
施
す
る
も
の
、
農
林
漁
業
金
融
公
庫
の
長
期
･
低
利

融
資
を
受
け
て
実
施
す
る
も
の
や
自
己
資
金
だ
け
で
開
設

基本補助率 鶉轟隣濃牙ね羅 壽離籍の 資 実 非

開 設 事業 広域基幹林道 印 1oooha以上
100 (防火、ネットワー-ク500以上) 5km以上(連絡2.500以上)

普運 林 迫 縮 (過疎灘論 議齢翫趾)
0･8臘以上

改良 事業 酔拗一一 三 5ooha以上 -箇所当たり
林

1伽 (過疎,娠山加以上) 400万円以上

事 林梁地域総合 謄 轟 蝸嫌楓橇)整 備 事 業

林 有
補

共 藝警報潔 謄 語等
　 　

　 　

　 　 　　　　　業 農 群密林繋 ㈱勧 - 爾 纖以上農

免

林

道

整

僻

事

業

森
林
開
発
公
団
事
業

林 (その痒濁 - -一 一翼 looha以上1m

案
林道舗装麒 ◎ & …嬬

公団幹線林道 2
整 備 事業 3

(注)1 . 略語説明

防 火 :防火林道整備事業

公団支線林道 2 ネットワーク :流域ネットワーク林道整備事業
整 備 事業 3

連 絡 :林業地域連絡林道整備事業
2 . 基本補助率については、 内地の都道府県、 市町

村が事業主体となる場合についてのものである。

図 3 民有林林道国庫補助事業の補助番号等



す
る
自
力
林
道
が
あ
る
。

ま
た
、
平
成
五
年
度
か
ら
、
山
村
地
域
の
振
興
と
定
住

環
境
の
改
善
に
資
す
る
た
め
、
林
野
庁
と
自
治
省
が
協
力

し
て
、
国
庫
補
助
事
業
及
び
地
方
単
独
事
業
を
効
果
的
に

推
進
す
る
ふ
る
さ
と
林
道
緊
急
整
備
事
業
を
実
施
し
て
い

"る
0

1

一
般
補
助
林
道

民
有
林
林
道
の
開
設
に
対
す
る
国
の
補
助
は
、
大
正
一

五
年
に
初
め
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
そ
の
補
助
体
系

は
、
大
き
く
分
け
て
木
材
搬
出
効
果
の
発
揮

(大
正
一
五

年
度
-
昭
和
四
一
年
度
)、未
開
発
林
へ
の
林
業
経
営
圏
拡

大
効
果
の
発
揮
(昭
和
四
二
年
度
ー
昭
和
四
七
年
度
)、
森

林
の
多
面
的
機
能
の
総
合
的
な
発
揮

(昭
和
四
八
年
度
以

降
)
等
森
林
･
林
業
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
要
請

に
対
応
し
て
変
遷
し
て
き
て
い
る
o

一
般
補
助
林
道
に
は
、
民
有
林
林
道
開
設
及
び
改
良
事

業
、
林
業
地
域
総
合
整
備
事
業
、
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税

財
源
身
替
林
道
整
備
事
業

(農
免
林
道
整
備
事
業
)
等
が

あ
る
。

◎

林
道
開
発
事
業

へ広
域
基
幹
林
道
〉

森
林
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
が
期
待
さ
れ
る
広
域
な
森

林
地
域
を
開
発
管
理
す
る
骨
格
的
林
道
で
あ
っ
て
、
そ
の

起
･
終
点
は
国
･
県
道
等
に
連
絡
し
、
地
域
内
の
林
業
団

地
、
市
場
、
集
落
、
森
林
景
勝
地
等
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、
林
業
労
働
力
を
有
効
に
活
用
し
つ
つ
、
林
業
団
地
の

広
域
化
、
組
織
化
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
、
適
正
な
森
林

管
理
に
よ
る
森
林
の
公
益
的
機
能
の
発
揮
と
と
も
に
、
山

村
地
域
の
振
興
等
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
林
道
で
あ
る
。

へ普
通
林
道
〉

広
域
基
幹
林
道
を
補
完
し
て
林
道
網
を
形
成
し
、
直
接

林
業
経
営
活
動
に
必
要
と
な
る
林
道
で
あ
っ
て
、
森
林
施

業
の
効
率
化
等
に
効
果
を
発
揮
す
る
林
道
で
あ
る
。

こ
の
中
に
は
、
戦
後
の
積
極
的
な
人
工
林
化
に
伴
い
間

伐
(抜
き
伐
り
)を
必
要
と
す
る
人
工
林
の
増
大
に
対
処
す

る
間
伐
林
道
や
、
大
都
市
圏
を
中
心
と
す
る
水
需
給
の
ひ

っ
迫
に
対
処
す
る
た
め
、
森
林
の
有
す
る
水
土
保
全
機
能

の
強
化
に
資
す
る
林
道
な
ど
、
近
年
の
重
要
な
林
政
上
の

課
題
に
対
処
す
る
た
め
の
林
道
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

②

林
道
改
良
事
業

開
設
当
時
の
規
格
･
構
造
で
は
、
車
両
の
大
型
化
、
重

量
化
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
既
設
林
道
に
つ
い
て
、
自

動
車
の
走
行
を
容
易
な
ら
し
め
る
よ
う
、
そ
の
局
部
的
構

造
等
の
質
的
向
上
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

③

林
業
地
域
総
合
整
備
事
業

林
業
の
発
展
と
林
業
従
事
者
の
定
住
の
促
進
、
農
山
村

地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
林
業
の
振
興
を
図
る
べ
き

地
域
を
対
象
と
し
て
、
林
道
等
の
林
業
生
産
基
盤
の
整
備

と
一
体
的
に
用
排
水
施
設
等
の
生
活
環
境
基
盤
の
整
備
、

フ
ォ
レ
ス
ト
ア
メ
ニ
テ
ィ

(森
林
公
園
)
の
整
備
及
び
森

林
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
整
備
を
総
合
的
に
実
施
す
る
も
の
で

あ
り
、
昭
和
五
五
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
。

へ事
業
内
容
〉

①

生
産
環
境
基
盤
整
備
事
業

林
道
の
開
設
及
び
改
良
事
業
等
の
林
業
生
産
基
盤

の
整
備
を
実
施
す
る
。

②

生
活
環
境
基
盤
整
備
事
業

集
落
林
道
、
用
地
整
備
、
用
水
施
設
、
林
業
集
落

排
水
施
設
等
の
生
活
環
境
施
設
の
整
備
を
実
施
す
る
。

③

交
流
促
進
施
設
整
備
事
業

広
場
、
キ
ャ
ン
プ
場
、
駐
車
場
等
の
フ
ォ
レ
ス
ト

ア
メ
ニ
テ
ィ

(森
林
公
園
)
施
設
等
の
整
備
を
実
施

す
る
。

④

滞
在
施
設
整
備
事
業

公
営
の
宿
泊
施
設
、
山
村
留
学
施
設
等
の
滞
在
施

設
に
か
か
る
用
地
整
備
、
用
排
水
施
設
の
整
備
を
実

施
す
る
。

ハ事
業
規
模
〉

①

一
地
区
当
た
り
の
標
準
事
業
費

七
億
円

②

事
業
実
施
期
間

五
年
間

@

高
密
度
林
道
網
整
備
事
業

高
性
能
林
業
機
械
作
業
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
よ
う
と
す

る
地
域
を
対
象
に
、
当
シ
ス
テ
ム
に
適
し
た
林
道
網
の
整

備
を
早
急
に
促
進
す
る
と
と
も
に
、
ト
ラ
ク
タ
、
集
材
機

等
在
来
型
の
林
業
機
械
を
用
い
た
効
率
的
な
森
林
施
業
の

実
施
に
必
要
な
林
道
網
の
整
備
を
促
進
し
、
国
産
材
時
代

の
実
現
に
向
け
た
低
コ
ス
ト
林
業
の
確
立
に
資
す
る
こ
と



と
し
て
、
平
成
五
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
。

へ事
業
内
容
〉

①

広
域
基
幹
林
道
整
備
事
業

五
-
1
･ー
の
の
広
域

基
幹
林
道
と
同
じ

②

普
通
林
道
整
備
事
業

五
-
1
'ー
①
の
普
通

林
道
と
同
じ

③

施
業
林
道
整
備
事
業

高
性
能
林
業
機
械
等
に
よ
る
集
材
作
業
等
を
実
施

す
る
た
め
の
路
網
と
し
て
、
普
通
林
道
を
補
完
し
、

合
理
的
な
林
業
経
営
を
確
立
す
る
た
め
に
、
地
形
、

地
質
に
な
じ
ん
だ
線
形
の
採
用
等
に
よ
り
従
来
の
林

道
よ
り
も
比
較
的
安
価
に
開
設
で
き
る
林
道
を
整
備

す
′る
。

④

作
業
ポ
イ
ン
ト
整
備
事
業

高
性
能
林
業
機
械
を
用
い
た
作
業
等
の
効
率
的
な

稼
働
に
必
要
な
造
材
･
集
運
材
等
広
範
な
作
業
に
利

用
で
き
る
用
地
及
び
取
付
け
道
等
を
整
備
す
る
。

へ事
業
規
模
等
〉

①

-
地
区
当
た
り
の
標
準
事
業
費

一
五
億
円

②

事
業
実
施
期
間

六
年
間

◎

農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
林
道
整
備
事
業

(略
称

農
免
林
道
整
備
事
業
)

林
業
用
機
械
が
消
費
す
る
揮
発
油
の
税
額
に
相
当
す
る

財
源
を
も
っ
て
、
昭
和
四
一
年
度
か
ら
峰
越
連
絡
林
道
の

開
設
を
、
ま
た
、
昭
和
四
六
年
度
か
ら
林
道
の
舗
装
事
業

を
実
施
し
て
い
る
。

へ峰
越
連
絡
林
業
〉

民
有
林
、
国
有
林
の
既
設
林
道
と
他
の
既
設
林
道
ま
た

は
公
道
等
と
の
相
互
間
を
、
峰
越
し
等
に
よ
り
連
絡
し
、

市
場
距
離
の
短
縮
、
林
業
経
営
の
合
理
化
、
さ
ら
に
は
農

山
村
地
域
の
振
興
を
図
る
た
め
林
道
を
開
設
す
る
。

へ林
道
舗
装
事
業
〉

林
道
の
機
能
向
上
を
図
り
、
農
山
村
地
域
の
環
境
の
改

善
に
資
す
る
た
め
、
既
設
林
道
を
舗
装
す
る
。

2

公
団
林
道

へ大
規
模
林
業
圏
開
発
林
道
〉

林
野
庁
は
、
森
林
の
多
く
が
旧
薪
炭
林
で
占
め
ら
れ
て

お
り
、
林
野
率
が
極
め
て
高
い
山
村
地
域

(大
規
模
林
業

圏
)
に
お
い
て
、
林
業
を
中
心
と
し
て
総
合
的
な
地
域
間

発
を
推
進
す
る
た
め
、
昭
和
四
八
年
度
に
大
規
模
林
業
圏

開
発
基
本
計
画
を
策
定
し
、
全
国
七
地
域
の
大
規
模
林
業

圏
を
対
象
に
圏
域
開
発
の
促
進
を
図
っ
て
い
る
が
、
大
規

模
林
業
圏
開
発
林
道
は
、
そ
の
基
幹
と
な
る
林
道
で
あ
る
。

当
該
林
道
は
、
国
･
県
道
、
市
町
村
道
等
の
公
道
と
有

機
的
に
連
携
し
、
圏
域
の
林
道
網
の
枢
要
部
分
と
な
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
利
用
は
多
目
的
か
つ
広
域
に
及
び
、
山

間
僻
地
の
産
業
振
興
、
生
活
環
境
の
整
備
等
に
大
き
く
寄

与
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
林
道
の
性
格
を
反
映
し
、
構
造
･
規
格
は

原
則
と
し
て
二
車
線
(全
幅
七
m
)、
舗
装
と
な
っ
て
い
る
。

当
該
林
道
の
整
備
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
本

計
画
に
基
づ
き
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
平
成
六
年

度
末
ま
で
の
実
績
は
表
5
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
一
部
の
圏
域
に
お
い
て
は
、
大
規
模
林
業
圏
開

発
林
道
の
開
設
効
果
が
及
ば
な
い
こ
と
か
ら
豊
富
な
森
林

資
源
を
有
し
な
が
ら
、
そ
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
な
い
、

地
域
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
地
域
の
振
興
を
図
る
た

め
、
既
存
の
公
団
幹
線
林
道
の
支
線
と
し
て
公
道
等
に
連

絡
し
、
幹
線
林
道
路
網
を
形
成
す
る
公
団
支
線
林
道
を
平

成
三
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
。

表 5 大規模林業圏開発林道開設経過表

地域名 該 当 道 県
基本計画策定済 度

績
の

年
実
@

6
の

成
で

平
ま

路線数 延長(km)

北海道 北海道 QJ “ 56

は 青森
、

岩手 Qu 220 卸
最上、

会津 山形
、

福島 QU 275 106

飛越 鳴山富 にJ 359 銘

国中
･

一u山鵜山岡鰊丈鳥 qy
493 231

中国西南 鞠鱗 AY 370 m
轢

木
栂
五 翳枌鮴 ろくJ 321 133

計 32 鰡 829



あり利用区域森林面積がおおむね1,oooha以上
大規模保安林地域基幹林道

　　裡幹ッ
道
道

基
ネ
林
林

城
城
幹
火

広
流
基
防

基幹林道……林道の管理経営からみて利用区間の根幹となる路線で

普通林道……利用区域森林面積がおおむね1,0ooha未満
道林ア

道

ケ

林

ン
道
道

の

一
林
林
他

リ
通
火
の

グ
普
防
そ

　

良
化
装
道

改
橋
舗
林

般
久
易
火

一
永
簡
防

乍

繕
図 4 国有林林道事業の区分

六

国
有
林
林
道

国
有
林
林
道
は
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
に
よ
っ
て

開
設
さ
れ
る
林
道
で
あ
り
、
国
有
林
の
伐
採
、
造
林
等
の

森
林
施
業
や
管
理
の
た
め
に
必
要
な
基
盤
施
設
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
公
道
や
民
有
林
林
道
等
と
道
路
網
を
形
成

し
、
農
山
村
地
域
の
振
興
に
も
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、

開
設
に
当
た
っ
て
は
、
｢森
林
資
源
に
関
す
る
基
本
計
画
｣

及
び
こ
れ
に
即
し
て
樹
立
さ
れ
る
｢全
国
森
林
計
画
｣、｢国

有
林
の
地
域
別
森
林
計
画
｣
等
に
基
づ
い
て
計
画
的
に
実

施
さ
れ
て
い
る
o

国
有
林
林
道
は
、
林
道
の
管
理
経
営
か
ら
み
て
利
用
区

域
の
根
幹
と
な
る
路
線
で
あ
り
利
用
区
域
森
林
面
積
が
お

お
む
ね
一
、
0
0
o
m
以
上
の
基
幹
林
道
と
利
用
区
域
森

林
面
積
が
お
お
む
ね
一
、
○
○
○
娩
未
満
の
普
通
林
道
に

大
別
さ
れ
る

(図
4
)。

国
有
林
林
道
の
開
設
、
改
良
等
に
要
す
る
経
費
は
国
有

林
野
事
業
の
林
産
物
販
売
収
入
等
で
賄
う
こ
と
を
原
則
と

し
て
い
る
が
、
最
近
の
国
有
林
野
事
業
の
財
務
状
況
の
悪

化
等
に
鑑
み
、
五
二
年
度
か
ら
財
政
投
融
資
資
金
の
導
入

が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
五
三
年
度
か
ら
は
同
年
に
制
定

さ
れ
た

｢国
有
林
野
事
業
改
善
特
別
措
置
法
｣
に
基
づ
き

国
有
林
野
事
業
の
経
営
改
善
を
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と

と
し
、
改
善
合
理
化
の
自
主
的
努
力
と
併
せ
て
一
般
会
計

資
金
の
繰
入
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
対
象
と
な
る
林
道
の
要
件
は
政
令
で
定
め
ら
れ
て
お

り
、
国
有
林
野
事
業
の
財
務
事
情
を
勘
案
し
な
が
ら
随
時

対
象
を
拡
大
し
て
き
て
お
り
、
平
成
三
年
度
に
は
利
用
区

域
森
林
面
積
が
五
0
m
以
上
の
林
道
の
開
設
、
改
良
及
び

災
害
復
旧
が
繰
入
対
象
と
な
り
、
そ
の
後
平
成
四
年
度
に

は
防
火
林
道
の
開
設
、
改
良
、
平
成
六
年
度
に
は
流
域
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
幹
線
林
道
等
、
平
成
七
年
度
に
は
大
規
模
保

安
林
地
域
基
幹
林
道
等
が
繰
入
対
象
と
な
っ
て
い
る

(表

6
)
0一

般
会
計
か
ら
の
繰
入
率
は
、
民
有
林
林
道
の
助
成
制

度
を
勘
案
し
て
、毎
年
度
の
予
算
で
定
め
て
い
る

(表
7
)。

設

国有林林道

新

改

修

表 6 林道事業における一般会計繰入対象の推移
(平成 3 ~ 7年度)

年 度 平成 3 年度 平成 4 年度 平成 6 年度 平成 7 年度

入

業
繰
事

横
林
及

面
の
良

旧

)

域
上
改
復
規

区
以
設
害
新

用

嬢

間

災

(

利

即

道

び

閣の

)

道

良

設

林
改
新

火

、
(

防

設
ワ

道
に

旧

の

ト
林
災
復
率

)

ッ
線

甚

害

入

規

ネ
幹
激
災
繰
げ
新

域

ク

域

る

の

上

(

流

一
広
係

へ
嵩

林
道
ア
合
業

安

林

ケ

総

事

)

保
幹
ン
域

道

規

模
基

一
流
林
新

規

域

り

道

伐

(

大

地

グ

林

間



七

林
道
の
維
持
管
理

開
設
さ
れ
た
林
道
が
良
好
な
状
態
で
維
持
さ
れ
、
十
分

に
そ
の
機
能
、
役
割
を
発
揮
し
て
い
く
た
め
に
は
、
適
切

な
維
持
管
理
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
民
有
林
林
道
の
管
理

主
体
は
、
大
部
分
が
市
町
村
で
あ
る
。

市
町
村
が
管
理
し
て
い
る
林
道
の
維
持
管
理
費
は
、
地

方
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

森
林
･
林
業
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
担
い
手
の
減
少
･

高
齢
化
、
生
産
基
盤
の
立
ち
遅
れ
等
極
め
て
厳
し
く
、
こ

の
ま
ま
推
移
す
れ
ば
、
適
切
な
森
林
の
育
成
に
支
障
が
生

ず
る
と
と
も
に
、
山
村
の
過
疎
化
等
国
土
の
均
衡
あ
る
発

展
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
林
道
は
、
林
業
生
産
コ
ス
ト

の
引
き
下
げ
と
と
も
に
山
村
地
域
社
会
の
振
興
に
と
っ
て

そ
の
重
要
度
を
増
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
森
林
資
源
に
関
す
る
基
本
計
画
等
に
基
づ

き
、
今
後
と
も
、
自
然
環
境
に
配
慮
し
た
路
線
の
配
置
や

工
法
の
採
用
等
を
行
い
、
更
に
積
極
的
な
林
道
の
整
備
促

進
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(林
野
庁
指
導
部
基
盤
整
備
課
課
長
補
佐
)

･　

表 7 平成 7年度予算における国有林林道の繰入対象の要件及び繰入率

林 道 区 分 要 件 設 改 良 災害復旧

基

幹

林

道

大規模保安林地域基幹林道

趾態上
期
以

こ

)

筑

隠

上

の

内
L

趾

以

も

域
積

即
上
如

る

地
面
積
以
施

す

林
林
面
%
が

成

安
森
林
50

長

形

保

域

有

率

延

を

模
区
民
林
の
網

規

用

ち

安

道

路

大

利

う

保

林

道

2 / 3

00

00

れ

ん

50

30

①

②

災

上

の

皿

甚
嵩

"
"
⑪

激

る

ね
ん
ね

5

0

城

よ

率

70

80

知

①

②

広

に

げ

広域基幹林道 班a上
0

ま

し

』

0

砂

上

の

L

趾

以

も

積
"

如

る

面

積

施

す

林

面

が

成

森

林

長

形

城

有

延

を

区

民

の

網

用

ち

道

路

利

う

林

道 蠣
流域ネットワーク基幹林道 用区域面積500ha以上

道網を形成するもの

基幹林道 リ用区域森林面積1
,
oooha以上 蘂防火林道 鰍
の

榔
稀

棡
有

森

を

城

能駆
烟 蠣

普

通

林

道

グリーンケア林道

分鮴

粉

分

勤

務要

上
鮴

上
棚

上
を

m
鰤

誠
轆

祕
御

"
洌
〉
鮒
腓
適
贓
拗

耐
叙
権
橋
鋭
鮴
橋
狄

〉
勲
膨
廳
滯
鱒
談
蹄
鮒

淋
陸
輔
醐
勘
砒
模
鬱
瀦

鋼
棚
橇
御
棚
繊
鰍
朔
繃

ぬ

普通林道 趾纖婉殴馴 物防火林道 批蹴
の

50

も

積

る

面

す
林
有

森城
能

区
機

用

火
利
防 ･ 物

その他の林道

(注) 1. 利用区域森林面積500ha以上

2. 利用区域森林面積50ha以上50oha未満



特

黛
/
者
種
道
路
の
最
近
の
醐
高
麗
癈
壤騒
然
凌
奢受
!

港
湾
の
鬮
滑
愈
輸
送
を
支
え
る
臨
湖
道
路

西
尾

保

之

一

臨
港
道
路
の
位
置
づ
け

港
湾
は
、
一
定
の
水
域

(港
湾
区
域
)
と
陸
城

(臨
港

地
区
等
)
か
ら
な
る
空
間
で
あ
り
、
海
上
･
陸
上
交
通
の

結
節
点
と
し
て
の
機
能
を
中
心
と
し
た
、
多
種
多
様
な
活

動
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
を
支
え
る

た
め
、
港
湾
区
域
内
及
び
臨
港
地
区
内
に
お
い
て
港
湾
を

構
成
す
る
施
設
を
、
港
湾
法
で
は
港
湾
施
設
と
し
て
定
義

(港
湾
区
域
及
び
臨
港
地
区
内
に
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、

運
輸
大
臣
が
港
湾
管
理
者
の
申
請
に
よ
っ
て
認
定
し
た
も

の
は
、
港
湾
施
設
と
見
な
す
。
)
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
、

道
路
を
臨
港
交
通
施
設
の
一
つ
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。

港
湾
が
水
陸
交
通
の
結
節
点
と
し
て
十
分
な
機
能
を
発

揮
す
る
た
め
に
は
、
港
湾
内
及
び
港
湾
背
後
圏
へ
の
港
湾

関
連
交
通
の
円
滑
な
連
絡
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
れ
を
実

現
す
る
臨
港
道
路
は
、
港
湾
の
基
幹
施
設
と
い
っ
て
も
差

し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
臨
港
交
通
施
設
(道

路
を
含
む
。
以
下
同
じ
)
に
つ
い
て
は
、
防
波
堤
や
岸
壁

と
並
ん
で
直
轄
事
業
ま
た
は
補
助
事
業
と
な
っ
て
い
る
。

臨
港
交
通
施
設
の
国
庫
負
担
ま
た
は
補
助
率
は
、
港
湾
法

上
、
港
格
、
直
轄
･
補
助
の
別
、
地
域
等
に
よ
っ
て
異
な

っ
て
お
り
、
ま
た
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
て
い
る
。
従
っ

て
、
港
湾
法
に
お
け
る
国
庫
負
担
率
･
補
助
率
と
実
際
の

も
の
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の

一
例
と
し
て
内
地

(本
州
、

四
国
、
九
州
及
び
一
部
の
離
島
)
の
も
の
を
表
1
に
示
す
。

直
轄
事
業
で
整
備
し
た
臨
港
交
通
施
設
は
国
有
財
産
と

な
る
が
、
港
湾
の
管
理
は
港
湾
管
理
者
で
あ
る
地
方
自
治

体
等
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
臨
港
交
通
施
設

に
つ
い
て
も
地
方
自
治
体
等
に
管
理
を
委
託
す
る
こ
と
と

表 1 臨港交通施設の国庫負担率 ･補助率

港格 特定重要港湾 重要港湾 地方港湾

直轄 ･ 補助の別 直 轄 補 助 直 轄 補 助 補 助

法律上の国庫負

担率 ･ 補助率
2 / 3 協 鮑/ 鷺 鷺

実質の国庫負担
率 ･ 補助率

2 / 3 10/ m/
′

に〉 m/ m/れT



広島港 ･海田大橋

表 2 臨港道路と一般道路の車種構成と大型車混入率

車 種 構 成 特 性 値

調 査 ･ 道 路 区 分

車 種 構 成
大型車

混入率
乗用車類 貨物車類

平成 3年度運輸省調査 39.5% 61 ,5 % 4L 4 %

一般同道 (D I D :人ロ集中地区) 54.9 % 45 .1% 16.4 %

一般国道 (その他市街部) 51.1 % 48 .9 % 17.5 %

主要地方道(D I D :人口集中地区) 56.1 % 43.9 % 14 .1 %

主要地方道 (その他市街部) 52,7 % 47 ,3% 14.2 %

な
る
。
ま
た
、
臨
港
道
路
の
維
持
管
理
費
は
、
港
湾
管
理

者
の
負
担
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
通
行
は
ほ
と
ん
ど
は
無

料
で
、
維
持
管
理
費
分
と
し
て
料
金
を
徴
収
し
て
い
る
の

は
、
神
戸
港
ハ
ー
バ
ー
ハ
イ
ウ
ェ
イ
、
広
島
港
海
田
大
橋
、

衣
浦
港
海
底
ト
ン
ネ
ル
等
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
。

一
一
臨
港
道
路
の
特
徴

①

運
輸
省
で
は
、
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
の
道
路
交
通

の
特
性
を
体
系
的
に
把
握
す
る
た
め
、
平
成
三
年
度

に
全
国
規
模
の
実
態
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
全
国
二

一
港
の
埠
頭
直
背
後
四
二
地
区
一
四
二
地
点
で
秋
期

の
平
日
一
日
に
お
け
る
観
測
を
行
い
、
建
設
省
が
平

成
二
年
度
に
実
施
し
た
全
国
道
路
交
通
情
勢
調
査
と

比
較
分
析
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
港
湾
周
辺
の
道
路
と
一
般
道
路
の
車
種
構

成
並
び
に
大
型
車

(バ
ス
、
貨
物
車
、
特
殊
車
類
)

混
入
率
を
比
較
し
た
も
の
を
表
2
に
示
す
。
港
湾
周

示 、 道 通 、 二 い

(注)一般国道及び主要地方道は平成 2年度道路交通情勢こよる (全圏 す 特 路 情 建 地 る

平日12時間)。 表 3も同様でぁる。
o 殊 の 勢 設 点 0

)一般国道及び主要地方道は平成 2年度道路交通情 勢こよる (全圏 す 特 情 地 る

平日12時間)。 表 3も同様でぁる。
o 殊 の 勢 設 点 0

港 車 車 調 省 で 全

表 3 臨港道路と一般道路のピーク時の交通特性 湾 類 種 査 が 秋 国
周 ) 機 と 平 期 二

時 間 変 動 特 性 値

調 査 ･ 道 路 区 分

ピーク時交通の特性

ピーク率 重方向率

平成 3年度運輸省調査 13.6 % 63 .7 %

一般国道 (D I D :人口集中地区) 10.3 % 55.5 %

一般国道 (その他市街地) 10.8 % 55 .7 %

主要地方道 (D I D :人口集中地区) 10.2 % 56 ,3 %

主要地方道 (その他市街地) 11.5% 57 .9 %

比
べ
て
格
段
に
高
い
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り

臨
港
道
路
を
整
備
す
る
上
で
大
型
車
対
策
に
十
分
配

慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
表
3
に
示
す
よ
う
に
港
湾
周
辺
の
道
路
の

ピ
ー
ク
率
は
一
三
･
六
%

(昼
間
一
二
時
間
で
交
通

が
一
定
な
ら
ば
八
･
三
%
)、ピ
ー
ク
時
重
方
向
率
は

六
三
･
七
%

(ピ
ー
ク
時
の
双
方
向
の
交
通
量
の
比

辺
の
道
路
は
貨
物
車
率
が
六
一
･
五
%
、
大
型
車
混

け に が 六 が ピ 慮 臨 比 入 辺
い 比 、 三 一 l ま す 港 べ 率 の
な べ 六 ･ 定 ク た る 道 て が 道

に
比
べ
て
高
く
、
港
湾
の
道
路
は
時
間
的
な
集
中
だ

け
で
な
く
、
方
向
的
な
集
中
も
激
し
い
こ
と
が
わ
か

三 七 な 率 、 必 路 格 四
･ % ら は 表 要 を 段 一
七 ( ば 一 3 が 整 に ･

" ピ 八 三 に あ 備 高 四
三 1 ･ ･ 示 る す い %
六 ク 三 六 す こ る 値 と

　　　　　　　　　
) o 二 し て

(注) ピーク時交通量= ピーク時間自動車類発重量(台 / h )
激 は は 方 1 間 港 か 型 て お
し 時 と 向 ク ー 湾 る 車 い り
い 間 も の 時 二 周 o 対 る

ピ-ク孕邊蒔欝拶轟群舞塁×100(%) 灘≦楚期霧 篭ご霰
m ax (ピーク時上り交通量 が 隼 鞘 量 向 ぞ 道 十 れ 道

ピーク時 ピーク時下り交通量) Y 1nn/鱒 螢 笛 箸 示 隷 赤 蕗 . ･ 主 蕗
重方向率‐ ピーク時間自動車類交通量ハ上Uいん′ " T 鳰 ツ 半 ハ 凱 “ ひ -

か だ 路 比 は 通 の 配 り に



る
な
お
現
在
の
臨
港
道
路
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
道
路
構
造
令
を
準
用
す
る
と
し
て
い
る
が
、

臨
港
道
路
の
計
画
に
お
い
て
は
、
港
湾
周
辺
の
自
動
車

交
通
の
実
態
に
対
応
し
た
計
画
手
法
や
構
造
の
あ
り
方
を

考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ピ
ー
ク
率
･
重
方
向
率
･

大
型
車
混
入
率
の
高
さ
及
び
流
動
パ
タ
i
ン
等
を
考
慮
す

こ 型 え 通 臨 = ②
と 車 る の 港 一 の る 埠 上 ら 用 地 パ 偏 あ 交 方 港 行 る
が混モ素養 院 謄 占 頭 位 塑 墾 劃 タ 溌 以 る~通 向 湾 う こ o

　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
と の 重 対 計 道 蕗 シの クギ罰釆 逸遥℃臨 房禽露 同丁
な 高 要 応 面 路 へ ク 交 の 集 を 端 な 路 さ 港 平 量 の - ク

　　　　　　　　　　　　　　　　　0 動 ピ 手 は 0 受 ら ず 頭 道 0 ; つ

こ
の
ピ
ー
ク
率
と
重
方
向
率
か
ら
単
純
な
試
算
を

行
う
と
、
同
一
の
昼
間
一
二
時
間
交
通
量
に
対
し
、

港
湾
の
道
路
の
ピ
ー
ク
時
に
お
け
る
交
通
量
が
多
い

方
向
の
交
通
量
は
一
般
道
路
の
約
一
･
五
倍
と
な
る
。

交
通
特
性
の
平
均
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
た
試
算
で
は

あ
る
が
、
臨
港
道
路
の
時
間
変
動
と
交
通
の
方
向
の

偏
り
の
激
し
さ
を
示
す
一
つ
の
目
安
と
は
な
り
う
る
。

②

港
湾
の
道
路
交
通
は
一
般
的
に
次
の
よ
う
な
流
動

地
利
用
の
末
端
か
ら
発
生
す
る
交
通
を
、
各
土
地
ー

用
の
区
画
割
を
形
成
す
る
道
路
で
受
け
止
め
、
こ
れ

ら
の
交
通
を
集
約
し
て
埠
頭
内
の
骨
格
を
形
成
す
る

上
位
ラ
ン
ク
の
道
路
へ
流
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
各

埠
頭
か
ら
の
交
通
を
、
さ
ら
に
港
の
骨
格
を
形
成
す

る
上
位
ラ
ン
ク
の
道
路
で
受
け
止
め
、
港
湾
の
背
後

に る す
港 ま の で 交 な
の た 骨 受 通 わ
骨 、 格 け を ち

め 各 各
、 土 種
こ 地 の
れ 利 土

表4 計画交通量の算定

計画交通量の算定方法は、 式のによることを標準とする。

計画交通量(台/時間)=年間取扱貨物量(フレ-トトン/年)×静 養×★×良 二 ×ぴ Q )

ここに

α ;自動車分担率= 自動車輸送分/全交通機関輸送分
β ;月変動率= ピーク月貨物量/平均月貨物量

γ :日変動率= ピーク日貨物量/平均日貨物量
W ;トラック実車積載量 (フレートトン/台)

積荷を積んでいるトラック 1台当りの貨物輸送量 (調査により、 又は他港の実績を参考にして定める。)
e ;実車率= 積荷を積んでいるトラック台数/全トラック台数
ゴ ;関連車率= 関連車台数/全トラック台数

ぴ ;時間変動率= ピーク時時間当り発生交通量/日発生交通量
ただし、 ほかに適切な推定根拠がある場合は、 この算定式によらなくてもよい。
なた、 カーフェリー又は旅客船を対象とする係留施設及び港湾業務施設等の施設に至る道路にあっては、 車両の集中

率を十分考慮して、 別途算定するものとする。

表 5 車線数の決定

車道及び車線は、 そのふ頭に発生する貨物を円滑に輸送するために十分なものとする。
(1) 計画交通量が表 5 - 1の道路の種類に応じた設計基準交通量 (道路の時間当り最大許容自動車交通量をいう。 以下同

じ。) の欄に掲げる値以下である道路の車線 (登板車線、 屈折車線及び変速車線を除く。 以下同じ。) の数は、 2とする
ものとする。

表 5 - 1 道路の種類と設計基準交通量

道路の種類
設計基準交通量

(台/時間)

港湾と国道等を連絡する道路 650

そ の 他 の 道 路 500

(“ (1)に規定する道路以外の道路の車線数は、4以上(交通の状況により必要のある場合を除き、2の倍数)とし、 表 5 - 2
の道路の種類に応じた 1車線当りの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

表 5 - 2 道路の種類と設計基準交通量

道路の種類
設計基準交通量

(台 / (時間 ･車線))

港湾と国道等を連絡する道路 600

そ の 他 の 道 路 350



計
画
交
通
量
及
び
車
線
数
の
決
定
に
つ
い
て
は
表
4
･
5

の
方
法
に
よ
っ
て
行

っ
て
い
る
。

ま
た
、
臨
港
道
路
の
配
置
計
画
に
際
し
て
は
、
一
般
道

路
と
異
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
特
性
に
対
応
す
る
た
め
、
体

系
的
･
有
機
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
個
別
の
臨
港
道
路
の
計
画
に
お
い

て
も
、
そ
の
路
線
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
に
対
し
て
果
た

す
役
割
を
十
分
認
識
し
た
上
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
整

合
を
図
る
よ
う
な
配
慮
が
不
可
欠
で
あ
る
。

表 6 事業を行っている主な臨港道路

港 名 地 区 名 構 造 延 長

東京港 部南 橋梁 約2
.
8km

大阪港 総~鱗 ルネントー緘 痴約

神戸港
ド
ーン】フイ

ーアト

港
一
新

ポ

~
ルネン緘 如L約

四

最
近
の
動
向

背
後
市
街
地
の
道
路
の
渋
滞
、
海
運
を
軸
に
し
た
複
合

一
貫
輸
送
の
進
展
、
ジ
ャ
ス
ト
イ
ン
タ
イ
ム
方
式
に
代
表

さ
れ
る
輸
送
の
定
時
性
に
対
す
る
要
求
の
高
ま
り
、
モ
ー

ダ
ル
シ
フ
ト
の
進
展
等
、
港
湾
に
お
け
る
物
流
の
円
滑
化

に
資
す
る
臨
港
道
路
の
整
備
の
必
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま

っ
て
い
る
。
特
に
、
港
湾
関
係
車
両
が
こ
れ
ま
で
大
幅
に

迂
回
し
て
結
ん
で
い
た
隣
接
す
る
埠
頭
間
を
連
絡
す
る
こ

と
に
よ
り
、
背
後
都
市
へ
の
通
過
交
通
の
流
入
負
荷
を
軽

減
す
る
臨
港
道
路
の
整
備
が
進
展
し
て
い
る
。

ま
た
、
景
観
に
優
れ
た
橋
梁
や
船
舶
航
行
へ
の
影
響
が

少
な
い
大
規
模
な
沈
埋
ト
ン
ネ
ル
の
整
備
が
各
地
で
行
わ

れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
代
表
的
な
事
業
は
表
6
の
と
お

り
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
輸
送
の
進
展
に
よ
り
、
港

湾
と
背
後
の
道
路
と
の
円
滑
な
接
続
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、

港
湾
整
備
事
業
と
他
事
業
の
よ
り
一
層
の
連
携
の
強
化
が

必
要
と
な

っ
て
き
て
い
る
。

(運
輸
省
港
湾
局
計
画
課
企
画
調
査
室
第
一
調
査
係
長
)

三河港 ･港大橋
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特

簾
/
各
種
道
路
の
最
近
の
動
向
釀
溌
泌
搦
萎
姿

晨
距
離
自
然
歩
遭

環
境
庁
自
然
保
護
局
計
画
課

は
じ
め
に

長
距
離
自
然
歩
道
は
、
国
土
ス
ケ
ー
ル
の
長
い
距
離
に

ダ

、
･ゞ

“

わ
た
っ
て
･

多
く
の
人
々
が
自
ら
の
足
で
歩
く
こ
と
に
よ

〆
鬘

麗

道

長距離自然歩道 路線図

っ
て
、
美
し
い
風
景
を
楽
し
み
、
訪
れ
た
地
域
の
文
化
に

ふ
れ
、そ
の
地
域
の
人
々
と
の
交
流
を
通
じ
、健
全
な
心
身

を
育
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
四
五
年
の
東
海
自
然

歩
道
を
初
め
に
、
整
備
を
進
め
て
来
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

長
距
離
自
然
歩
道
と
ば

我
が
国
に
お
け
る
一
般
的
な
公
共
施
設
は
、
ほ
と
ん
ど

が
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
。
国
道
、
都
道
府
県
道
、
市
町
村
道
の
場
合
は
、

潴　

　
　

道
路
法
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
必

勣

要
性
、
目
的
、
性
格
、
規
格
構
造
、
各
種
の
手
続
き
な
ど

鯲
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た
だ
し
、
国
が
路
線
決
定
し
た
長
距
離
自
然
歩
道
の
整

備
に
つ
い
て
は
、
補
助
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

中
で
次
の
よ
う
に
整
備
主
体
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
計
画
主
体
、
整
備
主
体
、
管
理
主

体
に
つ
い
て
も
同
様
の
規
定
に
よ
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
自
然
歩
道
は
、
国
が
計
画
を
定
め
る
長
距
離

自
然
歩
道
も
含
め
、
法
律
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
施
設

と
し
て
は
認
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
存
在
基
盤
は
強
固

備 と と 自 体 が
･ で に た は し 然 し に 定

自 目 補 事 次 つ だ い て 歩 か つ め

“ミ 国 然 国 助 整 計 業 の い し え は 道 し い ら
立 公 立 率 備 画 主 ょ て 、 な 認 も 、 て れ
･ 園 ･ 主 主 体 う は 国 い 定 含 目 も て

、 国 法 国 体 体 に 、 が o さ め 然 同 お
　

　　 　 　

整
備
主
体
…
各
関
係
都
道
府
県

国
立
･
国
定
公
園
内
は
、
1
/
2

(法
律
補
助
･

自
然
公
園
法
第
二
六
条
)

国
立
･
国
定
公
園
外
は
、
1
/
3

(予
算
補
助
･

自
然
公
園
等
施
設
整
備
費
国
庫
補
助
金
交
付
要
綱
第

　　
係 庁

　
ク ク 凍 参 g産 そ

道 は る い
o そ の 強 施 距 る

の 整 固 設 難 o

長距離自然歩道整備の概要

名 称
(愛 称)

整 備
年 度

路 線
延 長

利 用
者 数
(6 年)

起終点 関係都道府県
関 係 自 然 公 園

国 立 公 園 国 定 公 園

東海自然歩道

年度

45~ 49

km

上697

臥
735

(起点)東京都
八王子
市高尾

(終点)大阪府
箕面市
箕面

東京、 神奈川、
山梨、 静岡、
岐阜、 愛知、
三重、 滋賀、
京都、 奈良、
大阪

富士箱根伊豆 明治の森高尾、 丹沢大山、
天龍奥三河、 愛知高原、
揖斐関ヶ原養老、
飛騨木曽川、 鈴鹿、
室生赤目青山、 大和青垣、
琵琶湖、 明治の森箕面

九州自然歩道
(やまびこさん)

50~ 55 2 ,587 763

(起点)福岡県
北九州
市皿倉
山

(終点) 〃

福岡、 佐賀、
長崎、 熊本、
大分、 宮崎、
鹿児島

雲仙天草、
阿蘇くじゅう、
霧島屋久

北九州、 祖母傾、
耶馬日田英彦山、
九州中央山地

中国自然歩道 52~ 57 2 ,072 220

(起点)山□県
下関市
火の山

(終点) 〃

鳥取、 島根、
岡山、 広島、
山口

瀬戸内海、
大山隠岐、
山陰海岸

氷ノ山後山那岐山、
秋吉台、 比婆道後帝釈、
西中国山地

四国自然歩道
(四国のみち)

56~ 元 1,637 412

(起点)徳島県
鳴門市

(終点)徳島県
板野町

徳島、 香川、
愛媛、 高知

瀬戸内海、
足摺宇和海

室戸阿南海岸

首都圏自然歩道
(関東ふれあい
のみち)

57~ 63 1,665 696

(起点)東京都
八王子
市梅の
木平

(終点) 〃

茨城、 栃木、
群馬、 埼玉、
千葉、 東京、
神奈川

秩父多摩、 日光 明治の森高尾、
妙義荒船佐久高原、
水郷筑波、 南房総、
丹沢大山

東北自然歩道
(新奥の細道)

平成
2 ~ 8
(予定)

4,374 741

(起点)福島県
白河市

(起点)福島県
郡山市

青森、 岩手、
宮城、 秋田、
山形、 福島

十和田八幡平、
陸中海岸、
磐梯朝日

下北半島、 津軽、 男鹿、
鳥海、 蔵王、 南三陸金華山

中部北陸
自然歩道

平成
7 ~ 12
(予定)

4 ,029

(起点)新潟県
山北町

(起点)}滋賀県
大津市

群馬、 新潟、
富山、 石川、
福井、 長野、
岐阜、滋賀

上信越高原 佐渡弥彦米山、 能登半島、
越前加賀海岸、
八ヶ岳中信高原、
飛騨木曽川、 琵琶湖、
若狭湾

計 18 ,061 3 ,567

(注) 東北自然歩道の利用者数は一部供用開始部分におけるもの。
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2
-
2
)

･
補
助
対
策
施
設

国
立
･
国
定
公
園
内
は
、
歩
道
及
び
橋
、
園
地
、

休
憩
所
、
駐
車
場
、
博
物
展
示
施
設
等

国
立
･
国
定
公
園
外
は
、
歩
道
及
び
橋
、
付
帯
施

設

(路
傍
休
憩
地
、
標
識
類
)

な
お
、
管
理
主
体
に
つ
い
て
も
そ
の
制
度
的
裏
付
け
が

明
確
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
整
備
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ

｢管

理
運
営
方
針
｣
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中

で
歩
道
の
草
刈
り
、
清
掃
、
施
設
の
補
修
等
の
維
持
管
理

や
巡
視
、
利
用
者
へ
の
情
報
提
供
等
な
ど
の
安
全
管
理
、

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
を
関
係
市
町
村
等
と
連
携
し
て
実
施
し

て
い
る
。

′》
“門
な
さ
〆熱
い
溢

　　　
　
　
　
　　
　

　
　
　
　　
　
　　
　

東
海
自
然
歩
道
か
ら
中
部
北
陸
自
然
歩
道
ま
で

昭
和
四
四
年
に
我
が
国
最
初
の
長
距
離
自
然
歩
道
と
な

っ
た
東
海
自
然
歩
道
の
構
想
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
二
五
年

余
が
経
過
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
東
海
に
続
き
九
州
、
中
国
、

四
国
、
首
都
圏
の
五
路
線
が
整
備
さ
れ
、
六
番
目
の
路
線

と
し
て
東
北
自
然
歩
道
が
平
成
八
年
度
を
も
っ
て
整
備
が

完
了
す
る
予
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
七
番
目
の
路
線
と
し

て
中
部
北
陸
自
然
歩
道
が
平
成
七
年
度
の
路
線
決
定
を
受

け
、
同
年
か
ら
整
備
が
始
ま
っ
て
い
る
。

最
初
の
長
距
離
自
然
歩
道

｢東
海
自
然
歩
道
｣

昭
和
四
三
年
四
月
、
自
然
公
園
審
議
会
か
ら

｢自
然
公

園
制
度
の
基
本
的
方
策
に
関
す
る
答
申
｣
が
出
さ
れ
た
。

そ
の
中
に
は
、
急
増
す
る
野
外
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

に
応
え
、
国
立
公
園
等
の
過
剰
利
用
を
緩
和
す
る
た
め
、

東
京
、
名
古
屋
、
大
阪
を
中
心
と
す
る
三
大
都
市
圏
か
ら

日
帰
り
、
ま
た
は
一
泊
で
行
け
る
利
用
性
の
高
い
自
然
公

園
を
確
保
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。

厚
生
省
は
、
こ
の
提
言
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
、

東
海
道
メ
ガ
ロ
ポ
リ
ス
の
外
縁
部
に
帯
状
に
延
び
る
自
然

公
園
群
と
、
そ
の
中
心
を
通
る
一
本
の
歩
道
を
発
案
し
た
。

公
園
群
は
、
都
市
の
住
民
に
手
軽
な
野
外
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
無
秩
序
な
開
発
に

対
す
る
歯
止
め
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
、
昭
和
四
五
年
三
一月
に
は
、
揖
斐
関
ヶ
原
養
老
(岐

阜
)、
愛
知
高
原

(愛
知
)、
室
生
赤
目
青
山

(三
重
、
奈

良
)、
大
和
青
垣

(奈
良
)
の
四
国
定
公
園
が
新
規
指
定
さ

れ
、
天
竜
奥
三
河
(長
野
、
静
岡
、
愛
知
)、
飛
騨
木
曽
川

(岐
阜
、
愛
知
)、
鈴
鹿

(三
重
、
滋
賀
)、
琵
琶
湖

(滋

賀
、
京
都
)
の
四
国
定
公
園
の
区
域
が
拡
張
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
歩
道
計
画
路
線
の
う
ち
新
た
に
四

四
〇
如
が
国
定
公
園
区
域
内
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な

り
、
東
海
自
然
歩
道
は
、
既
設
の
自
然
公
園
と
併
せ
て
、

こ
れ
ら
の
公
園
相
互
を
有
機
的
に
つ
な
ぐ
中
心
線
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
新
幹
線
の
開
通
、
高
速
道
路
の
整
備

等
に
よ
り
生
活
が
休
息
に
便
利
に
な
っ
て
い
く
中
で
不
便

で
は
あ
っ
て
も
人
々
が
自
ら
の
足
で
何
日
も
か
け
て
歩
き

な
が
ら
、
す
ぐ
れ
た
自
然
や
文
化
に
ふ
れ
、
人
間
性
の
回

復
を
図
る
た
め
の
手
段
や
施
設
も
同
時
に
担
保
さ
れ
る
べ

き
と
い
っ
た
考
え
方
が
根
底
に
あ
っ
た
。
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そ
の
後
の
長
距
離
自
然
歩
道

東
海
自
然
歩
道
に
対
す
る
反
響
は
想
像
を
越
え
る
も
の

が
あ
り
、
そ
の
後
の
各
地
に
お
け
る
自
然
歩
道
整
備
の
動

き
と
な
っ
て
現
れ
た
。
東
海
自
然
歩
道
の
整
備
が
始
ま
っ

て
間
も
な
い
昭
和
四
五
年
頃
か
ら
、
九
州
、
中
国
等
の
県

か
ら
整
備
要
望
の
声
が
高
ま
り
、
昭
和
五
一
年
の
九
州
、

昭
和
五
三
年
の
中
国
、
昭
和
五
六
年
の
四
国
、
昭
和
五
七

年
の
首
都
圏
と
集
中
的
に
各
路
線
が
計
画
決
定
さ
れ
、
平

成
二
年
の
東
北
を
経
て
、
昨
年
の
中
部
北
陸
ま
で
計
七
路



線
が
計
画
決
定
し
て
い
る
o

そ
も
そ
も
、
東
海
自
然
歩
道
の
構
想
が
具
体
化
さ
れ
る

際
、
ゆ
く
ゆ
く
は
長
距
離
自
然
歩
道
を
全
国
に
整
備
し
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
る
と
い
っ
た
考
え
方
が
あ
り
、
こ

れ
に
添
っ
た
形
で
、
計
画
が
順
調
に
進
ん
で
い
る
と
い
え

Lよ
>フ
0

た
だ
し
、
東
海
自
然
歩
道
の
整
備
以
後
、
九
州
自
然
歩

道
の
計
画
か
ら
長
距
離
自
然
歩
道
に
対
す
る
考
え
方
に
は

変
化
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
各
地
域
の
地
域
事
情
や
社

会
条
件
に
よ
る
も
の
や
、
そ
れ
ま
で
の
計
画
に
対
す
る
反

省
点
を
踏
ま
え
、
改
善
さ
れ
て
き
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
点
目
は
、
路
線
全
体
の
形
態
で
あ
る
。
東
海
自

然
歩
道
が
東
京
、
大
阪
と
い
う
明
確
な
起
終
点
･
方
向
性

を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
九
州
自
然
歩
道
以
降
の
路
線

は
、
こ
れ
に
と
ら
わ
れ
ず
、
主
要
都
市
等
の
拠
点
か
ら
の

利
用
性
を
重
視
し
て
い
る
。
東
海
自
然
歩
道
は
東
海
の
大

都
市
間
を
結
ぶ
直
線
型
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
九
州
、

中
国
、
四
国
、
首
都
圏
、
東
北
の
路
線
は
、
地
域
を
一
周

す
る
形
態
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
中
部
北
陸
に
至

っ
て
は
、

三
本
の
軸
が
交
差
す
る
複
雑
な
形
態
を
示
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
す
ぐ
れ
た
自
然
景
観
や
文
化
景
観
を
有
す
る
地
域

を
つ
な
ぎ
な
が
ら
、
個
々
の
興
味
地
点
を
中
心
と
す
る
日

帰
り
利
用
を
主
な
利
用
形
態
と
し
て
想
定
し
て
い
る
た
め

で
あ
り
、
東
海
自
然
歩
道
の
よ
う
な
、
東
京
か
ら
大
阪
ま

で
の
全
線
を
歩
き
通
す
と
い
っ
た
利
用
は
あ
ま
り
考
え
て

い
な
い
。
利
用
性
に
関
し
、
や
や
難
の
あ
っ
た
東
海
自
然

歩
道
の
反
省
の
上
に
、
こ
の
よ
う
な
方
針
が
採
用
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
点
目
は
、
沿
線
に
新
た
に
自
然
公
園
を
設
定
す
る
と

い
う
手
法
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
東

海
地
方
に
比
べ
て
開
発
の
圧
力
が
ま
だ
ま
だ
小
さ
い
実
態

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
無
秩
序
な
開
発
に
対
す
る
歯

止
め
の
役
目
を
大
々
的
に
謳
う
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
に

加
え
、前
述
の
利
用
性
重
視
の
観
点
か
ら
、た
と
え
国
立
･

国
定
公
園
の
よ
う
な
自
然
の
資
質
に
欠
け
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
も
、
自
然
歩
道
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
ル
ー
ト
が
あ
れ

ば
積
極
的
に
路
線
に
取
入
れ
、
多
様
で
よ
り
身
近
な
存
在

と
し
て
の
長
距
離
自
然
歩
道
を
整
備
し
て
い
く
と
い
う
方

幹線 ･枝線の考え方

単 位 性 格 ･ 役 割 目安の数量 設定時の注意

幹

線

1 日利用
コース

に

い

稠
免

帰

る
つ

伯
鱗芻

位
ス
リ

マ

単
一
ま

一

本

コ
と
テ

基
る
ま
の

の
す
上
数

用
応
用
複

利
対
利
し

･ 標準 5 ~ 1okm
最長15km程度

も
性
し
マ

等
力
と

一

船
魅
ス
テ

覧
な

一
だ

遊
様

コ
ん
る

や
多
る
富
す

り

、す
に
定

下
め
有
化
設

船
含
を
変
を

連続利用
コース

き
用

な
小
で

で
利

的
が
能

用
日
の
ス
度
可

利
1
も

一
密
が

に
に
た
コ
の
と

つ

的
的

っ
絡
源
こ

持

続
本
な
連
資
ず

を

達
基
連
は

、通

マ

て

、数
て
み
き

一

け
で
複

っ
含
歩

テ

か
ス
が
よ
を

、

な

間

一
ス
に
ろ
が

的

日
コ
一
間
こ
い
る
国

数
る
コ
区
と
さ
あ
全

続
る
ス
)

連
け

一
上

ヌ

コ
以

鼓
ガ
日
倍

日
て
1
2

2
し
(

の

含
合
テ

及
通

を
集
的

点
交

力
の
体

拠
共
る

魅
力
全

泊
公
す

た
魅
の
っ
宿
な
意

し
の
て
特
の
的
配

と
々
し
を
内
替
に

々
個
と

マ
間
代
関

淡
み
体

一
区
び
機

連絡コース し
え

な

能

乏
考

道
る
可

に
を

鉄
す
も

力
価

、
用
と

魅
整

ス
利
こ

や
の

バ
を
く

性
て

は
関
歩

適
し

て
機
は

の
と

し
通
て

て
道
ス
と
交

っ

し
歩

一
段
共
よ

と
面
コ
手
公
に
る

道
当
い
絡
の
合
あ

歩
く
な
運
ど
場
で

ーコ
"̂↓

絡
け

連
遡

長
定

に
設

端
の

極

ス

枝

線

資源探勝路線 の
の
岐
に

線
く
分
線

路
近
は
幹

や
線
た
で

ン
幹
ま
)

ョ

、路
型

シ
め
回
復

ス

一
た
迂
往

一

エ
る
ぶ

、
コ

リ
め
結
型
る

バ
高
を
状
れ

の
を
と
環
さ

用
力
源
(

加

利
魅
資
路
付

瞼粉
繃
漁

歩
お
下

縫
お
以

l

一
い
ぇ

で
る
配

り
面

、
コ
長
考

ど
す
に

ト
も

ら
絡
的
で

な
用
続

ン
用

か
連
較
ま

等
活
接

力
活

の
や
比
の

路
を
の

ス
の

も
ス
む
も

究
道
そ

o
ロ
ー

の

一
含
の
る
研
歩

、
る
ク
キ

如
コ
を
離
れ
然
存
合
す
季
ス
い

数
日
ス
距
ら
目
既
場
慮
冬

一
白

連絡路線 ス

然
ジ
備

一

目
ビ
整

コ

が
(
が

用

体
道
等

利
む
目
歩
板

日
含
れ
の
説
む

1
を
そ
的
解
含

は
ス

、
目
や
も

て

一
等
る

一
)

っ
コ
路
す
夕
る

よ
絡
究
勝
ン
い

に
連
研
探
セ
て

合
び
然
を

一
れ

場
及
目
等
夕
さ

動
珍

距
下
1

行
以
は
度

歩
分
本
程

総
半
1
如

快
う

で
猿

轢

0

間
道
る

時
歩
す

い
な
慮

短
適
配

) 幹線は長距離自然歩道網を形成する骨格となる路線であり、自然歩道の主たる方向性を示すも
のであると同時に、 地域相互を有機的につなげるものである。
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向
付
け
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
、
長
距
離
自
然
歩
道
の
基
本
的

な
考
え
方
と
し
て
、
若
干
型
を
変
え
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、

現
在
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
き
て
お
り
、
今
後
の
新
た
な
計
画

に
お
い
て
も
、
計
画
の
根
幹
と
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

　
　起

　
　

　

起

ト
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日 "ロー J L 2 コース ー
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一
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コ
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3

コ

3

ス
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一
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
:

許
矧ぎ

計
画
手
法
の
概
要

次
に
、
長
距
離
自
然
歩
道
の
路
線
を
選
定
す
る
際
に
は

ど
う
い
っ
た
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
紹
介
し
た
い
。

-路線の選定手法i

路
線
の
構
成

路
線
を
選
定
す
る
際
の
単
位
区
間

(路
線
延
長
)
は
、

人
が
一
日
で
楽
し
め
る
距
離
を
想
定
し
、
五
ー
一
五
如
程

度
で
設
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
路
線
全
体
は
、
こ

の
単
位
の
集
合
体
と
し
て
計
画
す
る
。
魅
力
あ
る
歩
道
が

ど
う
し
て
も
設
定
で
き
な
い
区
間
は
、
無
理
に
整
備
を
行

わ
ず
に
公
共
交
通
機
関
で
移
動
す
る

｢連
絡
コ
ー
ス
｣
と

ず
ノる
。

ま
た
、歩
道
は
そ
の
性
格
や
役
割
に
応
じ
て
大
き
く
｢幹

線
｣
と

｢枝
線
｣
に
分
け
ら
れ
る
。
｢幹
線
｣
は
、
文
字
ど

お
り
、
長
距
離
自
然
歩
道
の
基
幹
的
路
線
で
あ
り
、
路
線

構
成
の
骨
格
を
こ
な
す
も
の
で
あ
る
。
｢枝
線
｣
は
魅
力
あ

る
資
源
や
交
通
拠
点
等
を
幹
線
か
ら
分
岐
し
て
連
絡
す
る

比
較
的
短
距
離
な
路
線
が
あ
る
。

路
線
選
定
の
手
法

路
線
選
定
の
際
に
は
、
地
方
レ
ベ
ル
の
よ
う
な
比
較
的

大
き
な
視
野
で
路
線
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
等
に
配
慮
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
実
際
の
利
用
は
、
単
位
区
間
ご
と
の
い
わ

ゆ
る

｢
一
日
コ
ー
ス
｣
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
計
画

に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
両
面
が
う
ま
く
整
合
す
る
よ
う
留

意
し
つ
つ
合
理
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
路
線
選
定
作
業
は
、
歩
道
の
方
向
性
等
を

示
し
た
大
ま
か
な
路
線

(概
略
路
線
)
の
選
定
を
行
っ
た

後
、
概
略
路
線
に
添
っ
て
具
体
的
な
路
線

(詳
細
路
線
)

を
選
定
す
る
と
い
っ
た
段
階
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
対
象
と
す
る
地
域
全
体
に
つ
い
て
、

路
線
の
魅
力

(自
然
資
源
、
文
化
資
源
、
旧
街
道
等
の
分

布
状
況
)
や
利
用
の
し
易
さ

(公
共
交
通
機
関
の
有
無
、

宿
泊
施
設
の
分
布
等
)
等
に
つ
い
て
二
〇
万
分
の
一
ス
ケ

ー
ル
の
マ
ク
ロ
な
調
査
を
行
い
、
各
項
目
の
評
価
に
重
み

付
け
を
し
て
組
み
合
せ
、
概
略
路
線
を
選
定
す
る
。
次
に
、

概
略
路
線
に
基
づ
き
上
記
項
目
に
つ
い
て
現
地
調
査
等
に

よ
り
五
万
分
の
一
ス
ケ
ー
ル
の
ミ
ク
ロ
な
調
査
を
行
い
、

詳
細
路
線
を
決
定
す
る
。

ま
た
、
各
地
域
に
お
け
る
路
線
の
選
定
の
際
は
、
そ
の

地
域
が
持
つ
特
性
を
十
分
に
活
か
す
事
が
肝
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
路
線
選
定
の
作
業
に
取
り
掛
か
る
前
に
、
配
慮

事
項
等
を
盛
り
込
ん
だ
路
線
選
定
方
針
を
定
め
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
昨
年
路
線
決
定
し
た
中
部
北
陸
自
然
歩
道
の

方
針
を
幾
つ
か
紹
介
す
る
。

中
部
北
陸
自
然
歩
道
概
略
路
線
選
定
の
方
針

･
関
東
、
関
西
か
ら
の
方
向
性
を
示
す
、
こ
の
先
の
地

域
へ
の

｢
ク
ロ
ス
ル
ー
ト
｣
を
導
入
す
る
。

･
東
北
と
近
畿
と
を
日
本
海
に
沿
っ
て
結
ぶ

｢日
本
海

ル
ー
ト
｣
を
導
入
す
る
。
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･
東
北
、
首
都
圏
、
東
海
自
然
歩
道
と
の
接
続
を
考
慮

亀す
る
。

･
日
本
海
へ
向
か
う
道
、
中
心
に
集
ま
る
道
、
峠
を
越

え
る
道
な
ど
の
テ
ー
マ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
た

せ
る
。

･
よ
り
多
く
の
魅
力
的
な
資
源
を
有
す
る
地
域
を
通
過

す
る
と
と
も
に
、
中
部
北
陸
地
域
の
す
ぐ
れ
た
自
然

環
境
や
旧
街
道
、
公
共
宿
泊
施
設
な
ど
に
配
慮
す
る
。

･
峠
の
魅
力
や
山
岳
景
観
な
ど
を
積
極
的
に
活
か
す
。

た
だ
し
、
高
標
高
の
山
岳
地
域
、
利
用
上
の
困
難
や

危
険
を
伴
う
地
域
は
避
け
る
。

･
既
存
の
道
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
既
存
の
自
然
歩

道
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
配
慮
す
る
。

･
主
要
な
都
市
や
観
光
拠
点
、
公
共
交
通
機
関
か
ら
の

到
達
性
、
利
用
性
に
配
慮
す
る
。

･
地
域
間
交
流
を
促
す
こ
と
に
配
慮
す
る
。

･
実
現
の
可
能
性
、
地
域
の
受
容
性
、
地
域
間
の
バ
ラ

ン
ス
の
妥
協
性
な
ど
に
つ
い
て
地
域
の
意
向
に
つ
い

て
考
慮
す
る
。

な
お
、
詳
細
路
線
選
定
の
際
に
も
基
本
方
針
を
定
め
、

魅
力
性
、
利
用
性
の
向
上
や
地
域
の
特
性
の
活
用
を
図
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

東
海
自
然
歩
道
か
ら
中
部
北
陸
自
然
歩
道
ま
で
、
こ
れ

ま
で
に
全
国
で
七
路
線
が
整
備

(
一
部
整
理
中
)
さ
れ
、

総
延
長
は
一
八
、
0
0
0
如
を
越
え
、
そ
の
利
用
者
数
は
、

三
、
五
〇
〇
万
人

(平
成
六
年
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
間
、
長
距
離
自
然
歩
道
の
整
備
と
並
行
し
て
、
各
自
治

体
に
お
け
る
独
自
の
自
然
歩
道
も
数
多
く
整
備
さ
れ
て
き

て
お
り
、
全
国
の
自
然
歩
道
網
の
形
成
は
着
実
に
進
ん
で

い
る
と
い
え
る
。

今
後
、
長
距
離
自
然
歩
道
が
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な
い

近
畿
、
北
海
道
に
お
い
て
計
画
策
定
及
び
整
備
が
進
め
ば
、

全
国
の
自
然
歩
道
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
骨
格
が
結
節
す
る

こ
と
と
な
り
利
用
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
飛
躍
的
に
増
大

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
な
お
、
近
畿
地
区
に
お
い
て

は
、
平
成
九
年
度
の
整
備
着
手
を
目
指
し
、
本
年
度
よ
り

路
線
選
定
調
査
に
と
り
か
か
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
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規
制
緩
和
推
進
謝

の
鞠
建

鈴
木

康
夫

こ
こ
で
は
、
公
的
部
門
の
役
割
の
見
直
し
、
民
間
活
力
の

発
揮
の
必
要
性
を
背
景
に
、
行
政
改
革
の
主
要
分
野
と
し

て
規
制
緩
和
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
昭
和
五
八
年
か
ら
平
成
五
年
の
間
、
三
次
に

及
ぶ
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会

(行
革
審
)
が
設
け
ら

れ
、
各
行
革
審
の
度
、
規
制
緩
和
に
関
す
る
答
申
が
打
ち

出
さ
れ
た
。
特
に
、
第
二
次
行
革
審
の

｢公
的
規
制
の
緩

和
に
関
す
る
答
申
(昭
和
六
三
年
)｣
で
は
、
①
国
民
の
よ

り
個
性
的
で
多
様
性
に
富
ん
だ
需
要
に
対
応
し
た
供
給
構

造
へ
の
変
革
を
推
進
し
、
国
民
生
活
の
質
的
向
上
を
図
る

こ
と
、
②
市
場
原
理
を
基
本
と
し
て
産
業
構
造
の
転
換
を

進
め
、
産
業
活
力
の
維
持
･
増
進
を
図
る
こ
と
、
③
国
際

経
済
社
会
に
お
け
る
我
が
国
の
地
位
を
踏
ま
え
、
市
場
ア

ク
セ
ス
の
改
善
を
一
層
進
め
る
こ
と
、
の
三
点
を
重
視
し
、

流
通
、
物
流
、
情
報
･
通
信
、
金
融
等
に
係
る
事
業
規
制

一

は
じ
め
に

平
成
八
年
三
月
二
九
日
、
｢規
制
緩
和
推
進
計
画
｣
の
改

定
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
本
計
画
は
、
昨
年
三
月
、
我
が

国
経
済
社
会
を
国
際
的
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
、
自
己
責

任
原
則
と
市
場
原
理
に
立
つ
自
由
な
経
済
社
会
と
し
て
い

く
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
内
外
価
格
差
の
縮
小
、
内
需
拡

大
、
輸
入
促
進
、
国
民
負
担
の
軽
減
、
行
政
事
務
の
簡
素

化
等
の
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
住
宅
･
土
地
分

野
か
ら
危
険
物
･
防
災
･
保
安
分
野
ま
で
一
、
0
九
一
項

目
に
及
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
翌
月
に
は
、
経
済
対
策
閣

僚
会
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た

｢緊
急
円
高

･
経
済
対

策
｣
に
お
い
て
、
当
初
、
五
年
間
で
あ
っ
た
計
画
期
間
を
、

平
成
七
年
度
か
ら
九
年
度
ま
で
の
三
年
計
画
と
し
て
前
倒

し
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
の
計
画
の
推
進
方
法
の
特
徴
の
一
つ
は
、
｢内
外
か
ら

の
意
見
･
要
望
、
行
政
改
革
委
員
会
の
監
視
結
果
等
を
踏

ま
え
、
毎
年
末
ま
で
に
見
直
し
、
毎
年
度
末
ま
で
に
改
定

す
る
｣
と
し
て
い
る
点
で
、
今
回
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を

経
て
、
改
定
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
改
定
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
約
一
、
七
五

〇
項
目
(改
定
前
の
項
目
を
含
む
。)
の
う
ち
、
道
路
行
政

に
密
接
に
関
係
す
る
項
目
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
の
規
制

緩
和
推
進
の
取
り
組
み
と
と
も
に
、
今
回
の
改
定
の
経
緯

に
つ
い
て
記
述
す
る
。

二

こ
れ
ま
で
の
規
制
緩
和
推
進
に
向
け
度

取
り
組
み

規
制
緩
和
の
必
要
性
の
議
論
は
、
お
お
よ
そ
、
昭
和
五

六
年
の
臨
時
行
政
調
査
会

(第
二
次
臨
調
)
ま
で
遡
る
。
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｢行政改革推進本部｣ 設置

おける行政改革の推進方策について｣ 閣議決定

和等250事項、 届出 ･報告等の整理合理化531事項を決定
｢今後における行政改革の推進方策について｣ 閣議決定

(仮称) の策定 等

｢輸入促進 ･市場アクセス改善 ･流通作業部会｣ 専門員の意見公表

｢今後における規制緩和の推進等について｣ 行政改革推進本部決定

｢今後における規制緩和の推進等について｣ 閣議決定

･住宅 ･土地等重点 4分野について279事項の規制緩和措置を決定

土木関係等 4分野について検討項目の設定、 6月末を目途

化
土地作業部会｣ 専門員の意見公表

通信作業部会｣ 専門員の意見公表

0 3月29臼 ｢対外経済改革要綱｣ 閣議決定

行政改革推進本部 ｢住宅 ･土地作業部会｣ 発足

行政改革推進本部 ｢情報 ･通信作業部会｣ 発足
行政改革推進本部 ｢輸入促進 ･市場アクセス改善 ･流通作業部会｣

月

日

目

日

日

器
27

6

28

5

月

月

月

月

月

1 規制緩和の推進に関する最近の経過等

5嶬
　
　

閣議において、 内閣官房長官から規制緩和、 円高差益の還元策につ

いて早急に取りまとめを要請

｢緊急経済対策｣ 経済対策閣僚会議決定
･ 94事項の規制緩和措置を決定

0 9月16日 ｢緊急経済対策｣ 経済対策閣僚会議決定

･公的規制の目的 ･内容を緊急に見直し、 この結果に応じ許認可等

の大幅な整理を図る。

0 4月13日 ｢総合的な経済対策の推進について｣ 経済対策閣僚会議決定

｢最終答申｣ (第三次行革審)
･公的規制緩和のためのアクションプランの策定

･申請、 報告等に係る国民負担の軽減 等

rb
rb
hb

b̂
7!

0
0
0
0

O

を
主
に
取
り
上
げ
、
そ
の
改
革
方
策
を
提
言
し
て
い
る
。

政
府
は
、
こ
れ
を
受
け
、
同
年
一
二
月

｢規
制
緩
和
推
進

要
綱
｣
を
閣
議
決
定
し
て
い
る
。

三

最
近
の
規
制
緩
和
措
置

最
近
で
は
、
政
府
は
、
平
成
五
年
九
月
、
六
年
二
月
、

同
年
七
月
の
三
回
に
わ
た
っ
て
規
制
緩
和
を
決
定
し
、
公

表
し
て
い
る
が
、
そ
の
間
の
経
緯
を
簡
単
に
整
理
し
て
み

る
と
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
道
路
行
政
に
係
る
主
な
緩
和
措
置
と
し
て

は
、
平
成
五
年
の
｢緊
急
経
済
対
策
｣
に
お
い
て
、
｢自
動

車
の
総
重
量
等
車
両
諸
元
に
関
す
る
制
限
の
緩
和
｣
が
盛

り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
措
置
と
し
て
、
同
年
一

一
月
二
五
日
に
車
両
制
限
令
等
の
改
正
を
行
い
、
自
動
車

の
車
両
総
重
量
を
軸
距
に
応
じ
て
最
大
二
〇
ト
ン
か
ら
二

五
ト
ン
ま
で
引
き
上
げ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
物
流
の
効
率

化
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
新
規
格
車
の
開
発
促
進
及
び

こ
れ
に
対
す
る
新
規
需
要
の
創
出
等
の
経
済
効
果
を
も
た

ら
し
た
。

ま
た
、
平
成
六
年
の
｢行
革
大
綱
｣
で
は
、
｢軌
道
事
業

の
仮
設
工
事
施
行
の
許
可
の
廃
止
｣
等
一
三
項
目
の
規
制

緩
和
等
の
措
置
が
位
置
付
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
年
七

月
の

｢規
制
緩
和
推
進
要
綱
｣
で
は
、
情
報
･
通
信
関
係

規
制
緩
和
事
項
と
し
て

｢道
路
占
用
許
可
手
続
の
一
層
の

簡
素
化
(C
A
T
V
)、
占
用
期
間
の
延
長
(C
A
T
V
)｣

を
は
じ
め
と
す
る
二
項
目
と
、
輸
入
促
進
･
市
場
ア
ク
セ

ス
改
善
･
流
通
等
関
係
規
制
緩
和
事
項
と
し
て

｢ト
レ
ー

ラ
ー
に
よ
る
分
割
可
能
貨
物
の
輸
送
に
関
す
る
特
殊
車
両

の
通
行
許
可
｣
等
、
二
項
目
の
措
置
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

四

規
制
緩
和
推
進
計
画
の
策
定

平
成
七
年
三
月
三
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

｢規
制
緩

和
推
進
計
画
｣
は
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、
策
定
に
あ
た
り

内
外
の
要
望
･
意
見
を
聞
く
こ
と
、
及
び
そ
の
策
定
過
程

を
極
力
透
明
に
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

平
成
六
年
中
に
、
政
府
に
お
い
て
、
経
団
連
、
E
U
等
内

外
か
ら
の
要
望
を
取
り
ま
と
め
、
把
握
す
る
と
と
も
に
、

行
革
推
進
本
部
の
下
に
民
間
の
専
門
委
員
を
含
む
規
制
緩

和
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
同
委
員
会
で
の
意
見
書
が
、

全
閣
僚
が
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
同
本
部
に
報
告
さ
れ

た
。
本
計
画
は
こ
れ
ら
要
望
、
意
見
等
を
踏
ま
え
て
策
定

さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
透
明
性
の
確
保
に
お
い
て
は
各
省

庁
所
管
の
規
制
の
中
間
見
直
し
を
同
年
一
月
、
三
月
に
随

時
公
表
す
る
と
と
も
に
、
国
際
的
に
も
関
心
が
高
か
っ
た



こ
と
か
ら
、
三
月
の
中
間
見
直
し
の
際
と
決
定
計
画
の
公

表
直
後
に
そ
れ
ぞ
れ
、
外
国
の
団
体
等
に
対
す
る
説
明
会

を
開
催
し
て
い
る
o

本
計
画
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
規
制
緩
和
策
の
う
ち
、
未

措
置
の
も
の
を
統
合
し
て
お
り
、
全
体
一
、
0
九
一
項
目

の
う
ち
、
建
設
省
所
管
が
八
九
項
目
、
う
ち
、
道
路
局
所

管
が
一
六
項
目
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
新
規
項
目
で
は
、

市
場
開
放
問
題
苦
情
処
理
体
制

(O
T
O
)
の
推
進
会
議

で
も
議
論
さ
れ
た

｢海
上
コ
ン
テ
ナ
の
道
路
輸
送
に
係
る

規
制
｣
に
つ
い
て
、
平
成
九
年
度
末
ま
で
に
、
物
流
上
重

要
な
路
線
に
つ
い
て
、
I
S
O
規
格
フ
ル
積
載
に
対
応
で

き
る
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
す
る
こ
と
を
前
提
に
規

制
緩
和
す
る
こ
と
等
、
道
路
関
係
で
約
一
○
項
目
を
盛
り

込
ん
だ
。

五

規
制
緩
和
推
進
計
画
の
見
直
し

国
民
の
期
待
に
応
え
た
規
制
緩
和
の
推
進
が
図
ら
れ
る

た
め
に
は
、
国
民
的
視
点
か
ら
そ
の
実
施
状
況
を
監
視
し
、

計
画
の
見
直
し
を
議
論
す
る
第
三
者
機
関
の
役
割
は
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
平
成
六
年
三
一月
、
三

年
の
時
限
で
総
理
府
に
行
政
改
革
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。

同
委
員
会
で
は
、
平
成
七
年
四
月
に
規
制
緩
和
に
関
す
る

専
属
の
下
部
組
織
と
し
て
、
規
制
緩
和
小
委
員
会
を
設
け
、

七
年
度
の
計
画
改
定
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
委
員
会
報
告

の
策
定
に
向
け
た
取
り
組
み
を
始
め
た
。

各
省
庁
に
お
い
て
も
、
同
年
秋
以
降
、
内
外
の
団
体
等

の
意
見
･
要
望
を
積
極
的
に
聴
取
し
、
そ
の
際
、
行
政
監

こ
の
う
ち
、
一
部
措
置
ま
た
は
措
置
済
は
、
半
数
を
超
え

察
、
O
T
O
の
成
果
も
活
用
し
て
、
同
年
末
ま
で
に

｢規

制
緩
和
等
に
関
す
る
意
見
･
要
望
｣を
と
り
ま
と
め
、個
々

の
項
目
に
対
す
る
回
答
を
翌
年
一
月
末
ま
で
に
公
表
し
た
。

建
設
省
関
連
で
は
、
七
六
団
体
か
ら
二
〇
七
件
の
意
見
･

要
望
が
提
起
さ
れ
、
こ
の
段
階
で
は
、
措
置
済
･
措
置
予

定
八
八
件
、
検
討
中
一
一
件
、
措
置
困
難
･
そ
の
他
一
〇

八
件
と
な
っ
た
。

一
方
、
行
政
改
革
委
員
会
か
ら
は
、
平
成
七
年
一
二
月

に
｢規
制
緩
和
の
推
進
に
関
す
る
意
見

(第
一
次
)｣
が
総

理
大
臣
に
報
告
さ
れ
、
同
月
二
五
日
、
い
わ
ゆ
る
行
革
大

綱
の
一
部
と
し
て
、
同
意
見
を
最
大
限
尊
重
し
、
計
画
改

定
を
行
う
旨
閣
議
決
定
さ
れ
た
。道
路
関
係
で
は
、情
報
･

通
信
分
野
に
お
い
て
、
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
及
び
C

A
T
V
事
業
者
に
係
る
道
路
占
用
手
続
の
一
層
の
簡
素
化

と
C
A
T
V
の
普
及
状
況
を
踏
ま
え
た
将
来
的
な
占
用
期

間
延
長
が
計
上
さ
れ
、
改
定
計
画
に
盛
り
込
む
べ
く
、
十

分
な
検
討
が
重
ね
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
各
省
庁
に
お
い
て
、
更
な
る
検
討
、
他
省
庁

等
と
の
調
整
等
を
経
て
、
平
成
八
年
三
月
二
九
日
、
既
定

計
画
一
、
0
九
一
項
目
に
新
規
項
目
と
し
て
約
五
五
〇
項

目
、
ま
た
、
計
上
外
の
措
置
済
項
目
と
し
て
約
一
〇
〇
項

目
を
そ
れ
ぞ
れ
加
え
、
合
計
約
一
、
七
五
〇
項
目
の
改
定

計
画
が
閣
議
決
定
に
至
っ
た
。

建
設
省
関
係
で
は
、
既
定
計
画
八
九
項
目
に
、
新
規
等

で
四
九
項
目
が
加
わ
り
、
計
一
三
八
項
目
と
な
っ
て
い
る
。

る
七
二
項
目
で
政
府
全
体
の
進
捗
率

(約
八
0
○
/
一
、

七
五
○
件
)
を
上
回
っ
て
い
る
o

道
路
関
係
は
、
表
2
に
示
す
二
七
項
目
で
、
こ
の
内
訳

は
新
規
が
一
○
項
目
、
既
定
計
画
上
の
未
措
置
七
項
目
、

措
置
済
九
項
目
、
及
び
計
上
外
措
置
済
が
一
項
目
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
月
の
中
間
公
表
で
検
討
中
と
な
っ

て
い
た
す
べ
て
の
項
目
及
び
行
政
改
革
委
員
会
の
意
見
の

す
べ
て
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
、
今
後
は
本
計
画
の
最
終

年
次
で
あ
る
平
成
九
年
度
ま
で
に
、
各
項
目
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
に
基
づ
き
、
着
実
に
実
行
に
移
す
こ
と
が
期
待
さ
れ

て

い
る
。



表

運 輸 関 係 情 報 ･ 通 信 関 係 住宅 ･ 土地関係

特
殊
車
両
運
用
許
可
眼

度 デ
ュ
ア
ル
モ
ー
ド
型
交

通
シ
ス
テ
ム
に
係
る
諸

規
制

路
線
バ
ス
事
業
に
係
る

道
路
管
理
者
の
意
見
聴

取 二
次
占
用
の
係
る
道
路

占
用
許
可

C
A
T
V
事
業
用
電
線

の
共
同
溝
の
使
用

C
A
T
V
事
業
者
の
道

路
占
用
許
可

電
気
通
信
事
業
者
の
道

路
占
用
許
可

特
殊
車
両
通
行
許
可
に

お
け
る
審
査

道
路
損
害
予
防
義
務
に

係
る
許
可
申
請

道
路
管
理
者
以
外
の
者

が
行
う
道
路
工
事
承
認

に
係
る
申
請
書
様
式

道
路
を
占
用
す
る
導
管
、

制
圧
器
等
の
協
議

事

項

名

道
路
整
備
状
況
に
応
じ
、
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お

け
る
特
殊
車
両
の
通
行
許
可
の
限
度
重
量
の
引
き
上
げ

を
行
う
。

｢軌
道
法
｣
と
｢道
路
運
送
車
両
法
｣
の
双
方
の
適
用

を
受
け
る
車
両
等
に
係
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
二
重
の

規
制
と
な
っ
て
事
業
者
に
過
度
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ

う
調
整
を
図
る
。

路
線
を
定
め
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
免
許
等
に

際
し
て
の
道
路
管
理
者
の
意
見
の
聴
取
を
不
要
と
す
る

場
合
を
追
加
す
る
。

い
わ
ゆ
る
二
次
占
用
に
係
る
道
路
占
用
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行
う
。

C
A
T
V
事
業
用
電
線
の
共
同
溝
の
使
用
の
可
否
に

関
す
る
検
討
を
行
う
。

C
A
T
V
事
業
者
に
よ
る
道
路
占
用
に
つ
い
て
は
、

添
付
書
類
の
簡
素
化
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
の
公
益

性
等
を
勘
案
し
て
、
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
に
準
じ

て
許
可
を
与
え
る
こ
と
と
す
る
。

C
A
T
V
な
ど
占
用
期
間
が

｢3
年
以
内
｣
と
さ
れ

て
い
る
占
用
物
件
に
つ
い
て
占
用
期
間
の
延
長
を
行
う
。

C
A
T
V
の
普
及
状
況
を
踏
ま
え
、
将
来
的
に
は
占

用
期
間
の
一
層
の
延
長
を
検
討
す
る
。

電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
道
路
占
用
に
つ
い
て
、
手

続
の
一
層
の
簡
素
化
を
図
る
。

特
殊
車
両
通
行
許
可
の
申
請
手
続
に
つ
い
て
、
電
子

フ
ァ
イ
ル
に
よ
る
通
行
許
可
申
請
、
パ
ソ
コ
ン
を
用
い

た
通
行
許
可
算
定
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
図
る
。
(再
掲
)

道
路
の
沿
道
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
等
の
道
路
損

害
予
防
義
務
に
係
る
許
可
に
っ
て
、
関
係
機
関
と
調
整

を
図
っ
た
上
、
申
請
書
類
の
簡
素
化
、
処
理
の
迅
速
化

を
図
る
。

道
路
管
理
者
以
外
の
者
が
道
路
管
理
者
の
承
認
を
受

け
て
行
う
道
路
工
事
を
実
施
す
る
際
の
申
請
書
に
つ
い

て
、
運
用
実
態
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、

統
一
様
式
を
策
定
す
る
。

一
定
の
高
圧
ガ
ス
の
供
給
施
設
に
係
る
道
路
占
用
許

可
の
建
設
本
省
へ
の
事
前
協
議
を
廃
止
す
る
。

措

置

内

容

措
置
済

7
日
"5
日
~

8
日

措
置
済

7
年
10
月

措
置
済

8
月
3
月

29
日

措
置
済

8
年
3
月

29
日

7
年
度

実
施
予
定
時
期

8
年
度
以
降

8
年
度

8
年
度
以
降
、
検
討
結
果
を
踏
ま

え
対
応 8

年
度

C
A
T
V
の
普
及
状
況
を
踏
ま
え
、

将
来
的
に
は
延
長
を
検
討

8
年
度

8
年
度

8
年
度

8
年
度

9
年
度

9
年
度
末

許
可
、
認
可
等
の
整
理
合
理
化

の
た
め
の
運
輸
省
関
係
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る

道
路
運
送
法
の
一
部
改
正
等

道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令 備

考

4
㈱
①

4
②
⑲

4
②
⑦

新

規

新

規

新

規

2
⑨

新

規

新

規

1
◎
⑩

1
⑤
⑨

新

規

既
定
計
画

と
の
関
係

建
設
省

建
設
省

運
輸
省

建
設
省

運
輸
省

建
設
省

建
設
省

建
設
省

建
設
省

建
設
省

建
設
省

建
設
省

建
設
省

建
設
省

所
管
省
庁



表

運 輸 関 係

鉄
道
事
業
者
の
道
路
管

理
者
と
の
交
差
協
議
に

よ
る
道
路
占
用
許
可
手

続 鉄
道
の
道
路
へ
の
敷
設

に
係
る
許
可
申
請
手
続

軌
道
法
と
鉄
道
事
業
法

の
整
合
性

鉄
道
･
軌
道
財
団
に
係

る
規
則

一
般
自
動
車
道
の
工
事

着
手
の
届
出
等

危
険
物
積
載
車
両
に
係

る
規
制

特
殊
車
両
通
行
許
可
に

お
け
る
審
査

海
上
コ
ン
テ
ナ
の
道
路

輸
送
に
係
る
規
制

分
割
可
能
貨
物
を
積
載

し
た
車
両
に
係
る
規
制

事

項

名

道
路
に
鉄
道
を
交
差
す
る
場
合
の
踏
切
道
の
新
設
又

は
改
築
に
関
し
て
、
道
路
管
理
者
と
鉄
道
事
業
者
の
交

差
協
議
を
道
路
占
用
許
可
に
替
え
る
取
り
扱
い
に
つ
い

て
、
そ
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
る
。

審
査
期
間
等
の
短
縮
が
図
れ
る
よ
う
許
可
の
条
件
を

見
直
し
、
許
可
手
続
の
簡
素
化
を
図
る
。

鉄
道
及
び
軌
道
の
特
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
両
者
の
整

合
性
確
保
の
た
め
の
改
善
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、

関
係
機
関
に
つ
い
て
調
整
を
図
る
。

⑲
軌
道
財
団
に
係
る
抵
当
権
の
設
定
又
は
変
更
の
認
可

を
廃
止
す
る
等
の
規
制
緩
和
を
行
う
。

⑲
自
動
車
道
事
業
者
が
、
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
の

指
定
し
た
期
間
内
に
一
般
自
動
車
道
の
工
事
に
着
手

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
必
要
な
一
般
自
動
車

道
の
工
事
着
手
期
間
の
延
長
の
届
出
を
廃
止
す
る
。

@
自
動
車
道
事
業
者
が
、
一
般
自
動
車
道
を
設
置
し
よ

う
と
す
る
場
合
の
工
事
着
手
の
届
出
を
廃
止
す
る
。

危
険
物
積
載
車
両
の
水
底
ト
ン
ネ
ル
等
の
通
行
規
制

に
つ
い
て
、
一
般
交
通
へ
の
影
響
の
回
避
、
交
通
の
安

全
の
確
保
を
前
提
に
エ
ス
コ
ー
ト
方
式
の
導
入
等
に
よ

る
緩
和
の
可
否
を
検
討
す
る
。

特
殊
車
両
通
行
許
可
の
申
請
手
続
に
つ
い
て
、
電
子

フ
ァ
イ
ル
に
よ
る
通
行
許
可
申
請
、
パ
ソ
コ
ン
を
用
い

た
通
行
許
可
算
定
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
図
る
。

物
流
上
重
要
な
路
線
に
つ
い
て
、
道
路
整
備
を
進
め

特
殊
車
両
通
行
許
可
に
よ
り
、
I
S
O
規
格
の
鋤
フ
ィ

ー
ト
及
び
20
フ
ィ
ー
ト
コ
ン
テ
ナ
を
フ
ル
積
載
し
た
状

態
で
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
の
通
行
を
可
能
と
す
る
。

な
お
、
迂
回
路
の
確
保
等
一
定
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

形
成
さ
れ
れ
ば
、
当
該
路
線
に
お
け
る
フ
ル
積
載
を
可

能
と
す
る
。

バ
ン
型
等
の
車
両
と
同
様
に
、
貨
物
の
落
下
等
の
恐

れ
の
な
い
一
定
の
構
造
を
有
す
る
ト
レ
ー
ラ
ー
に
つ
い

て
、
特
殊
車
両
通
行
許
可
の
対
象
と
す
る
。

措

置

内

容

措
置
済

7
年
5
月

×̂〕。
日

措
置
済

7
年
4
月

1▲[口

措
置
済

7
年
4
月

措
置
済

8
月
3
目
~

29
日

7
年
度

実
施
予
定
時
期

8
年
度

8
年
度 8

年
度
以
降

8
年
度
以
降
、
危
険
防
止
措
置
、

一
般
交
通
へ
の
影
響
の
回
避
方
策

等
、
具
体
的
課
題
を
検
討
し
、
そ

の
結
果
を
踏
ま
え
て
対
応

8
年
度

8
年
度

9
年
度
末

9
年
度

認
可
、
許
可
等
の
整
備
及
び
合

理
化
の
た
め
の
運
輸
省
関
係
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

よ
る
鉄
道
抵
当
法
の
一
部
改
正

等

"

許
可
、
認
可
等
の
整
理
及
び
合

理
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
道

路
運
送
法
の
一
部
改
正

物
流
上
重
要
な
路
線
に
つ
い
て
、

I
S
O
規
格
フ
ル
積
載
に
対
応

で
き
る
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

整
備

備

考

新

規

新

規

4
の
⑫

4
の
⑪

4
◎
①

4
㈱
①

4
㈱
④

新

規

4
③
③

4
㈱
②

既
定
計
画

と
の
関
係

建
設
省

建
設
省

建
設
省

運
輸
省

建
設
省

運
輸
省

建
設
省

運
輸
省

建
設
省

運
輸
省

建
設
省

建
設
省

建
設
省

運
輸
省

建
設
省

所
管
省
庁



運 輸 関 係

鉄
道
･
軌
道
財
団
に
係

る
規
制 事

項

名

⑲
軌
道
財
団
に
係
る
財
団
目
録
の
様
式
に
つ
い
て
、
記
載
方
法
の
適
正
化
、
記
載
項
目
の
削
減
等
の
見
直

し
を
行
っ
た
。

措

置

内

容

7
年
9
月
29
日

実

施

期

間

建
設
省

運
輸
省

所
管
省
庁

(計
画
計
上
外
措
置
済
事
項
)

エ ネ ル ギ ー 関 係 基準認証関係

熱
供
給
導
管
の
共
同
溝

の
使
用

熱
供
給
導
管
の
道
路
占

用
許
可

ガ
ス
導
管
、
地
中
電
線

類
の
埋
設
深
さ

水
力
発
電
所
に
係
る
道

路
占
用
許
可

特
殊
自
動
車
に
関
す
る

輪
荷
重
規
制

事

項

名

熱
供
給
導
管
の
共
同
溝
の
使
用
の
可
否
に
関
す
る
検

討
を
行
う
。

熱
供
給
導
管
の
道
路
占
用
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
義

務
占
用
物
件
に
準
じ
て
許
可
を
与
え
る
こ
と
と
す
る
。

ガ
ス
導
管
、
地
中
電
線
類
の
埋
設
深
さ
に
つ
い
て
、

道
路
構
造
の
保
全
の
観
点
等
を
踏
ま
え
て
、
技
術
的
検

討
を
実
施
し
、
基
準
の
緩
和
の
可
否
を
検
討
す
る
。

直
轄
国
道
に
係
る
道
路
占
用
許
可
事
務
手
続
の
簡
素

化
を
行
う
。

特
殊
自
動
車

(
ロ
ー
ド
ロ
ー
ラ
ー
)
に
関
す
る
輪
荷

重
規
制
に
つ
い
て
、
使
用
の
実
態
、
構
造
等
を
把
握
し
、

そ
の
把
握
結
果
を
踏
ま
え
緩
和
す
る
。

措

置

内

容

措
置
済

8
年
3
月

7
年
度

実
施
予
定
時
期

8
年
度
以
降
、
検
討
結
果
を
踏
ま

え
対
応 8

年
度

8
年
度
以
降
、
検
討
結
果
を
踏
ま

え
対
応

8
年
度
以
降

8
年
度

9
年
度

備

考

7
の
②

新

規

7
⑥
③

7
@
⑩

新

規

既
定
計
画

と
の
関
係

建
設
省

建
設
省

建
設
省

建
設
省

建
設
省

運
輸
省

所
管
省
庁

表

(道
路
局
道
路
総
務
課
前
企
画
係
長
)



地
方
分
権
推
進
委
員
会
中
間
報
告
に
つ
い
て

増
田

、
圭

平
成
八
年
三
月
二
九
日
に
地
方
分
権
推
進
委
員
会

(諸

井
虔
委
員
長
)
か
ら
中
間
報
告
が
橋
本
龍
太
郎
内
閣
総
理

大
臣
に
提
出
さ
れ
た
。
道
路
行
政
に
も
多
大
な
影
響
を
与

え
る
で
あ
ろ
う
地
方
分
権
に
関
す
る
議
論
の
概
要
に
つ
い

て
、
こ
の
中
間
報
告
の
紹
介
等
に
よ
り
ご
説
明
す
る
こ
と

と
す
る
。
(な
お
、
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
私
見
で
あ
る
こ

と
を
ご
了
承
順
い
た
い
。
)

一
中
間
報
告
、
そ
の
位
置
付
け

1

地
方
分
権
推
進
法
の
制
定

平
成
五
年
一
〇
月
の
第
三
次
行
革
審
最
終
答
申
に
お
い

て
、
｢地
方
分
権
推
進
の
基
本
理
念
、
取
り
組
む
べ
き
課
題

と
手
順
等
を
明
ら
か
に
し
た
地
方
分
権
大
綱
を
今
後
一
年

程
度
を
目
途
に
策
定
す
る
。｣と
さ
れ
た
こ
と
を
端
緒
と
し

て
、
平
成
六
年
三
一月
二
五
日
に

｢地
方
分
権
の
推
進
に

関
す
る
大
綱
方
針
｣
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
平
成
七
年
五
月

･
全
国
的
な
規
模
で
若
し
く
は
全
国
的
な
視
点
に
立

一
九
日
に
｢地
方
分
権
推
進
法
｣
(以
下
｢法
｣
と
い
う
。)

っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

び

が
公
布
さ
れ
た

(同
年
七
月
三
日
か
ら
施
行
)。

法
の
主
な
内
容
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

①

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針

(第
四
条

i
第
七
条
)

法
第
四
条
に
お
い
て
、
地
方
分
権
の
推
進
を
行
う

に
当
た
っ
て
の
国
と
地
方
公
共
団
体
の
役
割
分
担
と

し
て
、
国
は
、

･
国
際
社
会
に
お
け
る
国
家
と
し
て
の
存
立
に
か
か

わ
る
事
務

･
全
国
的
に
統
一
的
に
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
国

民
の
諸
活
動
や
地
方
自
治
に
関
す
る
基
本
的
な
準

則
に
関
す
る
事
務

っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
策
及
び
事
業
の

実
施

･
そ
の
他
の
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割

を
重
点
的
に
担
う
こ
と
と
さ
れ
る
一
方
で
、

地
方
は
、
地
域
に
お
け
る
行
政
の
自
主
的
か
つ
総

合
的
な
実
施
の
役
割
を
広
く
担
う
べ
き
も
の
と
さ
れ

て

い
る
。

②

地
方
分
権
推
進
計
画

(第
八
条
)

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ

計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
政
府
に
作
成
が
義
務

付
け
ら
れ
た
計
画
で
、
①
の
基
本
方
針
に
即
し
、
講

ず
べ
き
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他

の
措
置
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

計
画
の
作
成
は
閣
議
決
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、



当
該
計
画
に
つ
い
て
は
国
会
に
報
告
さ
れ
る
と
と
も

に
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

て

い
る
。

③

地
方
分
権
推
進
委
員
会

(第
九
条
)

地
方
分
権
推
進
委
員
会
は
、
法
第
九
条
に
基
づ
き
、

主
に

｢
こ
の
法
律
に
定
め
る
地
方
分
権
の
推
進
に
関

す
る
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
、
法
第
八
条
に
定
め
る
地
方
分
権
推

進
計
画
の
作
成
の
た
め
の
具
体
的
な
指
針
を
内
閣
総

理
大
臣
に
勧
告
す
る
｣
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
総
理

府
に
置
か
れ
る
委
員
会
で
あ
り
、
現
在
諸
井
委
員
長

(日
経
連
副
会
長
)以
下
七
名
の
委
員
が
任
命
さ
れ
て

い
る
。

な
お
、
委
員
会
は
、
こ
の
他
に
も
、
地
方
分
権
推

進
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
状
況
を
監
視
し
、
そ

の
結
果
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
に
必
要
な
意
見
を

述
べ
る
こ
と
も
所
掌
し
て
い
る
。

2

中
間
報
告

平
成
七
年
七
月
に
発
足
し
た
委
員
会
は
、
一
〇
月
に
｢地

域
づ
く
り
部
会
｣
と

｢く
ら
し
づ
く
り
部
会
｣
を
設
置
し
、

個
別
具
体
の
検
討
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
有
識
者
･
関

係
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
重
ね
、
年
末
に
は
機
関
委

任
事
務
廃
止
を
内
容
と
す
る

｢検
討
試
案
｣
等
を
発
表
し

た
。
平
成
八
年
三
月
一
五
日
に
同
部
会
か
ら
の
中
間
報
告

を
受
け
、
二
九
日
に
委
員
会
と
し
て
の
中
間
報
告
が
決

定
･
公
表
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

担
う
。
(法
の
規
定
よ
り
も
国
の
事
務
を
限
定
的
に
捉
え
て

中
間
報
告
は
、
委
員
会
と
し
て
の
中
間
的
な
取
り
ま
と

い
る
点
に
注
目
さ
れ
た
い

筆
者
注
)

め
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
の
方
向
や
検
討

を
進
め
る
べ
き
基
本
的
課
題
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
今
後
は
、
こ
れ
を
踏
み
台
と
し
て
関
係
各
方
面

と
の
意
見
調
整
を
行
い
、年
内
に
は
具
体
的
な
指
針
の
｢勧

告
｣
が
出
さ
れ
る
予
定
と
な

っ
て
い
る
。

法
第
二

条
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
は

｢勧
告
｣
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

一
一
中
間
報
告
、
そ
の
概
要

中
間
報
告
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

1

国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
基
本
的
考
え
方

国
は
、

①

国
際
社
会
に
お
け
る
国
家
と
し
て
の
存
立
に
か
か

わ
る
事
務

②

全
国
的
に
統
一
し
て
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
国

民
の
諸
活
動
や
地
方
自
治
に
関
す
る
基
本
的
な
準
則

に
関
す
る
事
務

③

全
国
的
な
規
模
･
視
点
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
施
策
事
業
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
の
維
持
達

成
、
全
国
的
規
模
･
視
点
か
ら
の
根
幹
的
社
会
資
本

整
備
等
に
係
る
基
本
的
な
事
項

な
ど
を
重
点
的
に
担
う
こ
と
を
徹
底
し
、
地
方
公
共
団

体
は
地
域
に
お
け
る
行
政
を
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
広
く

2

機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止

機
関
委
任
事
務
制
度
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
決
断
を
す

べ
き
で
あ
る
o

3

地
方
公
共
団
体
が
担
う
事
務
の
整
理

機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
に
よ
り
、
そ
の
根
幹
た
る

主
務
大
臣
の
一
般
的
指
揮
監
督
権
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
こ
れ
に
代
わ
る
国
の
関
与
の
制
度
も
抜
本
的
に

見
直
す
。

ま
た
、
機
関
委
任
事
務
以
外
の
公
共
事
務
、
団
体
委
任

事
務
と
い
っ
た
従
来
の
事
務
区
分
も
こ
の
際
再
構
築
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

印

地
方
公
共
団
体
の
担
う
事
務
は

｢自
治
事
務

(仮

称
)｣
と
し
、
さ
ら
に
、
｢法
律
に
定
め
の
な
い
自
治
事

務
｣
と

｢法
律
に
定
め
の
あ
る
自
治
事
務
｣
と
に
区
分

す
る
。

②

専
ら
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
事
務
で
あ
る
が
、
国

民
の
利
便
性
又
は
事
務
処
理
の
効
率
性
の
観
点
か
ら
法

律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
受
託
す
る
も
の
を

｢法
定
受
託
事
務

(仮
称
)｣
と
す
る
。

③

国
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
必
ず
法
律
の
規
定
に
そ
の

根
拠
及
び
態
様
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
態
様
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
の
区
分
に
対
応
し
て
、



次
に
掲
げ
る
範
囲
内
の
も
の
と
す
る
。

①

法
律
に
定
め
の
な
い
自
治
事
務

↓
報
告
徴
収
･
届
出
、
技
術
的
助
言
･
勧
告
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

②

法
律
に
定
め
の
あ
る
自
治
事
務

↓
報
告
徴
収
･
届
出
、
技
術
的
助
言
･
勧
告
の
ほ

か
、
事
前
協
議
、
違
法
是
正
措
置
要
求

大
口法
性
の

チ
ェ
ッ
ク
)
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

③

法
定
受
託
事
務

↓
②
に
掲
げ
た
も
の
の
ほ
か
、
指
示

(合
法
性
、

合
目
的
性
の
チ
ェ
ッ
ク
を
含
む
)、
認
可
･
承
認
、
代

執
行
に
よ
り
、
事
前
又
は
事
後
の
関
与
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

燭

従
前
の
機
関
委
任
事
務
の
取
扱
い

機
関
委
任
事
務
に
つ
い
て
は
、
事
務
自
体
の
廃
止
を

検
討
し
た
上
で
、
今
後
と
も
存
続
が
必
要
な
も
の
に
つ

い
て
も
、
原
則
と
し
て

｢自
治
事
務
｣
に
移
行
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
｢専
ら
国
の
利
害
に
関
係

の
あ
る
事
務
で
あ
る
が
、
国
民
の
利
便
性
又
は
事
務
処

理
の
効
率
性
の
観
点
か
ら
、
法
律
の
規
定
に
よ
り

(地

方
公
共
団
体
が
)
受
託
す
べ
き
も
の

(例
･
国
勢
調
査

な
ど
の
指
定
統
計
、
旅
券
の
交
付
、
国
政
選
挙
、
国
庫

金
の
配
分
、
国
家
賠
償
等
)｣
に
つ
い
て
は
｢法
定
受
託

事
務
｣
と
す
る
ほ
か
、
例
外
的
に
は
国
が
直
接
処
理
す

る
も
の
も
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

4

国
･
地
方
公
共
団
体
間
の
関
係
調
整
ル
ー
ル
の
創
設

地
方
分
権
の
推
進
に
よ
り
、
国
と
地
方
間
の
調
整
は
、

対
等
･
協
力
の
関
係
の
観
点
か
ら
、
基
本
的
に
は
中
央
省

庁
に
よ
る
行
政
統
制
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
る

立
法
統
制
･
裁
判
所
に
よ
る
司
法
統
制
に
で
き
る
だ
け
委

ね
る
こ
と
と
し
、
こ
の
た
め
、
国
･
地
方
公
共
団
体
間
の

関
係
調
整
ル
ー
ル
を
一
般
法
で
定
め
、
個
別
法
に
お
い
て

は
、
3
③
の
範
囲
内
で
、
一
般
法
に
列
挙
さ
れ
た
メ
ニ
ュ

ー
の
中
か
ら
必
要
な
関
与
の
方
式
を
選
択
す
る
も
の
と
す

る
。
ま
た
、
両
者
の
係
争
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
中
立
的

な
判
断
の
で
き
る

｢第
三
者
機
関
｣
の
仕
組
み
を
一
般
法

で
定
め
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

さ
ら
に
、
一
定
の
事
項
に
つ
き
地
方
公
共
団
体
か
ら
の

意
見
の
申
出
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
国
の

応
答
義
務
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

5

国
庫
補
助
負
担
金
と
税
財
源
に
つ
い
て

の

国
庫
補
助
負
担
金
の
機
能
と
問
題
点

国
庫
補
助
負
担
金
は
、
国
と
地
方
が
協
力
し
て
事
務

を
実
施
す
る
に
際
し
、
一
定
の
行
政
水
準
の
維
持
や
特

定
の
施
策
の
奨
励
の
た
め
の
政
策
手
段
と
し
て
の
機
能

を
担
う
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
、

･
国
と
地
方
の
責
任
の
所
在
の
不
明
確
化
を
招
き
、

･
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
地
域
の
相
違
を
生
か
し
た

自
主
的
行
財
政
運
営
を
阻
害
し
、

･
行
政
の
簡
素
･
効
率
化
等
の
妨
害
要
因
と
な
る
、

等
の
弊
害
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
真
に
必
要
な
分
野
に
限

定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

②

国
と
地
方
の
財
政
関
係
の
見
直
し
の
方
向

①

国
庫
補
助
負
担
金
の
整
理
合
理
化

地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
し
て
同
化
･
定
着
･
定

型
化
し
て
い
る
補
助
金
等
は
一
般
財
源
化
す
る
。
そ

の
際
、
奨
励
的
補
助
金
等
は
基
本
的
に
縮
減
す
る
等
、

補
助
負
担
金
の
性
格
に
応
じ
て
整
理
合
理
化
を
進
め

ろ
%

②

存
続
す
る
国
庫
補
助
負
担
金
も
統
合
･
メ
ニ
ュ
ー

化
、
交
付
金
化
等
を
進
め
る
。

③

地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
総
額
の
安
定
的
確
保
を

図
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
地
方
公
共

団
体
の
自
主
的
･
主
体
的
な
財
政
運
営
に
資
す
る
方

向
で
制
度
の
運
用
の
あ
り
方
を
見
直
し
検
討
す
る
。

ま
た
、
地
方
債
制
度
に
つ
い
て
も
見
直
し
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

6

そ
の
他

上
記
の
ほ
か
、
必
置
規
制
、
国
の
地
方
出
先
機
関
等
に

つ
い
て
も
改
革
の
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
都
道
府

県
と
市
町
村
の
関
係
を
対
等
･
協
力
の
関
係
と
す
る
こ
と

や
、
受
け
皿
で
あ
る
市
町
村
の
自
主
的
合
併
の
促
進
、
地

方
行
革
に
つ
い
て
も
推
進
.す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。



三

中
間
報
告
と
道
路
行
政
…

ー

道
路
行
政
に
関
係
す
る
議
論

道
路
行
政
に
つ
い
て
は
地
域
づ
く
り
部
会
の
テ
ー
マ
の

一
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
部
会
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ

｢土
地
利
用
関
連
行
政
等
｣
を
中
心
に
議
論

が
進
め
ら
れ
た
た
め
、
道
路
に
関
す
る
具
体
的
な
指
摘
は

な
}い
。

し
か
し
な
が
ら
、
機
関
委
任
事
務
廃
止
の
議
論
は
、
指

定
区
間
外
国
道
の
管
理
事
務
が
機
関
委
任
事
務
で
あ
る
こ

と
か
ら
直
接
の
影
響
が
あ
る
。
ま
た
、
地
方
道
の
整
備
が

未
だ
不
十
分
な
中
で
、
道
路
整
備
に
お
け
る
国
庫
補
助
負

担
金
の
果
た
す
べ
き
役
割
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
税
財
源

論
に
つ
い
て
も
今
後
の
議
論
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
%

2

機
関
委
任
事
務
の
廃
止
に
つ
い
て

中
間
報
告
に
お
い
て
は
、
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ

た
場
合
に
指
定
区
間
外
国
道
や
河
川
の
管
理
に
係
る
事
務

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
の
か
は
触
れ
ら
れ

て
お
ら
ず
、
今
後
の
議
論
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
｢法
定
受
託
事
務
｣
に
つ
い
て
国
勢
調
査
や
旅
券
交

付
事
務
等
が
例
示
さ
れ
る
一
方
で
、｢今
後
と
も
存
続
が
必

要
な
事
務
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
地
方
公
共
団
体
の

自
治
事
務
と
す
る
。｣と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

指
定
区
間
外
国
道
の
管
理
に
つ
い
て
も

｢自
治
事
務
｣
と

す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
全
国
的
な
幹
線
道
路
網
で
あ
る
国
道

と
、
県
内
に
お
け
る
地
方
的
な
幹
線
道
路
で
あ
る
都
道
府

県
道
と
は
そ
の
性
格
が
異
な
り
、
指
定
区
間
外
の
国
道
を

自
治
事
務
と
し
て
都
道
府
県
道
に
し
て
し
ま
う
と
、
社

会
･
経
済
活
動
の
広
域
化
等
に
対
応
し
た
全
国
的
な
幹
線

道
路
網
の
形
成
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
従
来
か
ら
全
国
の
道
路
延
長
の
九
五
%
は

地
方
公
共
団
体
の
団
体
事
務
で
あ
り
、
国
道
の
延
長
は
高

速
道
路
と
合
わ
せ
て
も
わ
ず
か
五
%
に
す
ぎ
な
い
が
、
さ

ら
に
指
定
区
間
外
国
道
を
地
方
道
に
す
れ
ば
、
全
国
で
国

道
空
白
地
域
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
全
国
的
な
幹
線
道
路
網
で
あ
る
国
道
に
つ
い
て

は
全
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
県

域
を
超
え
る
広
域
的
な
交
通
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
特
質

が
あ
り
、
そ
の
整
備
等
に
つ
い
て
は
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
の

考
慮
や
広
域
的
な
調
整
等
が
不
可
欠
で
あ
る
。
現
在
は
、

指
定
区
間
外
国
道
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
整
備
に
つ
い
て
は

最
終
的
に
は
国
が
責
任
を
負
う
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
県
境
部
の
難
工
事
部
分
等
に
つ
い
て
は
国
が
直
接
整

備
を
行
う
な
ど
、
国
と
県
が
適
切
な
役
割
分
担
の
も
と
整

備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
自
治
事
務
化
に
よ

り
、
国
･
県
の
一
体
的
整
備
が
困
難
と
な
り
整
備
が
立
ち

遅
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
国
道
は
全
国
的
な
幹
線
道
路
と
い
う
役
割
と

と
も
に
地
域
住
民
の
足
で
あ
り
地
域
振
興
の
基
盤
施
設
で

あ
る
と
い
う
二
面
性
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
｢中
間

報
告
｣
の
よ
う
に
国
と
地
方
と
を
対
立
的
に
捉
え
る
の
で

は
な
く
、
国
と
地
方
が
互
い
に
協
力
し
、
適
切
に
役
割
分

担
を
し
て
そ
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
の
方
が
、
国
民
の
利

益
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

都
道
府
県
を
国
道
に
す
る
よ
う
求
め
る
地
方
か
ら
の
要

望
が
依
然
と
し
て
強
い
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
道
路
管
理

の
現
場
の
実
態
や

｢生
の
声
｣
を
十
分
に
踏
ま
え
た
検
討

が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

3

国
庫
補
助
負
担
金
制
度
に
つ
い
て

道
路
事
業
に
係
る
補
助
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
地
方
道

の
う
ち
政
策
的
･
重
点
的
･
集
中
的
に
進
め
る
べ
き
規
模

の
大
き
な
事
業
に
限
定
し
て
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
一

の
地
方
公
共
団
体
を
超
え
る
広
域
的
観
点
か
ら
の
地
方
道

整
備
を
可
能
と
す
る
等
の
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
。

ま
た
、
道
路
局
関
係
の
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
近
年

広
域
的
･
根
幹
的
な
規
模
の
大
き
な
事
業
へ
の
シ
フ
ト
を

図
っ
て
お
り
、
一
層
の
重
点
化
･
集
中
化
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
o

中
間
報
告
で
は
、
補
助
負
担
金
制
度
の
見
直
し
の
基
本

的
な
方
向
が
示
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
が
、
奨
励
的
補
助
金

の
原
則
縮
減
な
ど
道
路
行
政
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ

す
事
項
が
含
ま
れ
て
お
り

(報
告
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、
中
間
報
告
関
係
資
料
の
中
に
、
奨
励
的
補
助
金
の
例

と
し
て
、
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
等
が
挙
げ
ら
れ
て



四

今
後
の
地
方
分
権
の
議
論
の
行
方

中
間
報
告
が
委
員
会
と
し
て
の
中
間
的
な
取
り
ま
と
め

を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
の
方
向
や
検
討
を

進
め
る
べ
き
基
本
的
課
題
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
今
後
は
、
こ
れ
を
踏
み
台
と
し
て
関
係
各
方
面
と

の
意
見
調
整
を
行
い
、
具
体
的
な
指
針
の
勧
告
に
向
け
て

調
査
審
議
す
る
こ
と
と
な
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
道
路
等
に
つ
い
て
は
具
体
の
テ
ー
マ
で
は

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
個
別
具
体
的
な
事
務
毎
の
検
討
は

さ
れ
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
実
態
を
踏
ま
え
た
十
分
な
論

議
を
尽
く
し
た
実
り
の
あ
る
結
論
が
得
ら
れ
る
よ
う
期
待

さ 詩 さ な 調 の か 進 を
れ を れ か こ 査 意 ら め 行
る 尽 な っ れ 審 見 、 る っ
と く か た ま 議 調 今 べ た
こ し っ こ で す 整 後 き も
ろ た た と は る を は 基 の
で 実 が か 道 こ 行 、 本 で
あ り 、 ら 路 と い こ 的 あ
る の A 、 等 、 包 垂

な
お
、
や
や
オ
ー
バ
i
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
補

助
申
請
書
類
の
量
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
回
数
等
の
事
務
手
続
き

上
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
道
路
局
と
し
て
は
そ
の
簡
素
化

を
従
来
よ
り
積
極
的
に
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今

後
と
も
、
国
･
地
方
の
双
方
の
事
務
の
効
率
化
の
観
点
か

ら
、
簡
素
化
の
方
針
を
さ
ら
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し

て ら 後 を 上 助 れ い
、 と 従 の 申 な る る四 珍 簡 も 来 問 請 お と J

△ 0 -拝 、 よ . 堂 、 こ 、

い
る
。)、
四
月
以
降
の
具
体
的
な
検
討
の
行
方
が
注
目
さ

国 り に 類 や る 四
･ 積 つ の や で 月
地 極 い 量 オ あ 以
方 的 て や 1 る 降
の に も ヒ バ o の

(道
路
局
路
政
課
調
査
係
長
)

[参考] 機関委任事務制度を廃止した場合における地方公共団体が担う事務の新たな整理

事 務 区 分 自 治 事 務 (仮 称)
法 定 受 託 事 務 (仮 称)

細 区 分 法律に定めのない自治事務 法律に定めのある自治事務

事務の性質等

･地方公共団体が担う事務は自治事務とすることを基本とする。.--------------------------------‘---------------------------------------------℃
･実施は地方公共団体の随意 ･地方公共団体が、 法律の定めに従い、

自らの事務として処理する。
･実施は、 法律上任意とする場合と義務
づける場合とがある。

･なお、 実施は任意としながらも、 実施

する場合の方法等を法律で規定する場

合もある。

･専ら国の利害に関係のある事務であ

るが、 国民の利便性又は事務処理の

効率性の観点から法律の規定により

地方公共団体が受託して行うことと

される事務

･実施は地方公共団体の随意

国
の
関
与

助言 ･勧告

事前協議等
･報告徴収 ･届出、 技術的な

助言 ･勧告

･報告徴収 ･届出、 技術的な助言 ･勧告
･特に必要がある場合における事前協議

･報告徴収･届出、 技術的な助言･勧告

･事前協議

指 示 等 ･事後的な違法是正措置要求 (合法性に

関するチェック)

･合法性及び合目的性に関する指示
･認可、 承認

･代執行

(参考)

地方公共団体

が担う事務に係

る国の役割

･必要に応じ、 地方公共団体の施策に係る･情報提供、 施策の奨励 ･誘導を行うこと

｢÷攪鬱規定群雲をむけだきこそはぐ
個別の法律により法的権限を付与する

こと

･必要な場合において、 個別の法律によ

り、 事務の性質に応じて最小限度の基

準の設定等事務の管理執行に当たって

の基本的な仕組みを定めること

･法理論上国家が有するものと解されて

いる形成的な権能を、 国別の法律の定

めるところにより、 地方公共団体に付

与すること

･法律の規定が必要なものについて

は、 個別の法律により法的権限につ

いて定めること

･個別の法律により、 事務の性質に応

じて必要な基準の設定等事務の管理

執行に当たっての仕組みを定めるこ

と

･地方公共団体と国との調整が必要な場合に、法律の認める範囲内で、所要の措置をすること

･地方自治に関する基本的準則に係る法律を定め、 これに基づく関与その他の事務を処理すること

※ 国の関与 (報告徴収 ･届出、 技術的助言 ･勧告、 事前協議、 認可、 承認等) に係るルールに関する制度は一般法で一般的に定め
るものとする。

※ この一般制度においては、 自治事務及び法定受託事務のいずれについても、 国の関与や基準の設定等に関して、 地方公共団体は
国に意見を申し出ることができ、 国は応答義務を負う旨を定めることとし、 併せて争訟手続等についても定めるものとする。

※ ｢法律の定めのない自治事務J及び ｢法律に定めのある自治事務｣にいう『法律｣は、 個別の行政分野について定める法律をいう。



一
般
国
道
二
二
九
号
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
験

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

一

は
じ
め
に

平
成
八
年
二
月
一
○
日
田
午
前
八
時
一
〇
分
こ
ろ
、
一

般
国
道
二
二
九
号
北
海
道
余
市
町
-
古
平
町
に
あ
る
豊
浜

ト
ン
ネ
ル
坑
ロ
部
に
お
い
て
、
ト
ン
ネ
ル
上
方
の
岩
盤
が

約
二
万
瀞
に
わ
た
っ
て
大
規
模
に
崩
落
し
、
ト
ン
ネ
ル
が

約
三
0
m
に
わ
た
り
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
通
行
中
の
路
線
バ
ス
一
台
と
乗
用
車
一

台
が
落
石
土
砂
に
埋
ま
り
、
二
〇
名
の
方
々
が
亡
く
な
る

と
と
も
に
一
名
の
方
が
負
傷
す
る
事
故
が
発
生
し
た
。

我
が
国
は
山
地
が
多
く
、
地
形
が
急
峻
で
あ
る
上
、
豪

雨
、
豪
雪
、
地
震
な
ど
、
厳
し
い
自
然
条
件
の
も
と
で
、

道
路
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

道
路
の
防
災
対
策
を
重
要
課
題
と
し
て
、
全
国
的
な
防
災

点
検
や
独
自
の
調
査
、
日
常
的
な
パ
ト
ロ
!
ル
な
ど
実
施

し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
、
事
故
を
防

今
回
の
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
の
経
過
に
つ
い
て
こ

ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
に
述
べ
る
。

今
回
の
事
故
を
重
く
受
け
止
め
、
事
故
後
直
ち
に
、
北

海
道
開
発
局
内
に
学
識
経
験
者
か
ら
な
る
調
査
委
員
会
を

設
置
し
、
事
故
の
原
因
に
つ
い
て
徹
底
究
明
を
図
る
こ
と

と
し
て
い
る
と
と
も
に
、
全
国
の
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、

ト
ン
ネ
ル
坑
口
部
等
の
の
り
面
･
斜
面
に
つ
い
て
緊
急
点

検
を
指
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
よ
う
な
大
規
模
岩
盤
の
崩
落
に
よ
る
被

災
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
に
、
幅
広
い
学
術
分
野
の
専

門
家
の
英
知
を
結
集
し
た
委
員
会
を
設
置
し
、
崩
壊
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
あ
わ
せ
て
、
調
査
･
計
画
か
ら
点
検
方
法
も

含
め
た
維
持
管
理
に
至
る
ま
で
の
技
術
的
な
諸
課
題
を
対

象
に
幅
広
い
視
野
か
ら
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
%

こ
に
述
べ
る
。

一
一
事
故
の
概
要

○
発
生
時
刻

平
成
八
年
二
月
一
○
日
田
午
前
八
時
一
〇

分
こ
ろ

②
発
生
場
所

北
海
道
古
平
郡
古
平
町
沖
町

豊
浜
ト
ン

･ネ
ル

③
発
生
状
況

豊
浜
ト
ン
ネ
ル
の
古
平
町
側
坑
ロ
か
ら
約

四
五
m
付
近
で
、
ト
ン
ネ
ル
上
方
の
岩
盤

(高
い
約
六
0
m
、
幅
約
四
○
m
、
厚
さ
約

%

一
0
m
)
が
崩
落
し
、
ト
ン
ネ
ル
が
約
三

伴

o
m
に
わ
た
り
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
)

首

@
気
象
状
況

二
月
九
日

四
時
一
五
分

大
雪
な
だ
れ

"

注
意
報

(
一
〇
日
一
七
時
四
〇
分
解
除
)



二
月
九
日

注
意
報

一
七
時
二
〇
分

風
雪
波
浪

の
山
塊
が
断
崖
絶
壁
と
し
て
日
本
海
に
迫
り
、
そ
の
荒
波

に
も
ま
れ
る
極
め
て
厳
し
い
地
勢
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た

こ
の
国
道
は
、
積
丹
町
、
古
平
町
に
お
け
る
唯
一
の
幹
線

道
路
で
あ
る
o

ト
ン
ネ
ル
の
完
成

昭
和
五
九
年
三
一月
完
成

ト
ン
ネ
ル
延
長

雪

○
八
六
m

規

格

三
種
二
級

幅
員

(車
道
七
･

五
m
、
歩
道
二
･
o
m
)

交

通

量

約
四
、
三
〇
〇
台
/
12
h

四

事
故
後
の
対
応

2
月
前
日

m
m
側

小
樽
開
発
建
設
部

｢
一般
国
道
二
二
九
号

古
平
町
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
対
策
本

部
｣
を
設
置

(本
部
長
m
小
樽
開
発
建
設

部
長
｣

u
m
m

｢余
市
町
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
事
故
対
策
本

部
｣
を
設
置

(本
部
長
"
余
市
町
長
)

12
m
の

建
設
省

｢
一
般
国
道
二
二
九
号
古
平
町
豊

浜
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
対
策
本
部
｣
を
設

置

(本
部
長
m
道
路
局
長
)

開
発
庁

｢
一
般
国
道
二
二
九
号
古
平
町
豊

浜
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
対
策
本
部
｣
を
設

置

(本
部
長
m
事
務
次
官
)

開
発
局

｢
一
般
国
道
二
二
九
号
古
平
町
豊

浜
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
対
策
本
部
｣
を
設

置

(本
部
長
m
局
長
)

｢古
平
町
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
事
故
対
策
本

部
｣
を
設
置
(本
部
長
m
古
平
町
長
)

13
m
即

開
発
局

事
故
調
査
団
現
地
派
遣

(団
長

m
開
発
土
木
研
究
所
構
造
部
長
、
他
三
一

名
)

蜷
"
即

小
樽
開
発
建
設
部

｢現
地
連
絡
本
部
｣
を

設
置

(本
部
長
…
小
樽
道
路
事
務
所
長
)

し
り
べし
し
ちょ-フ

蜷
"
卸

余
市
町
か
ら
後
志
支
庁
を
通
じ
陸
上
自
衛

隊
に
災
害
派
遣
を
要
請

(余
市
側
)人
力
で
ト
ン
ネ
ル
内
の
土
砂
除

去
作
業
開
始

野
m
卸

開
発
局

｢
一
般
国
道
二
二
九
号
豊
浜
ト
ン

ネ
ル
崩
落
事
故
調
査
委
員
会
｣を
設
置
(委

員
長
m
芳
村
北
大
名
誉
教
授
)

18
m
卸

建
設
省

現
地
調
査
団
四
名
派
遣

卸
m
の

国
土
地
理
院
か
ら
現
地
調
査
に
必
要
な
航

空
写
真
等
を
資
料
提
供

銘
m
20

｢豊
浜
ト
ン
ネ
ル
事
故
現
地
合
同
対
策
本

部
｣
を
設
置

(本
部
長
m
小
樽
道
路
事
務

所
長
、
メ
ン
バ
ー
m
小
樽
開
発
建
設
部
、

警
察
、
陸
上
自
衛
隊
、
関
係
町
等
)

2
月
~11
日
…

　

　
　

2

"
卸

建
設
省

現
地
調
査
団
現
地
到
着
、
調
査

開
始

齢
"
節

第
一
回
発
破
実
施

(穿
孔
本
数
…
二
二
本
、

メ r‐ 〆 - - 、 - - ｣′1--′ , そn‐元もJ′ノダ“●界ゞ露-"砒ゾ反"←ゼ7ナこげ,t“~マド/-

靴椴回避2 2 9号 豊浜トンネル 事故現場 三

道
路
及
び
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
の
概
況

一
般
国
道
二
二
九
号
の
中
で
余
市
町
潮
見
か
ら
歌
棄
間

は
、
ニ
セ
コ
･
積
丹
･
小
樽
海
岸
国
定
公
園
の
内
、
積
丹

半
島
の
玄
関
口
に
位
置
し
、
積
丹
岳
、
余
別
岳
の
凝
灰
岩



火
薬
量
…
二
五
〇
鱈
)

･
破
砕
土
量
…

-
、
六
〇
〇
岼

･
海
側
へ
下
の
方
か
ら
先
に
滑
り
落
と

す
計
画

国
土
地
理
院
の
現
地
調
査

(二
名
)
を
派

遣岡
部
開
発
庁
長
官

第
一
回
現
地
視
察

第
二
回
発
破
実
施

(穿
孔
本
数
ニ

ー
本
、

火
薬
量
二

八
五
鱈
)

･
破
砕
土
量
“
二
、
四
〇
〇
岼

･
頭
部
を
先
に
海
側
へ
倒
そ
う
と
計
画

建
設
省

岩
盤
除
去
作
業
専
門
家
八
名
を

現
地
に
派
遣

第
三
回
発
破
実
施

(穿
孔
本
数
二

五
本
、

火
薬
量
約
一
一六
六
喀
)

･
破
砕
土
量
…
二
、
五
0
0
鮮

･
岩
塊
を
粉
砕
目
的
で
実
施

･
岩
塊
の
内
部
に
ク
ラ
ッ
ク
が
か
な
り

発
生
し
、
細
か
く
分
割
さ
れ
た
状
態

と
推
定

･
お
お
む
ね
2
/
3
程
度
を
破
砕

2
月
12
日

9
…
00

m
…
"

AV
･
ハU

14
･
ハ"U

き
メ 　

　
＼
が 蟹 べく椒、

)

。
- -ゞ増誘　　　　 　　　　　

#ノメ
メ≦≦ 壷

- 般国道229号 豊浜トンネ

きく 瀞き
ざぜA、.･

ル偽 礬離別,.撮影)

2
月
惚
日

7
…
30

物
…
30

2
月
M
日

　
　
　

第
四
回
発
破
実
施

(穿
孔
本
数

火
薬
量
…

一
四
三
箱
)

一
二
本
、
4　

一般国道229号 豊浜トンネル付近 事故前 (平成 5年10月撮影)



　
　
　

2
月
15
日

5

"
00

m
…
35

･
破
砕
土
量
…
三
、
五
〇
〇
鮮

･
岩
塊
の
破
砕
を
ほ
ぼ
完
了

建
設
大
臣
現
地
督
励

ト
ン
ネ
ル
上
の
土
砂
は
除
去
完
了

破
砕
岩
の
除
去
作
業
着
手

　　
　信

旧豊浜トンネル 　

号

袖

信

一一L

交通確保の状況

迂回路延長(旧国道) L±1,550m

"

…
卸

自
衛
隊
が
ト
ン
ネ
ル
坑
内
の
掘
削
作
業
を

開
始

2
月
16
日

u
…
豆

乗
用
車
の
車
体
の
一
部

(
則
ド
ア

乗
用
車
の
車
体
の
一
部

(右
側
ド
ア
)
発

見

(道
警
発
表
)

開
発
局

｢
一
般
国
道
二
二
九
号
豊
浜
ト
ン

ネ
ル
崩
落
事
故
調
査
委
員
会
｣
第
一
回
委

員
会
開
催

被
災
者

(
一
名
)
発
見

被
災
者

(
一
名
)
死
亡
確
認

n
U
･
q
J

　
　
　
　　　

n
U
･
Q
J

　　
　
　　　

2
月
17
日

3
…
41

7

…
50

乗
用
車
被
災
者
身
元
確
認

バ
ス
の
後
部
確
認

(現
地
対
策
本
部
発

表
)

れ
…
"
頃

一
九
人
の
死
亡

(バ
ス
)
を
確
認
と
と

も
に
搬
出
完
了

れ
"
卸

現
地
合
同
対
策
本
部
解
散

2
月
=
5
18
日

建
設
大
臣
遺
族
宅
を
弔
問

2
月
19
日

7
…
00

迂
回
路
供
用
開
始

施
…
の

道
警
、
余
市
署
に

｢古
平
町
豊
浜
ト
ン
ネ

ル
崩
落
事
故
捜
査
本
部
｣
を
設
置

2
月
28
日

開
発
局

｢
一
般
国
道
二
二
九
号
豊
浜
ト
ン

ネ
ル
復
旧
工
法
技
術
委
員
会
｣
を
設
置

3
月
ー
日

｢大
規
模
岩
盤
崩
落
に
関
す
る
技
術
検
討

委
員
会
｣
を
設
置

(土
木
学
会
)

五

道
路
の
復
旧
対
策

旧
道
の
復
活

ふ
るぴ
ら
かも
え
な
い

事
故
後
、
一
般
道
道
古
平
神
恵
内
線
を
迂
回
路
と

し
て
利
用
し
た
。
そ
の
後
、
旧
道
を
国
道
区
域
に
編

入
し
、
平
成
八
年
二
月
一
九
日
よ
り
二
四
時
間
体
制

で
誘
導
員
等
を
配
置
し
、
終
日
片
側
交
互
交
通
に
て

通
行
確
保
し
た
。
三
月
一
一
日
か
ら
三
月
二
〇
日
ま

で
夜
間
通
行
止
め
と
し
て
、
雪
崩
及
び
落
石
対
策
の

た
め
ふ
と
ん
篭
等
の
安
全
施
設
を
整
備
し
た
。

現
道
の
復
旧

現
道
の
復
旧
に
つ
い
て
は
、
現
場
検
証
後
ト
ン
ネ

ル
の
安
全
性
確
保
の
た
め
、
地
質
、
構
造
物
等
の
調

査
を
実
施
、
二
月
二
八
日
に

｢復
旧
工
法
技
術
検
討

委
員
会
｣
を
設
置
し
、
三
月
一
八
日
に
第
一
回
委
員

会
を
開
催
。
早
急
に
復
旧
工
法
に
関
す
る
結
論
を
出

す
こ
と
と
し
て
い
る
。

六

お
わ
り
に

当
該
事
故
を
受
け
て
実
施
し
た
、
ト
ン
ネ
ル
坑
ロ
部
等

の
緊
急
点
検
の
結
果
、
対
策
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
箇
所

に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
度
予
算
に
お
い
て
重
点
的
に
対

策
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
平
成
八
年
度
に
お
い
て
全
国

総
点
検
の
実
施
を
予
定
し
て
お
り
、
全
国
的
な
防
災
対
策

を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

至

豊浜トンネル L = 1

V W = 10 .25m



都
道
府
県
通
の
路
線
認
定
基
準
鞠
並
後
の

路
線
認
建
状
況

道
路
局
路
政
課

表 1 平成6･7年度のブロック別認定状況

フ"ロック 定 約(km) 廃止 約(kの

北海道 ･ 東北 主450 450

関 東 700 160

北 陸 3 県 400 100

中 部 850 400

近 畿 400 100

中 国 600 170

四 国 400 50

九州 ･ 沖縄 500 "

計 鰔 脚

46 道行セ 96.4

っ
た
と
推
察
す
る
。

ま
た
、
地
方
選
挙
等
の
事
情
で
作
業
が
翌
年
度
に
ず
れ

込
ん
だ
り
、
じ
っ
く
り
腰
を
す
え
て
既
存
の
路
線
ま
で
見

直
し
を
し
た
県
は
七
年
度
認
定
を
目
指
し
、
現
在
、
大
臣

認
可
申
請
中

(平
成
八
年
三
月
認
可
予
定
)
の
も
の
も
含

一

は
じ
め
に

平
成
六
年
六
月
、
都
道
府
県
道
の
路
線
認
定
基
準
の
改

正
が
行
わ
れ
、

①
網
値
の
廃
止

②
主
要
停
車
場
、
主
要
観
光
地
等
の
数
値
要
件
の
廃

止
③
主
な
観
光
地
の
追
加

④
地
方
開
発
路
線
要
件
の
緩
和

⑤
高
速
道
路
イ
ン
タ
ー
線
等
開
発
類
型
の
追
加

等
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

基
準
改
正
か
ら
約
二
年
が
経
ち
、
各
都
道
府
県
に
お
い

て
も
、
国
道
昇
格

(平
成
五
年
四
月
)
や
、
主
要
地
方
道

の
追
加
指
定

(同
五
月
)
後
、
広
域
道
路
網
計
画
、
地
方

道
路
計
画
等
、
将
来
構
想
を
ふ
ま
え
た
道
路
網
の
計
画
、

既
存
地
方
道
の
改
良
の
進
捗
や
財
政
制
約
、
管
内
市
町
村

か
ら
の
要
望
等
、
様
々
な
要
因
、
観
点
か
ら
認
定
作
業
を

行
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
基
準
改
正
後
の
各
都

道
府
県
の
新
規
路
線
認
定
状
況
を
概
報
し
、
参
考
に
供
し

た
い
と
考
え
る
o

二

都
道
府
県
の
路
線
認
定
状
況

平
成
六
年
度
中
に
認
可
さ
れ
た
も
の
は
認
定
約
三
五
〇

路
線
、
約
三
、
五
〇
〇
如
、
廃
止
が
約
二
三
〇
路
線
、
約

一
、
二
〇
〇
如
で
、
実
質
約
二
、
0
○
○
畑
以
上
の
都
道

府
県
道
の
増
と
な
っ
た
。

基
準
改
正
前
か
ら
あ
る
程
度
の
準
備
を
し
て
い
た
と
こ

ろ
も
あ
る
が
、
平
成
六
年
の
六
月
に
改
正
通
達
を
出
し
て

か
ら
わ
ず
か
半
年
の
間
に
県
内
調
整
を
行
い
、
議
会
の
議

決
ま
で
取
り
つ
け
た
自
治
体
の
苦
労
は
並
大
抵
で
は
な
か



表 2 該当号別認定路線数

愕 主要地と主要地･主要港･主要停車場･主要な観光地を連絡する道路 m
房 主要港と主要停車場等を連絡する道路 リム

踞 主要停車場と主要な観光地を連絡する道路 ワ!

鍔 二以上の市町村を経由し主要地等を連絡する道路 “

房 主要地等と高速自動車国道等を連絡する道路 189

碍 め嫌
糊

縦
純

詢
贓

麟
糊鴬めの燃地 264

め
、
約
二
五
〇
路
線
、
約
一
、
八
〇
〇
如
が
認
定
、
約
六

○
路
線
、
約
三
○
○
騒
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
結
果
、
基
準
改
正
後
約
六
〇
〇
路
線
の
地
方
道
が

新
た
に
認
定
さ
れ
、
約
三
〇
〇
路
線
が
廃
止
と
な
り
、
実

延
長
で
約
三
、
八
〇
〇
顔
の
昇
格
と
な
っ
た

(表
ー
)。

三

今
回
認
定
路
線
の
特
徴

認
定
路
線
を
道
路
法
第
七
条
の
都
道
府
県
道
認
定
該
当

号
別
で
見
て
み
る
と
、
1
号
該
当
、
5
号
該
当
、
6
号
該

当
が
お
よ
そ
二
m
三
…
四
の
比
率
で
全
体
の
約
九
割
を
な

し
て
い
る
。
残
り
一
割
の
中
で
は
4
号
該
当
路
線
が
目
立

つ
程
度
で
、
2
号
、
3
号
該
当
は
ほ
と
ん
ど
な
い
(表
2
)。

特
に
6
号
該
当
の
地
方
開
発
路
線
は
、
地
域
開
発
計
画

等
を
推
進
･
支
援
す
る

｢開
発
計
画
推
進
路
線
｣
と
環
状

線
や
半
島
･
特
別
豪
雪
地
帯
な
ど
そ
の
地
域
の
活
性
化
等

を
目
的
と
し
た

｢特
例
開
発
路
線
｣
と
に
分
か
れ
て
い
る

が
、
表
2
に
示
す
と
お
り
基
準
改
正
後
の
認
定
路
線
は
こ

の
6
号
該
当
が
一
番
多
い
。
(詳
し
い
資
料
は
な
い
が
、
改

正
前
、
つ
ま
り
既
存
の
都
道
府
県
道
も
6
号
路
線
が
多
数

を
占
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
)

こ
の
開
発
計
画
推
進
路
線
と
特
例
開
発
路
線
は
、
前
者

に
は
旧
基
準
の
中
に
他
の
l
i
5
号
該
当
路
線
と
同
じ
よ

う
に
い
わ
ゆ
る
網
値
の
充
足
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
別
に
最
低
実
延
長
や
、
費
用
便
益
計
算
の
し
ば
り
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
具
備
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の
に

対
し
、
後
者
は
こ
れ
ら
の
制
約
が
も
と
も
と
な
か
っ
た
と

こ
ろ
が
認
定
の
際
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
っ
た
。

そ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
｢網
値
の
廃
止
｣、
｢最
低
路
線

延
長
の
廃
止
｣、
そ
し
て
｢費
用
便
益
比
率
の
撤
廃
｣、
｢主

要
地
方
道
以
上
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
一
般
都
道
府
県
道
接
続

で
も
よ
い
こ
と
に
し
た
｣
こ
と
に
よ
り
、
路
線
の
性
格
は

と
も
か
く
、
認
定
上
の
差
異
は
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。

認
定
数
は
開
発
計
画
推
進
路
線
だ
け
で
今
回
約
六
〇
〇

路
線
の
う
ち
お
よ
そ
一
五
%
に
あ
た
り
、
特
例
開
発
路
線

を
含
め
た
6
号
該
当
路
線
全
体
の
中
で
も
1
/
3
近
く
を

l占
め
て
い
る
。

各
県
の
認
定
担
当
者
の
話
を
聞
い
て
み
て
も
、
｢網
値
と

延
長
の
制
約
が
な
く
な
っ
た
の
が
非
常
に
大
き
い
。｣
そ
う

で
あ
る
。

開
発
計
画
推
進
路
線
と
い
う
か
ら
に
は
何
ら
か
の
開
発

計
画
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
路
線
を
引
く
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
開
発
計
画
に
新
基
準
で
は
、

･
研
究
学
園
都
市
開
発

･
流
通
業
務
施
設
整
備
計
画

･
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区

を
追
加
し
た
。

し
か
し
、
今
回
認
定
さ
れ
た
路
線
の
中
で
、
新
た
に
追

加
さ
れ
た
よ
う
な
計
画
を
用
い
た
も
の
は
一
〇
路
線
に
も

満
た
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
前
記
し
た
三
つ
の
開
発
計
画
等

が
新
し
い
基
準
で
明
文
化
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
従
来
基

準
で
も
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

裏
返
し
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
(計
画
の
内
容
と
し
て
は
工

業
、
住
宅
団
地
計
画
が
大
多
数
で
、
観
光
開
発
が
少
数
あ

っ
た
程
度
で
あ
る
。)

そ
れ
で
も
、
こ
の
開
発
計
画
路
線
が
多
数
認
定
と
な
っ

た
の
は
網
値
と
い
う
制
約
が
な
く
な
り
、
四
虹
以
上
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
な
く
な
っ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
主
要
地
方

道
以
上
に
タ
ッ
チ
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
条
件
の
緩
和

も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

一
方
、
6
号
の
中
で
特
例
開
発
路
線
の
方
に
着
目
し
て
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み
る
こ
と
に
す
る
。
改
正
後
の
認
定
基
準
で

｢第
三
地
方

開
発
路
線
の
要
件
｣
の
二
の
H
か
ら
国
が
こ
れ
に
あ
た
る

が
、
旧
基
準
か
ら
あ
る
H
か
ら
圓
を
A
群
に
、
新
た
に
追

加
ま
た
は
他
の
通
達
を
取
り
込
ん
だ
鋤
か
ら
の
を
B
群
に

分
類
す
る
。
A
群
に
つ
い
て
は
も
と
も
と
基
準
に
あ
っ
た

も
の
で
は
あ
る
が
、
H
の
環
状
線
以
外
は
数
値
基
準
を
は

ず
し
て
い
る
し
、
逆
に
B
群
の
囚
旧
国
道
区
間
に
つ
い
て

は
、
今
回
追
加
と
は
言
っ
て
も
、
も
と
も
と
通
達

(数
値

的
基
準
は
今
回
の
取
り
込
み
時
に
廃
止
)
が
あ
っ
た
も
の

な
の
で
、
単
純
に
分
類
す
べ
き
で
は
な
い
感
も
あ
る
が
、

A
群
の
一
･
五
倍
、
一
〇
〇
を
越
え
る
路
線
数
が
B
群
と

し
て
、
つ
ま
り
今
回
追
加
さ
れ
た
基
準
の
路
線
が
認
定
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。

A
群
が
H
か
ら
囲
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
一
○
-
二
〇
路
線
と

平
均
的
な
の
に
対
し
、
B
群
の
国
か
ら
の
の
方
は
、
約
七

割
が
国
の
山
村
過
疎
地
域
内
の
路
線
で
圧
倒
的
多
数
で
あ

り
、
A
群
の
合
計
数
と
鋤
の
単
独
路
線
数
と
が
ほ
ぼ
同
数

な
の
に
驚
か
さ
れ
た
。

次
い
で
、
闇
の
イ
ン
タ
ー
線
が
B
群
の
1
/
4
を
占
め
、

国
の
半
分
以
下
で
は
あ
る
が
、
A
群
の
H
か
ら
回
の
ど
れ

よ
り
も
多
か
っ
た
。

㈹
と
の
は
そ
れ
ぞ
れ
一
桁
に
と
ど
ま
っ
た
。
弱
の
旧
国

道
処
理
関
連
は
と
も
か
く
、
鯏
の
交
流
ふ
れ
あ
い
ト
ン
ネ

ル
等
を
適
用
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
(表
3
)
。

表 3 6号 地方開発路線内訳

一 開発計画推進路線 84

二 特例開発路線 180

H 環状線 (11)

□ 離島･半島 (18)

園 特別豪雪地帯 (23)

四 相当規模の主要な集落 (19)

圏 振興山村 ･ 過疎地域 (70)

閑 地域間交流 ( 3)

㈲ インター線 (29)

(刃 旧国道区間 ( 7)

A

B

四

今
後
の
認
定
路
線
の
見
通
し

平
成
六
年
度
当
初
に
各
都
道
府
県
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

い
、
基
準
改
正
を
前
提
に
都
道
府
県
道
昇
格
の
延
長
予
定

を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
総
数
約
八
、
八
〇
〇
蝿

が
新
た
に
認
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

基
準
改
正
後
、
約
二
年
で
各
都
道
府
県
の
う
ち
四
三
で

一
度
な
い
し
二
度
、
大
臣
認
可
作
業
が
な
さ
れ
た
。
都
道

府
県
に
よ
っ
て
は
、
一
度
大
規
模
な
追
加
認
定
を
行
っ
て
、

今
後
し
ば
ら
く
は
昇
格
は
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
と
、
何

年
か
に
分
け
て
、
県
内
調
整
を
行
い
、
順
次
行
っ
て
い
く

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
平
成
八
年
度
は
、
い
く
つ
の
都

道
府
県
が
認
定
作
業
を
行
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
記

し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
予
定
数
か
ら
す
る
と
、
今
後
数
年
間

で
、
六
･
七
年
度
と
同
数
か
そ
れ
以
上
の
延
長
の
都
道
府

県
昇
格
も
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。



第
三
期
電
線
類
地
中
化
五
箇
年
謝
画

荻
原

直
彦

新
た
な
電
線
類
の
地
中
化
計
画

(第
三
期
電
線
類
地
中

化
第
五
箇
年
計
画
)
を
策
定
す
る
た
め
、
関
係
省
庁
、
関

係
事
業
者
等
か
ら
な
る

｢電
線
類
地
中
化
推
進
検
討
会

議
｣
に
お
い
て
検
討
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

平
成
八
年
一
月
一
六
日
、
同
会
議
報
告
が
別
添
の
と
お
り

と
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

現
在
、
当
該
報
告
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
整
備
箇
所
等

を
決
め
る
た
め
、
格
地
方
建
設
局
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
ご
と
に

関
係
省
庁
や
関
係
事
業
者
等
の
間
で
調
整
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る

(平
成
七
年
度
の
整
備
箇
所
等
に
つ
い
て

は
、
他
年
度
に
先
行
し
て
取
り
決
め
済
み
で
あ
る
)。

一
報
告
ポ
イ
ン
ト

①

背
景
及
び
基
本
的
な
考
え
方

安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
確
保
、
都
市
災
害
の
防
止
、

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
信
頼
性
の
向
上
、
都
市
景
観

の
向
上
等
の
観
点
か
ら
の
電
線
類
地
中
化
に
対
す
る
社
会

的
要
請
の
高
ま
り
や

｢電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
｣
の
制
定
な
ど
を
踏
ま
え
、
平
成
七
年
度
以

降
、
よ
り
一
層
積
極
的
に
電
線
類
の
地
中
化
を
推
進
し
て

い
く
‐こ
と
と
もす
′る
。

②

地
中
化
の
規
模

地
中
化
規
模
は
、
電
線
共
同
溝
の
先
行
的
整
備
を
実
施

す
る
規
模
を
加
え
、
今
後
、
平
成

=

年
度
ま
で
の
五
年

間
で
二
、
0
0
0
額
程
度
の
地
中
化
を
実
施
す
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
関
係
者
が
努
力
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

二

建
設
省
の
取
り
組
み

第
三
期
電
線
類
地
中
化
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
、
電
線

共
同
溝
の
整
備
を
強
力
に
推
進
す
る
。
ま
た
、
電
線
共
同

溝
の
整
備
の
ほ
か
、
道
路
、
下
水
道
、
河
川
の
公
共
施
設

管
理
用
光
フ
ァ
イ
バ
ー
の
整
備
と
提
携
し
つ
つ
、
情
報
ハ

イ
ウ
ェ
イ
の
構
築
を
推
進
す
る
。

な
お
、
道
路
管
理
用
光
フ
ァ
イ
バ
ー
に
つ
い
て
は
平
成

一
一
年
度
ま
で
に
約
五
、
○
○
○
額
を
整
備
す
る
こ
と
と

ず
′る
。



(別
添
)電

線
類
地
中
化
推
進
検
討
会
議
報
告

1

経
緯
及
び
現
状

電
線
類
の
地
中
化
に
つ
い
て
は
、
二
期
に
わ
た
る
電
線

類
地
中
化
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
、
関
係
行
政
機
関
の
支

援
、
地
域
住
民
等
の
協
力
の
下
に
電
線
管
理
者
の
多
大
な

投
資
努
力
及
び
道
路
管
理
者
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
当
初

の
計
画
を
前
倒
し
し
つ
つ
、
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
平
成
六
年
度
末
に
は
約
二
、

○
0
0
虹
の
地
中
化
を
達
成
す
る
に
到
っ
て
い
る
。

近
年
、
価
値
観
の
多
様
化
等
を
背
景
に
ゆ
と
り
と
豊
か

さ
が
求
め
ら
れ
る
時
代
を
迎
え
、
安
全
で
快
適
な
通
行
空

間
の
確
保
、
都
市
災
害
の
防
止
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
信
頼
性
の
向
上
、
都
市
景
観
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
、

電
線
類
地
中
化
の
社
会
的
要
請
は
一
層
高
ま
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
社
会
的
要
請
を
背
景
に
、
平
成
七

年
三
月
に
は

｢電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
｣
が
制
定
さ
れ
、
電
線
類
地
中
化
に
係
る
新
た
な
制

度
が
作
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

2

基
本
的
考
え
方

電
線
類
の
地
中
化
は
、
安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
確

保
、
都
市
災
害
の
防
止
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
信

頼
性
の
向
上
、
都
市
景
観
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
、
地
域

と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
、
社
会
資
本
整
備
の
一
環
と
し
て
、

関
係
都
市
者
間
の
密
接
な
協
力
の
下
に
、
平
成
七
年
度
以

降
、
よ
り
一
層
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

そ
の
際
、
建
設
費
用
、
需
要
変
動
へ
の
即
応
性
、
事
故

時
の
早
期
復
旧
等
の
面
で
留
意
す
べ
き
点
も
あ
る
こ
と
に

か
ん
が
み
、
電
気
事
業
、
電
気
通
信
事
業
等
の
健
全
な
発

展
と
の
調
和
を
図
る
も
の
と
す
る
。

3

地
中
化
地
域
の
範
囲
の
考
え
方

地
中
化
実
施
箇
所
は
、
そ
の
必
要
性
、
整
備
効
果
等
が

高
い
以
下
の
地
中
化
対
象
地
域
の
中
か
ら
選
定
す
る
。

①

需
要
密
度
及
び
需
要
の
安
定
性
、
施
工
の
難
易
性

並
び
に
景
観
保
持
の
重
要
性
か
ら
昭
和
六
〇
年
一
〇

月
の

｢キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
研
究
委
員
会
報
告
｣
に
お

け
る
地
中
化
地
域
の
範
囲
に
相
当
す
る
地
域

②

都
市
の
再
開
発
等
に
合
わ
せ
て
総
合
的
な
都
市
造

り
の
一
環
と
し
て
先
行
的
に
地
中
化
を
行
う
、
上
記

①
の
地
域
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
地
域

③

上
記
①
又
は
②
に
該
当
し
な
い
地
域
で
あ
っ
て
、

安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
確
保
、
都
市
災
害
の
防

止
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
!
ク
の
信
頼
性
の
向
上
、

都
市
景
観
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
特
に
地
中
化
の
必

要
性
が
高
い
以
下
の
地
域

･
地
域
活
性
化
に
資
す
る
地
方
都
市
の
主
要
道
路
沿

道
地
域

･
比
較
的
大
規
模
な
商
業
業
務
地
域

･
地
域
住
民
等
多
数
の
人
が
集
ま
る
文
化
施
設
周
辺

地
域

･
主
要
官
公
庁
等
事
務
所
が
集
中
し
て
い
る
オ
フ
ィ

ス
街

･
主
要
な
駅
の
周
辺
等
街
の
玄
関
口
を
中
心
と
す
る

地
域

･
歩
行
者
等
の
通
行
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ゾ
ー
ン
を
形
成
す
る
地
域

･
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
地
域

･
歴
史
的
風
土
保
存
･
形
成
地
区

･
都
市
計
画
法
に
お
け
る
風
致
地
区
、
美
観
地
区

･
国
際
観
光
施
設
周
辺
地
域

な
お
、
地
中
化
対
象
地
域
内
に
、
歩
道
整
備
等
の
事
業

が
行
わ
れ
て
い
る
箇
所
、
災
害
時
の
避
難
道
路
等
と
し
て

指
定
さ
れ
て
い
る
道
路
等
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
具
体

的
な
地
中
化
実
施
箇
所
の
選
定
過
程
に
お
い
て
実
施
時
期

等
を
考
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

4

地
中
化
の
進
め
方

の

地
中
化
の
方
式

電
線
類
の
地
中
化
は
、道
路
管
理
上
の
要
請
、電
力
･

通
信
の
安
定
供
給
の
確
保
、
収
容
及
び
作
業
空
間
の
確



保
の
観
点
か
ら
の
施
工
の
難
易
性
、
支
障
物
件
の
状
況
、

力
･
通
信
の
需
要
が
増
大
し
、
需
要
密
度
が
比
較
的
高

経
済
性
等
を
総
合
的
に
評
価
し
、
適
切
な
方
式
を
選
定

立
“

し
て
い
る
池
或

、3
1
ご

、

る
也

男
-
-
≠

す
る
。
そ
の
際
、
関
係
者
が
協
力
し
、
道
路
管
理
上
の

観
点
か
ら

｢電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
｣
に
基
づ
く
*
電
線
共
同
溝
方
式
を
積
極
的
に
採

用
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
電
線
共
同
溝
方
式
以
外
の
方
式
に
は
、
地
方

自
治
体
が
管
路
設
備
を
整
備
す
る
方
式

(以
下

｢自
治

体
管
路
方
式
｣
と
い
う
。)、
電
線
管
理
者
が
単
独
で
実

施
す
る
方
式

(以
下
｢単
独
地
中
化
方
式
｣
と
い
う
。)

が
あ
る
が
、
地
方
自
治
体
が
管
理
す
る
道
路
に
お
い
て

は
、
道
路
の
機
能
及
び
需
要
密
度
等
地
域
の
実
態
に
即

し
、
関
係
者
が
協
力
し
て
、
電
線
共
同
溝
方
式
又
は
自

治
体
管
路
方
式
を
採
用
す
る
よ
う
努
め
る
。

*

電
線
共
同
溝
方
式
に
は
、
地
方
自
治
体
が
管
理
す

る
道
路
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
が
補
助
事
業
と

し
て
行
う
も
の
と
、
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
も

の
が
あ
る
。

道
路
管
理
者
以
外
の
者
の
行
う
地
方
単
独
事
業
と

し
て
行
う
電
線
共
同
溝
方
式
に
お
い
て
は
、
地
方
自

治
体
が
道
路
法
第
二
四
条
に
基
づ
く
工
事
に
よ
り
整

備
し
、
道
路
管
理
者
が
電
線
共
同
溝
と
し
て
管
理
す

る
も
の
で
あ
る
。

②

電
線
共
同
溝
の
先
行
的
整
備

3
③
の
地
域
で
あ
っ
て
、
都
市
開
発
等
に
よ
り
電

位
で
安
定
し
て
い
る
地
域
等
3
①
に
準
ず
る
地
域
に
な

る
こ
と
が
高
い
確
度
で
見
込
ま
れ
る
地
域
に
お
い
て
、

電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
一
部
が
将
来
需
要
が
増

大
し
た
後
に
入
溝
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
電
線
共

同
溝
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る

(以
下

｢電
線
共
同

溝
の
先
行
的
整
備
｣
と
い
う
。)。

電
線
共
同
溝
の
先
行
的
整
備
の
区
間
に
お
け
る
電
線

類
の
地
中
化
の
時
期
は
、
後
に
入
溝
す
る
こ
と
と
な
る

一
部
の
電
線
管
理
者
に
係
る
需
要
密
度
の
動
向
を
踏
ま

え
、
先
行
的
整
備
完
了
後
概
ね
数
年
以
内
を
目
途
と
す

る
%

③

地
中
化
の
推
進
組
織

電
線
類
の
地
中
化
を
実
施
す
る
に
際
し
て
は
、
道
路

管
理
者
、
電
線
管
理
者
、
地
方
自
治
体
等
関
係
者
か
ら

成
る
電
線
類
地
中
化
協
議
会

(全
国
一
〇
ブ
ロ
ッ
ク
ご

と
に
設
置
、
以
下

｢協
議
会
｣
と
い
う
。)
に
お
い
て
、

構
成
員
の
意
見
を
十
分
反
映
し
た
協
議
に
よ
り
、
地
中

化
の
実
施
箇
所
等
を
ま
と
め
た
五
年
間
の
基
本
構
想
を

策
定
し
て
計
画
的
に
進
め
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
際
、
共
架
物
件
及
び
支
障
物
件
の
移
設
調
整
、
工

程
調
整
な
ど
円
滑
で
効
果
的
な
地
中
化
の
事
業
実
施
に

資
す
る
た
め
に
、
道
路
管
理
者
、
電
線
管
理
者
、
地
方

自
治
体
等
関
係
者
か
ら
成
る
都
道
府
県
単
位
な
ど
の
地

方
部
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
す
る
。

5

費
用
負
担
の
有
り
方

電
線
類
地
中
化
に
伴
う
費
用
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と

お
り
、
道
路
管
理
者
、
電
線
管
理
者
、
地
方
自
治
体
等
で

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

○

電
線
共
同
溝
方
式

D

3
①
又
は
②
の
地
域

｢電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
｣
に
基
づ
き
道
路
管
理
者
及
び
電
線
管
理
者
が
負

担
す
る
。

の

3
③
の
地
域
で
あ
っ
て
、
需
要
密
度
が
比
較
的
高

位
で
安
定
し
て
い
る
地
域
等
3
①
に
準
じ
た
地
域

道
路
管
理
者
は
、
｢電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
｣
に
基
づ
き
道
路
管
理
者
が
負
担
す

る
費
用
に
加
え
、
電
線
管
理
者
の
行
う
設
備
の
移
設

費
用
に
対
し
て
一
部
補
償
を
行
う
。
道
路
管
理
者
以

外
の
地
方
自
治
体
が
行
う
場
合
に
は
、
地
方
自
治
体

は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
費
用
に
つ
い
て
電
線
管
理

者
と
調
整
し
た
額
を
負
担
す
る
と
と
も
に
、
電
線
管

理
者
の
行
う
設
備
の
移
設
費
用
に
対
し
て
一
部
補
償

を
行
う
。

め

3
③
の
地
域
で
あ
っ
て
、
需
要
密
度
が
比
較
的
高

位
で
安
定
し
て
い
る
地
域
等
3
①
に
準
じ
た
地
域
に

な
る
こ
と
が
高
い
確
度
で
見
込
ま
れ
る
地
域

先
行
的
整
備
完
了
後
概
ね
数
年
以
内
に
入
溝
す
る

場
合
は
、
*原

則
と
し
て
の
の
費
用
負
担
に
同
じ
。



*

電
線
共
同
溝
の
整
備
後
即
時
入
溝
の
場
合
は
め

の
費
用
負
担
に
同
じ
。

の

自
治
体
管
路
方
式

管
路
設
備
の
材
料
費
及
び
敷
設
費
を
地
方
自
治
体
が

負
担
し
、
残
り
を
電
線
管
理
者
が
負
担
す
る
。

③

単
独
地
中
化
方
式

3
①
又
は
②
の
地
域
に
お
い
て
、
全
額
電
線
管
理
者

が
負
担
す
る
。

④

そ
の
他

例
え
ば
以
下
の
地
域
で
あ
っ
て
、
需
要
密
度
が
比
較

的
低
い
が
、
地
中
化
の
実
施
に
係
る
技
術
的
問
題
が
回

避
で
き
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
全
額
要
請

者
が
負
担
す
る
。

･
歩
行
者
等
の
通
行
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ゾ
ー
ン
を
形
成
す
る
地
域

･
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
地
域

･
歴
史
的
風
土
保
存
･
形
成
地
区

･
都
市
計
画
法
に
お
け
る
風
致
地
区
･
美
観
地
区

･
国
際
観
光
施
設
周
辺
地
域

等

6

地
中
化
の
規
模

地
中
化
規
模
は
、
電
線
共
同
溝
の
先
行
的
整
備
を
実
施

す
る
規
模
を
加
え
、
平
成
七
年
度
か
ら
一
一
年
度
ま
で
の

五
年
間
に
二
、
○
○
○
如
程
度
の
地
中
化
を
実
施
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
関
係
者
が
努
力
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

7

地
中
化
事
業
の
進
め
方

電
線
類
の
地
中
化
は
、
電
線
類
地
中
化
協
議
会
で
協
議

し
合
意
さ
れ
た
道
路
に
お
い
て
、
合
意
さ
れ
た
方
式
に
よ

り
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

(道
路
局
道
路
環
境
課
情
報
シ
ス
テ
ム
係
長
)

本
誌
は
、
平
成
二
年
四
月
の
創
刊
以
来
、
皆
様
の
御
支
援
を
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の

度
、
誌
面
の
な
お
一
層
の
充
実
の
た
め
、
読
者
の
皆
様
方
か
ら
の
原
稿
を
掲
載
す
る
コ
ー
ナ

ー
を
設
け
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

日
頃
道
路
･
道
路
行
政
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
、
現
場
か
ら
の
生
の
話
題
、
ユ
ニ
ー

ク
な
試
み
、
海
外
へ
の
出
張
報
告
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
御
立
場
か
ら
自
由
に
テ
ー
マ
を
選
び
、

四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
五
!
一
〇
枚
程
度
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。

奮
っ
て
の
御
応
募
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
投
稿
原
稿
の
採
否
、
掲
載
号
、
送
り
ガ
ナ
等
文
章
表
現
に
つ
き
ま
し
て
は
、
事
務

局
に
御
一
任
下
さ
い
。
掲
載
原
稿
に
つ
き
ま
し
て
は
、
薄
謝
を
進
呈
い
た
し
ま
す
。

宛
先

〒
-
○
○

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
ニ
ー
-
-
三

建
設
省
道
路
局
路
政
課
内

｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣
事
務
局



福井県土木部道路建設課

は
じ
め
に

福
井
県
は
日
本
列
島
の
日
本
海
沿

岸
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
し
、
越
前

と
若
狭
の
二
国
か
ら
な
る
。
敦
賀
市

と
美
浜
町
の
境
の

｢関
峠
｣
以
東
が

越
前
、
以
西
が
若
狭
で
あ
る
が
、
現

在
、
敦
賀
市
と
今
庄
町
と
の
間
の
木

ノ
芽
山
嶺
を
境
と
し
て
、
以
北
を
嶺

北
地
区
、
以
南
西
を
嶺
南
地
区
と
よ

ん
で
い
る
。

嶺
北
地
区
は
、
石
川
･
岐
阜
県
境

　
　
　　　

か
ら
続
く
山
地
部
と
九
頭
竜
川
、
日

あ
す
わ

野
川
、
足
羽
川
の
三
河
川
が
形
成
す

る
福
井
平
野
な
ど
か
ら
な
る
。
平
野

部
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
は
、
産
業
経
済

の
中
心
で
あ
る
福
井
市
、
鯖
江
市
、

た
け
ふ

武
生
市
が
南
北
に
並
び
、
九
頭
竜
川

上
流
部
の
盆
地
に
は
大
野
市
と
勝
山

市
が
あ
り
、
奥
越
高
原
リ
ゾ
ー
ト
構

想
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
海
岸
部
は
、

東
尋
坊
･
越
前
松
島
な
ど
の
景
勝
地
、

冬
季
に
は
水
仙
の
咲
き
匂
う
隆
起
性

海
岸
の
越
前
海
岸
が
あ
り
、
越
前
加

賀
海
岸
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い

ろ
･0

嶺
南
地
区
は
、
若
狭
湾
の
陥
没
に

よ
り
で
き
た
リ
ア
ス
式
海
岸
と
、
狭

小
な
平
野
部
に
わ
か
れ
て
い
て
、
対

岸
貿
易
の
拠
点
敦
賀
港
の
あ
る
敦
賀

市
、
海
の
あ
る
奈
良
と
い
わ
れ
る
若

狭
国
府
の
小
浜
市
が
あ
る
。
若
狭
湾

沿
岸
に
は
豪
壮
な
断
崖
の
蘇
洞
門
、

女
性
的
な
美
し
さ
の
三
方
五
湖
が
あ

り
、
若
狭
湾
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
、

近
畿
や
中
京
か
ら
多
く
の
海
水
浴
客

が
訪
れ
る
。
嶺
南
地
区
は
、
嶺
北
地

区
の
北
陸
型
の
気
候
に
比
べ
、
山
陰

型
に
近
い
気
候
で
雪
は
少
な
い
。
ま

た
、
畿
内
に
隣
接
し
て
い
る
だ
け
に
、

言
語
、
風
俗
等
京
都
風
の
文
化
の
色

彩
が
濃
厚
で
あ
る
。

北
陸
は
古
く
は
越
国

(こ
し
の
く

に
)
と
よ
ば
れ
、
越
国
が
越
前
･
越

中
･
越
後
の
三
国
に
分
か
れ
た
の
は

七
世
紀
の
持
統
朝
の
頃
で
あ
り
、
若

狭
は
そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と

い
わ
れ
る
。
越
前
国
は
、
の
ち
の
七

一
八
年

(養
老
二
)
に
能
登
国
が
独

立
し
、
八
二
三
年

(弘
仁
一
四
)
に

加
賀
国
が
独
立
し
た
。
こ
う
し
て
若

狭
･
越
前
･
加
賀
･
能
登
･
越
中
･

越
後
･
佐
渡
の
七
国
が
畿
内
･
七
道

の
一
つ
北
陸
道
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
北
陸
道
は
、
京
か
ら
北
に

向
か
う
陸
の

｢道
｣
で
あ
る
と
と
も

に
、
そ
の
道
に
繋
が
る

｢地
域
｣
を

表
し
て
い
た
。

越
前
･
若
狭
の
両
国
は
、
畿
内
か

ら
北
陸
道
へ
の
入
ロ
に
あ
た
り
、
地

理
的
に
近
畿
に
近
い
こ
と
か
ら
、
古

来
よ
り
近
畿
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
、

交
通
、
文
化
、
経
済
と
も
に
盛
ん
な

交
流
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
陸
と
の

つ
な
が
り
も
架
く
、
勒
海
国
か
ら
越

前
に
六
回
来
着
し
て
い
る
。
平
安
初

期
に
は
、
大
陸
か
ら
の
渡
来
人
を
接

待
す
る
た
め
敦
賀
に
松
原
客
館
が
設

け
ら
れ
、
大
陸
か
ら
の
玄
関
口
で
も

あ

っ
た
。
こ
の
た
め
、
本
県
は
、
近

畿
地
方
に
次
い
で
、
社
会
･
経
済
の

発
展
が
は
や
く
す
す
ん
だ
地
域
で
あ

っ
た
。

現
在
の
福
井
県
は
、
北
陸
地
方
、

近
畿
地
方
、
中
部
地
方
の
三
つ
の
地

域
の
重
な
り
合
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、

各
々
の
地
域
と
の
交
流
の
歴
史
が
あ

る
こ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
の
通
り

{- {
　　

　 　シリーズ 窃②逼 呂②艫

越前◎若狭
歴史の遵あれこれ



　

　

騙
れ

路線名 主 要 な 峠 名
号RU 1 牛ノ谷峠 2 春日野峠 3 新道野越

2 7号 4 関峠 5 倉見峠 6 吉坂拌
1 6 1号 7 山中峠
1 5 7号 8 谷峠 9 漂B韓
1 5 8号 lo花山峠 = 油坂峠
1 6 2号 複堀越峠
3 0 3号 約水坂峠
3 0 5号 = 菅谷峠
3 6 4号 筋字坂 怖近庄峠 = 大内峠
3 6 6号 18栃ノ木娃
4 1 6号 円大日峠
4 1 7号 20冠山蛙 = 板垣峠
4 7 6号 22丁坂 幻大坂 鉾大の笄嬢

は自動車通行不能。

若狭湾

高速自動享国道

　　総
福井県の主要な道と峠

道
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
各
地
域
の

影
響
を
反
映
し
、
重
層
的
で
特
色
の

あ
る
地
域
文
化
が
み
ら
れ
る
。

県
境
の
道

福
井
県
は
、
日
本
海
に
面
す
る
県

の
北
西
の
ほ
か
は
、
北
東
か
ら
南
西

の
三
方
を
山
々
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
隣
接
す
る
石
川
県
、
岐

阜
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
か
ら
県
境

を
越
え
て
福
井
県
に
入
る
に
は
、
ト

ン
ネ
ル
か
峠
を
越
え
る
こ
と
と
な
る
o

鉄
道
、
自
動
車
の
な
か
っ
た
時
代
、

徒
歩
で
峠
を
越
え
る
の
は
、
大
変
な

苦
労
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
峠

は
交
通
の
難
所
で
あ
る
と
と
も
に
、

交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
宿
場
町
、
物

資
の
中
継
地
点
、
交
流
拠
点
と
し
て

賑
わ
っ
た
。

自
動
車
が
主
要
交
通
手
段
と
な
っ

た
現
在
、
福
井
県
の
県
境
を
越
え
る

主
要
な
街
道
は
国
道
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。
自
動
車
通
行
不
能
な
ど
の
道

路
整
備
の
遅
れ
て
い
る
地
域
が
あ
る

一
方
で
、
道
路
が
整
備
さ
れ
て
、
か

つ
て
の
峠
の
中
継
拠
点
と
し
て
の
賑

わ
い
を
失
っ
た
地
域
も
あ
る
。
都
市

か
ら
離
れ
た
山
間
地
域
で
は
、
こ
う

し
た
交
流
経
路
の
変
化
や
拠
点
性
の

低
下
に
よ
る
地
域
間
交
流
機
能
の
低

下
が
、
地
域
経
済
の
停
滞
や
過
疎
化

の
問
題
を
増
大
さ
せ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

こ
う
し
た
地
域
で
は
、
歴
史
的
な

文
化
の
再
発
見
に
よ
る
歴
史
資
源
を

活
か
し
た
地
域
づ
く
り
と
地
域
の
情

報
提
供
拠
点
と
し
て
の
峠
部
の
道
路

整
備
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
古
の
交

流
を
取
戻
し
、
ま
た
、
新
た
な
地
域

間
の
連
携
を
築
く
こ
と
で
、
地
域
振

興
の
道
が
開
け
て
く
る
o

越
前
若
狭
歴
史
街
道
構
想

近
畿
二
府
六
県
で
は
、｢日
本
文
化

の
発
信
基
地
づ
く
り
｣、
｢歴
史
文
化

資
源
を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り
｣、

｢新
し
い
余
暇
ゾ
ー
ン
づ
く
り
｣を
め

ざ
し
て
、
歴
史
街
道
推
進
協
議
会
に

よ
る

｢歴
史
街
道
計
画
｣
が
推
進
さ

れ
て
い
る
。計
画
は
、伊
勢
･
奈
良
･

京
都
.
大
阪
･
神
戸
を
結
ぶ
メ
イ
ン

ル
ー
ト
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
い
く



つ
か
の
テ
ー
マ
ル
ー
ト
か
ら
な
り
、

り
や
す
い
ル
ー
ト
の
流
れ
と
し
て
知

福
井
県
で
は
、
テ
ー
マ
ル
ー
ト
の
一

り
、
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

つ
｢越
前
･
近
江
戦
国
ル
ー
ト
｣
が

｢越
前
･
近
江
戦
国
ル
ー
ト
｣
に
加

設
定
さ
れ
て
い
る
。

え
、
若
狭
を
は
じ
め
県
内
各
地
に
歴

こ
の
ル
ー
ト
は
、
京
都

･
近
江

･

史
文
化
資
源
を
つ
な
い
だ
サ
ブ
ル
ー

越
前
と
、
近
世
へ
の
歴
史
の
変
革
期

卜
を
拡
大
し
、県
全
体
の
｢越
前
若
狭

に
重
要
な
舞
台
と
な
っ
た
戦
国
時
代

歴
史
街
道
構
想
｣
を
検
討
し
て
い
る
。

の
史
跡
を
た
ど
る
も
の
で
あ
る
。
南

残
念
な
が
ら
、
ま
だ
そ
の
内
容
は

北
朝
か
ら
戦
国
時
代
は
、
福
井
県
の

紹
介
で
き
な
い
の
で
、
以
下
、
歴
史

歴
史
の
中
で
も
特
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

的
に
興
味
の
あ
る
道
の
い
く
つ
か
を

な
時
代
で
、
ほ
ぼ
北
陸
街
道
に
沿
っ

紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

つ
｢越
前
･
近
江
戦
国
ル
ー
ト
｣
が

設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ル
ー
ト
は
、
京
都

･
近
江

･

越
前
と
、
近
世
へ
の
歴
史
の
変
革
期

に
重
要
な
舞
台
と
な
っ
た
戦
国
時
代

の
史
跡
を
た
ど
る
も
の
で
あ
る
。
南

北
朝
か
ら
戦
国
時
代
は
、
福
井
県
の

歴
史
の
中
で
も
特
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

な
時
代
で
、
ほ
ぼ
北
陸
街
道
に
沿
っ

て
、
新
田
義
貞
が
戦
っ
た

｢金
ヶ
崎

そ
ま
や
ま

城
跡
｣
や
｢杣
山
城
跡
｣、
北
陸
道
の

要
所
の
｢木
ノ
芽
峠
｣、
戦
国
大
名
朝

倉
氏
が
お
よ
そ
百
年
間
文
化
の
華
を

聞
か
せ
た
｢
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
｣、

曹
洞
宗
開
祖
の
道
元
が
建
立
し
た

｢永
平
寺
｣、
日
本
最
古
の
天
守
閣
を

　
　
　　

持
つ
｢丸
岡
城
｣、
連
如
が
浄
土
真
宗

布
教
の
拠
点
と
し
た

｢吉
崎
御
坊
｣

な
ど
の
主
要
な
歴
史
遺
産
が
と
り
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

福
井
県
は
、
歴
史
の
宝
庫
と
い
わ

れ
る
ほ
ど
数
多
く
の
歴
史
文
化
資
源

が
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
。
県
で
は
、

ふ
る
さ
と
の
歴
史
文
化
遺
産
を
わ
か

北
陸
道
の
要
衝
･
今
庄

敦
賀
と
今
庄
の
間
に
あ
る
木
ノ
芽

峠
付
近
は
、
J
R
の
北
陸
ト
ン
ネ
ル

(全
長
約
一
四
如
、開
通
当
時
日
本
最

長
)
が
貫
く
、
福
井
県
を
嶺
北
と
嶺

南
に
わ
け
る
山
地
で
あ
る
。
こ
の
地

は
、
い
に
し
え
よ
り
都
か
ら
北
陸
に

入
る
と
き
、
必
ず
越
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
北
陸
道
最
大
の
難
所
で
、
こ

こ
を
通
過
す
る
道
は
幾
度
も
変
遷
を

重
ね
て
き
た
。

最
も
古
い
道
は
、
敦
賀
か
ら
海
岸

部
を
経
て
、
山
中
峠
を
越
え
る
道
と

い
わ
れ
る
。
こ
の
道
は
、
松
原
か
ら

杉
滓
の
海
路
は
荒
天
で
は
危
険
で
、

ま
た
、
陸
路
で
は
松
原
か
ら
山
中
峠

ま
で
に
小
さ
な
幾
つ
も
の
峠
を
越
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
倒
さ
が
あ
っ

た
。平

安
時
代
八
三
〇
年
(天
長
七
)、

こ
の
南
に
開
か
れ
た
の
が
、
木
ノ
芽

峠
越
え
の
道
で
、
険
し
い
悪
路
で
あ

っ
た
が
、
山
中
峠
越
え
よ
り
大
幅
に

時
間
短
縮
で
き
る
た
め
、
や
が
て
こ

ち
ら
が
主
要
な
道
と
な
り
、
街
道
沿

い
の
ニ
ツ
屋
が
峠
集
落
と
し
て
発
達

し
た
。

山
中
峠
越
え
、
木
ノ
芽
峠
越
え
の

道
は
、
鹿
蒜

(か
ひ
る
、
か
へ
る
)

の
地
を
通

っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
辺

り
を
往
来
し
た
旅
人
が
詠
ん
だ
歌
で
、

｢
か
へ
る
山
｣
と
題
し
た
も
の
が
多
い
。

いっ
は
た

｢
か
へ
る
み
の
道
行
か
む
日
は
五
幡

の
坂
に
袖
振
れ
吾
を
し
思
は
ば
(万

葉
集

大
伴
家
持
)｣、｢行
き
め
ぐ
り

誰
も
都
に
か
へ
る
山
い
つ
は
た
と
き

く
程
の
は
る
け
さ

(紫
式
部
集

紫

式
部
)｣
な
ど
が
あ
る
。

中
世
に
な
る
と
戦
略
上
の
一
大
要

衝
と
さ
れ
、
木
曽
義
仲
、
新
田
義
貞
、

朝
倉
義
景
、
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉

ら
の
名
だ
た
る
武
将
が
こ
の
峠
を
越

え
て
戦
っ
た
。
信
長
の
一
向
一
揆
制 木ノ芽峠の茶屋(左)と言奈地蔵(今庄町)

寺

井

峠

阜

県

。
平

福

木

妓

′

費

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　

　

福

北
陸
道



圧
後
、
越
前
に
入
っ
た
柴
田
勝
家
は
、

安
土
へ
の
参
勤
の
便
を
図
る
た
め
、

栃
ノ
木
峠
越
え
の
道
を
改
修
し
た
。

こ
れ
が
の
ち
に
北
国
街
道
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
峠
下
の
集
落
板
取

が
発
展
す
る
よ
う
に
な
る
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
北
陸
道
と

北
国
街
道
の
合
流
点
で
あ
る
今
庄
は
、

参
勤
交
代
の
大
名
行
列
の
宿
泊
地
と

な
り
、
本
陣
、
脇
本
陣
、
問
屋
場
な

ど
の
施
設
も
整
い
、
お
し
も
お
さ
れ

ぬ
宿
場
町
と
し
て
賑
わ
っ
た
。

明
治
に
な
り
、
明
治
二
〇
年
に
敦

賀
街
道

(現
在
の
国
道
八
号
)
が
敦

賀
･
河
野
･
武
生
間
に
整
備
さ
れ
る

と
木
ノ
芽
峠
越
え
は
次
第
に
忘
れ
ら

板取の集落 (今庄町)

れ
て
し
ま
っ
た
。
明
治
二
九
年
に
鉄

道
が
開
通
す
る
と
、
急
坂
を
越
え
る

た
め
今
庄
に
機
関
区
が
置
か
れ
、
全

列
車
が
停
車
す
る
鉄
道
の
町
と
な
っ

た
。
｢今
庄
そ
ば
｣は
、
当
時
駅
で
売

ら
れ
て
い
た
も
の
が
評
判
と
な
り
、

名
物
に
な
っ
た
も
の
と
い
う
。
や
が

て
、
昭
和
三
七
年
に
J
R
北
陸
ト
ン

ネ
ル
が
開
通
し
、
特
急
･
急
行
も
止

ま
ら
な
く
な
る
と
か
つ
て
の
賑
わ
い

も
失
せ
、
過
疎
化
が
進
行
し
た
。

昭
和
五
二
年
に
北
陸
自
動
車
道
今

庄
I
C
が
設
け
ら
れ
、
近
畿
･
中
京

か
ら
の
連
絡
が
便
利
に
な
る
と
、
木

ノ
芽
峠
周
辺
に
平
成
二
年
に
オ
ー
プ

ン
し
た
今
庄
3
6
5
ス
キ
ー
場
や
キ

ャ
ン
プ
場
、
そ
ば
道
場
な
ど
ス
ポ
ー

ツ
･
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
と
し
て

地
域
づ
く
り
を
図
っ
て
い
る
。

今
庄
町
に
は
、
宿
場
町
の
街
並
み

を
よ
く
残
す
今
庄
宿
を
は
じ
め
、
萱

葺
き
の
板
取
宿
や
峠
の
茶
屋
と
よ
ば

は
ち
ぷ
せ

れ
る
前
川
家
、
鉢
伏
山
城
跡
な
ど
豊

富
な
史
跡
、
歴
史
遺
産
が
あ
る
。
前

川
家
は
、
江
戸
時
代
に
は
福
井
藩
の

ロ
留
番
所
の
番
人
と
こ
の
辺
り
の
山

今庄の宿場街並み (今庄町)

廻
り
役
を
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

当
地
区
は
、
平
成
七
年
度
に
建
設

省
近
畿
地
方
建
設
局
の
｢歴
史
街
道

モ
デ
ル
事
業
｣
の
実
施
地
区
に
選
定

さ
れ
、
今
庄
町
で
は
歴
史
街
道
整
備

プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
計
画
を
推
進
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
方
、
木
ノ

芽
峠
の
近
く
で
、
国
道
四
七
六
号
今

庄
町
板
取
-
敦
賀
市
新
保
間
の
ト
ン

ネ
ル
が
事
業
化
さ
れ
て
お
り
、
同
ト

ン
ネ
ル
の
開
通
と
あ
い
ま

っ
て
、
今

庄
が
再
び
交
通
の
表
舞
台
に
た
ち
、

峠
･
街
道
･
宿
場
の
ま
ち
と
し
て
脚

光
を
浴
び
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

鯖
街
道
と
熊
川
宿

若
狭
街
道
は
、
若
狭
湾
に
面
し
た

お
ぱ
ま

福
井
県
小
浜
市
を
起
点
と
し
て
上
中

〈
つ
き

町
、
滋
賀
県
朽
木
村
を
へ
て
京
都
府

大
原
か
ら
京
都
の
町
中
に
は
い
る
街

道
で
、
江
戸
時
代
に
最
も
賑
わ
っ
た

街
道
で
あ
る
。
昔
、
水
揚
げ
さ
れ
た

日
本
海
の
新
鮮
な
海
の
幸
は
、
小
浜

-
京
都
間
二
五
里

(約
九
八
如
)
の

道
の
り
を
一
気
に
運
ば
れ
て
、
京
の

台
所
に
の
ぼ
っ
た
。
中
で
も
有
名
な

の
が
鯖
。
朝
、
浜
に
揚
が
っ
た
鯖
は
、

塩
で
し
め
ら
れ
、
丸
一
昼
夜
か
け
て

京
に
運
ば
れ
た
。
そ
の
一
昼
夜
の
道

の
り
が
、
鯖
を
絶
妙
な
塩
加
減
に
し

た
と
い
う
。
新
鮮
な
海
の
幸
が
手
に

入
ら
な
か
っ
た
京
都
で
は
、
こ
の
鯖

が
格
好
の
鮨
ネ
タ

(鯖
ず
し
)
と
な

浜　
　

　

　

福

京



り
、
い
つ
し
か
そ
の
山
あ
い
の
道
を

南
下
し
て
く
る
道
を

｢鯖
街
道
｣
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。
若
狭
の
鯖
を
主
材
と
し
た
鯖
ず

し
は
、
京
料
理
の
傑
作
と
し
て
高
め

ら
れ
、
カ
レ
イ
や
ア
マ
ダ
イ
と
と
も

に
塩
鯖
は

｢若
狭
の
ひ
と
塩
も
の
｣

と
呼
ば
れ
、
今
も
珍
重
さ
れ
て
い
る
。

近
江
国
境
に
接
す
る
山
あ
い
の
交

通
･
軍
事
の
要
衝
で
あ
る
上
中
町
熊

川
は
、
安
土
桃
山
時
代
に
小
浜
城
主

浅
野
長
政
に
よ
っ
て
諸
役
免
除
の
特

権
的
待
遇
を
受
け
、
以
来
、
江
戸
時

代
を
通
じ
て
宿
場
町
と
し
て
さ
か
え

た
。
魚
介
類
だ
け
で
な
く
、
日
本
海

熊川の宿場街並み (上中町)

の
海
運
を
利
用
し
て
小
浜
港
に
陸
揚

げ
さ
れ
た
物
資
は
、
熊
川
を
通
っ
て

京
都
を
中
心
に
関
西
方
面
に
運
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
商
業
経
済
ル
ー
ト

と
し
て
の
重
要
性
を
増
し
、
江
戸
時

代
に
は
年
間
延
べ
馬
二
十
万
頭
分
の

荷
物
が
運
ば
れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
。

物
資
の
輸
送
の
便
を
図
る
た
め
、

熊
川
宿
に
は
、
休
憩
･
宿
泊
等
の
宿

場
機
能
に
加
え
て
上
り
荷
、
下
り
荷

の
人
馬
継
ぎ
た
て
(物
資
中
継
)、
資

金
の
貸
借
、
人
足
･
馬
方
の
出
入
り

な
ど
の
問
屋
が
立
ち
、
熊
川
は
、
交

通
、
経
済
、
物
流
拠
点
と
し
て
の
役

割
を
有
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
街
道
沿
い
に
は
、
生
活

に
密
着
し
た
前
川

(用
水
路
)
の
せ

せ
ら
ぎ
が
流
れ
、
独
特
の
美
し
い
町

並
み
を
形
成
し
て
い
た
。

熊
川
は
今
も
江
戸
時
代
の
街
並
み

を
よ
く
残
し
て
お
り
、
上
中
町
で
は

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
条
件
を
制
定

し
、
歴
史
的
な
遺
産
を
活
か
し
た
町

づ
く
り
を
図
る
と
と
も
に
、
若
狭
湾

一
帯
の
観
光
リ
ゾ
ー
ト
地
域
へ
の
入

口
の
情
報
拠
点
、
若
狭
と
湖
西
を
つ

…
g
｣タ
ブ
ー

な
ぐ
交
流
拠
点
と
し
て

｢道
の
駅
｣

の
整
備
を
計
画
、
現
代
の
鯖
街
道
の

再
生
を
め
ざ
し
て
い
る
。

海
の
道
と
北
前
船

中
世
は
交
通
の
発
展
も
め
ざ
ま
し

く
、
港
湾
を
む
す
ぶ
廻
船
も
さ
か
ん

に
な
り
、
陸
上
で
は
馬
倍
、
車
倍
な

ど
の
交
通
業
者
が
ふ
え
て
、
各
地
の

産
物
を
輸
送
し
た
。
日
本
海
沿
岸
の

港
か
ら
上
方
に
送
ら
れ
る
物
資
は
、

敦
賀
や
小
浜
で
陸
揚
げ
さ
れ
、
陸
路

あ
る
い
は
琵
琶
湖
を
経
て
、
京
都
、

大
阪
へ
と
運
ば
れ
て
い
た
。

若狭鯖街道文化資料館 (上中町)

敦
賀
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
海
産
物
や

米
な
ど
の
日
本
海
側
の
物
資
は
、
峠

を
越
え
て
、
滋
賀
県
の
海
津
や
今
津

か
ら
琵
琶
湖
の
水
運
に
よ
っ
て
、
京

都
や
大
阪
に
運
ば
れ
た
。
峠
の
麓
に

あ
る
疋
田
は
、
湖
東
と
湖
西
に
分
か

れ
る
道
の
分
岐
点
と
な
る
交
通
の
要

衝
と
し
て
、
古
く
か
ら
交
通
軍
事
の

両
面
で
重
要
な
位
置
を
し
め
、
古
代

三
関
の
一
つ
｢愛
発
の
関
｣
が
こ
の

あ
た
り
に
あ
っ
た
と
い
う
説
が
有
力

視
さ
れ
て
い
る
。
疋
田
の
集
落
内
を

北
流
す
る
幅
約
二
･
八
m
の
小
川
は
、

一
八
一
六
年

(文
化
一
三
)
竣
工
の

舟
川
遺
構
で
、
深
坂
峠
を
掘
削
し
て

琵
琶
湖
に
つ
な
ぐ
運
河
計
画
が
あ
っ

た
が
、
こ
こ
で
中
断
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
今
で
は
、
舟
溜
り
と
重
み
の

か
か
っ
た
舟
の
運
行
を
助
け
る
転

(こ
ろ
)
の
役
割
を
し
た
川
底
の
胴
木

が
当
時
の
名
残
を
伝
え
て
い
る
。
小

川
の
両
側
に
旧
道
が
な
ら
び
、
曳
子

が
道
の
両
側
か
ら
曳
舟
を
曳
い
て
汗

を
流
し
た
。
敦
賀
か
ら
疋
田
ま
で
は
、

川
舟
で
運
送
さ
れ
、
疋
田
か
ら
琵
琶

湖
畔
ま
で
は
馬
借
が
陸
送
し
た
。

--繊
麗
い

　　
　　　



江
戸
時
代
に
な
る
と
、
年
貢
米
や

特
産
物
が
、
江
戸
、
京
都
、
大
阪
な

ど
の
大
都
市
の
集
散
地
に
送
ら
れ
た
。

一
七
世
紀
半
ば
す
ぎ
に
、
河
村
瑞
賢

に
よ
っ
て
東
廻
り
･
西
廻
り
の
両
航

路
の
安
全
が
た
も
た
れ
る
よ
う
に
な

り
、
さ
ら
に
松
前
ま
で
の
航
路
も
ひ

ら
け
た
。
北
前
船
は
、
江
戸
中
期
か

ら
明
治
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
日
本

海
を
西
廻
り
で
、
大
阪
-
北
海
道
を

む
す
び
、各
寄
港
地
で
商
い
(買
積
)

を
し
な
が
ら
往
復
し
た
商
船
で
、
三

国
、
敦
賀
、
小
浜
は
、
北
前
船
の
寄

港
地
と
し
て
栄
え
た
。

現
在
は
、
敦
賀
と
北
海
道
小
樽
を

結
ぶ
フ
ェ
リ
ー
が
就
航
し
て
い
る
他
、

北
海
道
の
松
前
か
ら
北
前
船
で
運
ば

れ
た
昆
布
に
よ
り
、
敦
賀
市
に
は
昆

布
加
工
業
が
発
達
し
、
ト
ロ
ロ
昆
布

は
全
国
の
八
五
%
を
生
産
し
て
い
る
。

三
国
町
は
、
九
頭
竜
川
河
口
に
で

き
た
港
町
で
、
九
頭
竜
川
の
水
運
を

海の道による交通路

三国祭 (三国町)

利
用
し
て
越
前
の
物
資
の
集
散
地
と

し
て
発
展
し
て
き
た
が
、
特
に
江
戸

時
代
に
は
、
西
廻
り
航
路
の
北
前
船

の
寄
港
に
よ
り
大
い
に
栄
え
た
。
例

年
五
月
一
九
日
か
ら
二
一
日
に
開
催

さ
れ
る
北
陸
三
大
祭
の
一
つ
三
国
祭

は
、
三
国
湊
の
総
氏
神
で
あ
っ
た
三

国
神
社
の
祭
礼
で
、
高
さ
五
･
五
m

に
も
及
ぶ
巨
大
な
武
者
人
形
山
車
が
、

笛
･
太
鼓
の
お
囃
子
と
と
も
に
狭
い

町
中
の
路
地
を
練
り
歩
く
。
そ
の
様

は
、
港
町
の
面
影
を
残
す
町
並
み
と

と
も
に
、
か
つ
て
北
前
船
に
よ
り
繁

栄
し
た
港
町
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ

さ
せ
る
。
三
国
の
活
力
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
と
し
て
、
も
う

一
つ
忘
れ
て

な
ら
な
い
の
が
、
八
月

一
一
日
に
三

国
サ
ン
セ
ッ
ト
ビ
ー
チ
で
開
催
さ
れ

る
北
陸
一
と
い
わ
れ
る
花
火
大
会
で
、

水
面
に
扇
形
に
さ
く
裂
す
る
水
中
花

火
が
壮
快
で
あ
る
。

国
内
物
流
の
主
役
が
、
船
運
か
ら

鉄
道
、
自
動
車
へ
と
移
り
変
わ
り
、

商
港
と
し
て
の
役
割
を
終
え
た
三
国

港
は
、
漁
港
と
し
て
蘇
り
、
水
揚
げ

さ
れ
る
新
鮮
な
魚
介
類
が
訪
れ
た
観

光
客
に
提
供
さ
れ
る
。
日
本
海
の
荒

波
に
も
ま
れ
た
魚
介
類
の
美
味
は
定

評
が
あ
る
が
、
な
か
で
も
冬
の
味
覚
、

越
前
が
に
を
代
表
す
る
の
が
三
国
港

の
市
場
で
あ
る
o

三
国
は
、
往
時
の
港
町
の
伝
統
や

古
い
家
並
み
を
残
す
一
方
、
東
尋
坊
、

海
水
浴
場
、
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
、
朝

市
な
ど
の
観
光
資
源
を
活
か
し
た
観

光
と
マ
リ
ー
ン
ス
ポ
ー
ツ
の
町
と
し

て
賑
わ
っ
て
い
る
。

北
前
船
ゆ
か
り
の
地
を
も
う
一
つ

紹
介
す
る
。
越
前
海
岸
の
河
野
村
に

は
、
日
本
海
五
大
廻
船
主
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
、
最
盛
期
に
は
三
十
余
隻

の
弁
財
船
(北
前
船
)を
所
有
し
た
右

近
家
の
邸
宅
が
あ
り

｢北
前
船
主
の

館
｣
と
し
て
北
前
船
関
係
資
料
と
と

小浜
　　



も
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
旧
道
沿
い

に
は
、
道
を
挟
ん
で
海
側
に
白
壁
の

倉
庫
群
、
山
側
に
船
主
た
ち
の
豪
邸

が
建
ち
並
ん
で
い
る
。

近
年
、
北
前
船
の
寄
港
地
を
訪
ね

る
催
し
も
開
催
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
北
前
船
に
よ
る
地
域
の
つ

な
が
り
を
見
直
し
、
地
域
の
交
流
･

連
携
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
る
の
も

お
も
し
ろ
い
と
思
う
。

達
如
の
道
と
吉
崎

福
井
県
で
の
北
陸
道
の
最
北
端
、

か
な
づ

京
へ
の
道
な
ら
越
前
国
入
ロ
が
金
津

よ
し
ざ
さ

町
吉
崎
で
あ
る
。
こ
の
吉
崎
は
、
浄

土
真
宗
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
真
宗 北前船主の館 6可野村)

本
願
寺
派
第
八
世
法
主
連
如
上
人
が

布
教
の
拠
点
と
し
て
吉
崎
御
坊
を
構

え
た
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。

き
た
"
と

吉
崎
は
、
北
潟
湖
と
背
後
の
山
が

前
後
し
た
自
然
の
要
害
の
地
で
あ
る
。

絵
図
に
よ
る
と
、
当
時
の
規
模
は
現

在
よ
り
は
る
か
に
大
き
く
、
御
坊
の

建
て
ら
れ
た
御
山

秀
山
)
の
周
囲

に
は
、
土
塁
や
石
垣
を
築
き
、
町
内

に
は
堀
を
巡
ら
せ
て
あ
っ
た
。
現
在
、

御
坊
跡
は
国
指
定
史
跡
と
な
っ
て
お

り
高
村
光
雲
作
の
連
如
上
人
銅
像
を

中
心
に
遊
歩
道
や
史
蹟
が
整
備
さ
れ

･I

鎌

　

　

　　

　

　

　

て
い
る
。

連
如
が
吉
崎
で
布
教
活
動
を
行
っ

た
の
は
、
一
四
七
一
年

(文
明
三
)

か
ら
約
五
年
間
、
御
坊
を
構
え
て
か

ら
僅
か
二
年
余
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た

が
、
そ
の
間
に
越
前
は
も
と
よ
り
加

賀
能
登
、
越
中
越
後
、
信
濃
出
羽
ま

で
も
門
徒
を
拡
大
し
て
い
る
。
連
如

に
つ
い
て
は
、
最
近
、
作
家
五
木
寛

之
氏
が

｢連
如
｣
で
そ
の
生
涯
を
著

し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
吉
崎
で
の

布
教
活
動
の
様
子
が
紹
介
さ
れ
て
い

　　
　

余
談
で
あ
る
が
、
福
井
県
は
、
生

活
環
境
の
整
備
率
の
指
標
で
全
国
的

に
高
い
位
置
を
し
め
て
い
る
が
、
実

際
、
県
民
の
意
識
調
査
に
お
い
て
も

生
活
に
満
足
し
て
い
る
人
の
割
合
が

高
い
。
こ
れ
は
、
｢真
宗
王
国
｣と
呼

ば
れ
る
ほ
ど
仏
教
が
浸
透
し
て
お
り
、

県
民
性
に
影
響
し
て
い
る
た
め
と
も

い
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
｢生
活
満
足

度
日
本
一
｣
は
、
県
政
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
と
な
っ
て
い
る
。

い
つ
も
は
静
か
な
村
も
年
に
一
度
、

全
国
か
ら
多
く
の
参
拝
客
が
集
ま
り

盛
大
に
賑
わ
う
。
そ
れ
は
、
例
年
四

月
二
四
日
か
ら
五
月
二
日
ま
で
、
古 吉崎御坊 (金津町)
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連如忌 (金津町)

崎
東
西
両
別
院
で
、
京
都
東
本
願
寺

か
ら
連
如
上
人
直
筆
と
い
わ
れ
る
自

画
像

｢御
影
｣
を
迎
え
て
行
わ
れ
る

｢連
如
忌
｣
で
あ
る
。
こ
の
連
如
忌

は
、
は
る
ば
る
京
都
か
ら
二
七
〇
蹴
、

七
日
間

｢御
影
｣
の
入
っ
た
御
輿
を

門
信
徒
が
徒
歩
で
運
ん
で
開
く
法
要

で
あ
る
。
京
都
を
出
た
一
行
は
、
連

如
ゆ
か
り
の
地
に
立
ち
寄
り
な
が
ら
、

琵
琶
湖
西
岸
を
北
上
し
、
マ
キ
ノ
町

か
ら
山
中
峠
を
越
え
て
敦
賀
市
疋
田

へ
、
今
庄
町
木
ノ
芽
峠
を
越
え
て
旧

北
陸
道
を
一
路
北
進
し
て
吉
崎
に
着

く
。
こ
れ
が

｢連
如
の
道
｣
と
呼
ば

れ
て
い
る
。

金
津
町
で
は
、
吉
崎
･
北
潟
湖
周

辺
地
区
を
景
観
づ
く
り
重
点
整
備
地

区
と
し
、
｢湖
水
に
映
え
る
緑
と
連
如

を
し
の
ぶ
歴
史
拠
点
を
つ
く
る
｣
を

目
標
に
、
歴
史
資
料
館
、
湖
畔
広
場

や
散
歩
道
、
湖
畔
周
遊
サ
イ
ク
リ
ン

グ
ロ
ー
ド
の
整
備
な
ど
、｢連
如
の
里

づ
く
り
｣
や

｢越
前
･
加
賀
み
ず
と

い
で
湯
の
文
化
連
邦
プ
ラ
ン
｣
の
推

進
を
計
画
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

福
井
県
の
歴
史
の
道
に
つ
い
て
書

く
つ
も
り
が
、
い
さ
さ
か
御
国
自
慢

や
観
光
ガ
イ
ド
的
な
内
容
と
な
っ
て

し
ま

っ
た
。

ゆ
と
り
あ
る
余
暇
時
代
を
迎
え
、

地
域
の
伝
統
的
な
文
化
や
町
並
み
へ

の
関
心
も
高
ま
る
な
か
、
各
地
の
こ

う
し
た
歴
史
･
文
化
資
源
を
活
か
し

た
個
性
豊
か
な
地
域
づ
く
り
を
支
援

す
る
た
め
、
広
域
的
な
幹
線
道
路
の

整
備
に
よ
る
快
適
な
移
動
ル
ー
ト
の

形
成
に
加
え
、
歴
史
的
な
雰
囲
気
に

調
和
し
、
地
域
情
報
の
拠
点
と
な
る

道
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今

後
と
も
、｢生
活
満
足
度
日
本
一
を
め

ざ
し
た
福
井
の
魅
知
づ
く
り
｣
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
。

な
お
、
本
文
は
次
の
資
料
を
参
照

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
お
断
り

す
る
。

･
福
井
県
の
歴
史
散
歩
/
山
川
出

版
社

･
越
前
若
狭
歴
史
街
道
/

上
杉
喜
寿
著

･
詳
説
日
本
史
/

山
川
出
版
社

･
福
井
県
-
新
風

土
記
/
岩
波
書
店

･
森
と
水
と

ロ
マ
ン
の
ま
ち
い
ま
じ
ょ
う
/
今

庄
町

･
福
井
の
文
化
第
23
号
/

福
井
県
文
化
振
興
事
業
団

･
M

I
C
H
I

V
O
L
･
1
/
近
畿

地
区
道
路
広
報
連
絡
協
議
会

･

若
狭
街
道
熊
川
宿
/
上
中
町
教
育

委
員
会

･
駅
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
鯖

街
道
21
プ
ラ
ン
/
福
井
県
･
滋
賀

県
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mm田
川
一′

敏田橘

一
は
じ
め
に

｢東
海
道
｣
は
、
県
を
東
か
ら
西
に

横
断
す
る
神
奈
川
を
代
表
す
る
道
で

あ
る
。
歴
史
的
に
も
ル
ー
ト
が
移
り

変
わ
り
話
題
に
富
ん
で
い
る
。
そ
こ

で
、
｢神
奈
川
の
東
海
道
｣を
紹
介
し

た
い
。二

横
浜
･
川
崎
あ
を
り

江
戸
時
代
、
多
摩
川
･
六
郷
の
渡

し
舟
を
お
り
る
と
川
崎
宿
だ
っ
た
。

少
し
進
む
と
万
年
横
丁
だ
。
そ
こ
か

ら
｢大
師
道
｣
が
、川
崎
大
師
に
向
か

っ
て
い
た
。
｢川
崎
大
師
｣
へ
の
参
詣

は
、
信
仰
と
行
楽
を
兼
ね
、
江
戸
時

代
の
初
め
か
ら
た
い
へ
ん
盛
ん
に
な

っ
た
。江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、将

軍
に
よ
る
厄
除
け
詣
で
が
恒
例
と
な

っ
た
。
安
政
二
年
(
一
八
五
五
)
に
は

ア
メ
リ
カ
の
総
領
事
ハ
リ
ス
も
、
伊

豆
の
下
田
か
ら
東
海
道
を
通
っ
て
江

戸
へ
向
か
う
途
中
、
川
崎
宿
で
一
泊

し
、
川
崎
大
師
に
参
詣
し
た
そ
う
だ
。

参
詣
者
の
た
め
、
寛
文
三
年

(
一

六
六
三
)
に

｢従
是
弘
法
大
師
江
之

道

(
こ
れ
よ
り
こ
う
ぼ
う
だ
い
し
へ

の
み
ち
)｣
の
道
標
が
建
て
ら
れ
た
。

当
時
の
道
標
は
万
年
横
丁
に
あ
っ
た

が
、
現
在
は
川
崎
大
師
の
境
内
に
移

さ
れ
て
い
る
。
道
標
の
高
さ
は
、

一

七
一
館
と
大
き
な
も
の
で
、
菱
川
師

宣
(ひ
し
か
わ
も
ろ
の
ぶ
)
の
東
海
道

分
見
絵
図

(元
禄
三
年
･
一
六
九
〇

年
)
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

川
崎
か
ら
東
海
道
は
、
国
道
一
五

号
近
く
の
旧
道
を
通
り
横
浜
に
入
り
、

京
浜
急
行
の
花
月
園
前
駅
前
海
側
の

｢生
麦
魚
河
岸
通
り
｣を
通
っ
た
。
こ

こ
は
、
江
戸
時
代
、
将
軍
に
新
鮮
な

魚
を
献
上
す
る
御
菜
浦

(ご
さ
い
う

ら
)
だ
っ
た
。
現
在
も
新
鮮
な
魚
介

類
を
扱
う
約
七
〇
軒
の
店
が
並
び
、

朝
八
時
か
ら
一
一
時
頃
ま
で
す
し
屋
、

料
理
屋
の
買
い
出
し
で
に
ぎ
わ
う
。

文
久
二
年
(
一
八
六
二
)、
薩
摩
藩
島

津
久
光
の
行
列
が
こ
の
生
麦
村
を
通

行
し
た
。
そ
の
と
き
、
四
人
の
英
国

人
が
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
行
列
に
ま
ぎ
,

れ
た
。
行
列
の
警
護
が
、
こ
れ
に
切

り
か
か
り
、
そ
の
う
ち

一
人
リ
チ
ャ

ー
ド
ソ
ン
が
落
命
し
た
。
こ
れ
が
薩

英
戦
争
の
発
端
と
な
っ
た

｢生
麦
事

件
｣
だ
。
現
在
、
事
件
が
起
き
た
と

こ
ろ
に

｢生
麦
事
件
の
碑
｣
が
建
て

ら
れ
て
い
る
。
切
ら
れ
た
り
チ
ャ
ー

生麦魚河岸通り



ド
ソ
ン
は
、
現
在
若
い
カ
ッ
プ
ル
で

に
ぎ
わ
う
横
浜
山
手
の
外
人
墓
地
に

埋
葬
さ
れ
て
い
る
。

生
麦
を
過
ぎ
る
と
神
奈
川
宿
だ
。

こ
こ
は
神
社
･
仏
閣
が
大
変
多
い
。

開
港
当
時
は
こ
の
お
寺
に
外
国
の
領

事
館
な
ど
が
あ
て
ら
れ
た
。
青
木
橋

の
交
差
点
を
見
お
ろ
す
高
台
に
本
覚

寺
が
あ
る
。
こ
こ
は
ア
メ
リ
カ
領
事

館
に
あ
て
ら
れ
た
。
こ
の
山
門
は
白

ペ
ン
キ
で
塗
ら
れ
、
日
本
初
の
ペ
ン

キ
塗
り
建
造
物
と
な
っ
た
。
甚
行
寺

は
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
。
浄
瀧
寺
は
イ

ギ
リ
ス
領
事
館
。
成
仏
寺
は
ア
メ
リ

カ
人
宣
教
師
の
宿
舎
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
ロ
ー
マ
字
で
有
名
な
ヘ
ボ
ン
が

住
ん
で
い
た
と
い
う
。

東
海
道
か
ら
少
し
離
れ
る
が
、
神

奈
川
宿
の
海
に
は

｢神
奈
川
台
場
｣

が
つ
く
ら
れ
た
。
勝
海
舟
が
設
計
し

た
海
防
砲
台
で
、
一
四
円
の
大
砲
が

備
え
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
こ
の
付

近
は
か
な
り
下
町
の
風
情
を
残
し
て

い
る
。
夏
の
夕
方
な
ど
、
お
ば
あ
さ

ん
が
道
路
に
い
ず
を
出
し
、
お
し
ゃ

べ
り
し
な
が
ら
夕
涼
み
し
て
い
る
。

か
つ
て
、
青
木
橋
か
ら
現
在
の
横

浜
駅
近
く
に
か
け
て
は
、
｢潮
騒
が
問

え
る
海
辺
の
道
｣
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
に

｢神
奈
川
台
の
関
門
｣
が
設

け
ら
れ
た
。
横
浜
は
一
八
五
八
年
に

日
米
通
商
条
約
で
開
港
場
と
な
る
。

そ
の
後
、
外
国
人
が
何
人
も
殺
傷
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
徳
川
幕
府
が
警
備

体
制
強
化
の
た
め
各
地
に
関
門
や
番

所
を
設
け
た
。
｢神
奈
川
台
の
関
門
｣

も
そ
の
一
つ
だ

っ
た
。

神
奈
川
宿
の
次
は
保
土
ヶ
谷
で
、

こ
こ
を
過
ぎ
る
と
権
田
坂
に
か
か
る
。

に
ぎ
や
か
な
商
店
街
な
ど
を
通
っ
て

き
た
東
海
道
も
こ
の
あ
た
り
か
ら
高

台
の
住
宅
街
に
か
か
る
。
権
田
坂
は
、

当
時
、
箱
根
に
つ
ぐ
難
所
だ
っ
た
と

い
う
。
現
在
は
通
学
路
と
な
っ
て
お

り
、
昔
の
厳
し
さ
も
感
じ
ら
れ
な
い
。

坂
を
上
が
る
と

｢境
木
立
場
跡
｣
と

｢境
木
地
蔵
｣が
並
ん
で
い
る
。
こ
の

“境
"
は
相
模
と
武
蔵
の
境
の
意
味

だ
。
旅
人
は
、
こ
こ
の
茶
屋
で
名
物

の
焼
餅
を
食
べ
、
旅
の
疲
れ
を
い
や

し
た
と
い
う
。
現
在
、
境
木
立
場
跡

の
前
を
通
る
交
通
量
が
た
い
へ
ん
多
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い
。境

木
地
蔵
尊
を
過
ぎ
る
と
道
の
様

相
が
一
変
す
る
。
人
も
車
も
ま
ば
ら

に
な
る
。
地
元
の
古
老
に
よ
れ
ば
、

昔
は
こ
の
逆
で
む
し
ろ
境
木
地
蔵
尊

の
方
が
さ
び
し
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
と

い
,フ
。

こ
の
少
し
先
に
江
戸
か
ら
九
番
目

の

｢品
濃
一
里
塚
｣
が
残
る
。
国
指

定
史
跡
で
、
こ
れ
だ
け
が
県
内
で
道

の
両
側
に
一
里
塚
の
形
を
と
ど
め
て

い
る
。

一
0
m
ぐ
ら
い
は
あ
る
円
丘

の
土
盛
り
で
、
想
像
し
た
以
上
に
大

き
い
も
の
だ
。

三

湘
南
海
岸
あ
起
り

藤
沢
を
過
ぎ
、
茅
ヶ
崎
に
入
る
と

東
海
道
の
道
筋
は
国
道
一
号
に
な
る
。

少
し
松
が
点
在
す
る
。
源
氏
に
ゆ
か

り
深
い
鶴
嶺
八
幡
宮
あ
た
り
か
ら
、

富
士
山
が
道
路
の
左
側
に
み
ら
れ

｢左
富
士
｣
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
以

外
、
神
奈
川
の
東
海
道
は
す
べ
て
道

路
の
右
側
に
富
士
を
望
む
。

自
動
車
専
用
道
路
の
新
湘
南
国
道

の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
見
え
て
く

る
と
下
町
屋
だ
。
こ
こ
の
少
し
海
岸

よ
り
の
池
に
、
中
世
の
東
海
道

(京

鎌
倉
往
還
)
の
｢旧
相
模
川
橋
脚
(国

指
定
史
跡
)｣
が
、
保
存
さ
れ
て
い

る
。
関
東
大
震
災
の
と
き
、
直
径
五

〇
皿
も
あ
る
桧
の
丸
材
七
本
が
、
水

田
の
中
か
ら
出
て
き
た
も
の
だ
。
こ

れ
は
、
源
頼
朝
の
重
臣
稲
毛
三
郎
重

成

(い
な
げ
さ
ぶ
ろ
う
よ
り
し
げ
)

が
、
亡
妻
(
北
条
政
子
の
妹
)
の
供

養
の
た
め
権
久
九
年

(
一
一
九
八
)

に
相
模
川
の
架
け
た
橋
の
橋
脚
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
桧
材
の
間
隔
か
ら

橋
の
幅
は
、
七
m
余
り
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。
源
頼
朝
は
こ
の
橋
の
渡
り

初
め
の
と
き
落
馬
し
た
と
い
う
。
そ

の
落
馬
が
原
因
で
死
亡
し
た
と
い
う

説
も
あ
る
。
な
お
、
吾
妻
鏡
は
源
頼

朝
の
細
か
い
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

例
え
ば
｢頼
朝
歯
痛
再
発
す
｣
(建
久

六
年
八
月
一
九
日
の
条
)
と
か
。
し

か
し
、
頼
朝
の
死
の
原
因
に
つ
い
て

ふ
れ
て
い
な
い
。
正
史
に
頼
朝
の
死

の
原
因
を
書
け
な
い
理
由
が
あ
っ
た

と
い
う
ゆ
え
ん
だ
。

現
在
の
相
模
川
は
、
こ
こ
か
ら
一

如
以
上
も
西
を
流
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
鎌
倉
時
代
以
降
、
長
い
間
に
川
筋

が
移
動
し
た
た
め
だ
。
相
模
川
を
渡

り
平
塚
を
過
ぎ
る
と
大
磯
に
入
る
。

大
磯
に
は
、
か
つ
て
の
東
海
道
が

偲
ば
れ
る
大
き
な
松
並
木
が
残
っ
て

い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
旧
道
部
で
｢化

粧
坂
の
松
並
木
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
こ
は
鎌
倉
時
代
に
は
大
磯
の
中
心

だ
っ
た
。
曽
我
兄
弟
の
話
に
登
場
す

る
虎
御
前
が
住
み
、
朝
な
夕
な
今
も

残
る

｢化
粧
井
戸
｣
の
水
で
化
粧
を

し
た
と
い
う
。
虎
御
前
は
美
貌
の
誉

れ
が
高
い
舞
の
名
手
。
曽
我
兄
弟
の

兄
十
郎
と
結
ば
れ
た
。
兄
弟
が
仇
討

ち
を
果
た
し
死
ぬ
と
、
一
九
歳
の
若

さ
で
出
家
し
、
大
磯
駅
近
く
の
現
在

の
延
台
寺
に
庵
を
む
す
ん
だ
と
い
う
。

五
月
の
第
四
日
曜
日
に
虎
御
前
に
ち

な
ん
だ

｢虎
御
石
ま
つ
り
｣
が
行
わ

れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
松
並
木
は
、
国
道
一

大磯松並木



号
の
大
磯
中
学
校
と
旧
伊
藤
博
文
邸

と
の
間
に
あ
る
。
車
で
通
っ
て
よ
く

ご
ぞ
ん
じ
の
方
も
多
い
と
思
う
。
松

は
、
海
側
の
歩
道
と
中
央
分
離
帯
の

位
置
に
た
っ
て
い
る
。
山
側
の
車
線

は
後
か
ら
拡
幅
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ

の
松
は
慶
長
九
年
(
一
六
〇
四
)、
一

里
塚
と
共
に
整
備
さ
れ
、
一
五
〇
年

前
頃
か
ら
き
び
し
い
管
理
の
も
と
に

立
枯
れ
し
た
松
を
植
継
い
で
き
た
と

い
う
。
歩
道
に
、
老
樹
の
年
輪
が
展

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
年
輪
は
天
明

の
飢
饉
か
ら
最
近
で
は
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
な
ど
の
時
点
が
示
さ
れ
て
い

る
%

四

箱
根
あ
起
り

平
坦
な
東
海
道
が
終
わ
り
、
上
り

が
始
ま
る
と
箱
根
だ
。
箱
根
湯
本
の

三
枚
橋
で
、
国
道
一
号
か
ら
箱
根
旧

街
道
に
入
る
。
こ
の
あ
た
り
の
道
筋

は
、
県
道
七
三
二
号

(湯
本
元
箱
根

線
)
だ
。
箱
根
ら
し
い
温
泉
街
が
奥

湯
本
ま
で
続
く
。
途
中
、
早
雲
寺
の

近
く
に
大
変
か
わ
い
ら
し
い
夫
婦
の

道
祖
神
が
あ
る
。
こ
の
道
祖
神
は
、

箱
根
を
紹
介
す
る
テ
レ
ビ
で
見
る
こ

と
が
あ
る
。
東
海
道
は
人
家
が
連
な

る
地
域
を
通
っ
て
き
た
が
、
奥
湯
本

か
ら
本
格
的
な
山
道
と
な
る
。

奧
湯
本
の
上
の
集
落
が
畑
宿
だ
。

畑
宿
は
、
寄
せ
木
細
工
で
有
名
だ
が
、

町
並
み
も
東
海
道
の
面
影
を
残
し
て

い
る
。
タ
ウ
ゼ
ン
ト
ハ
リ
ス
も
こ
こ

の
本
陣
に
来
た
そ
う
だ
。

箱
根
旧
街
道
は
勾
配
が
二
○
%
以

上
の
急
坂
が
続
き
、
最
大
で
は
四
0

%
に
も
な
る

｢天
下
の
険
｣
だ

っ
た
。

戦
国
時
代
の
東
海
道
は
、
尾
根
筋
の

｢湯
坂
道
｣だ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に

防
御
の
し
易
さ
か
ら
、
須
雲
川
沿
い

で
谷
筋
の

｢箱
根
旧
街
道
｣
に
付
け
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か
え
ら
れ
た
。
大
変
な
ぬ
か
る
道
で
、

は
じ
め
は
竹
を
敷
い
た
り
し
て
い
た

が
、
江
戸
幕
府
が
そ
の
対
策
と
し
て

石
畳
を
敷
設
い
た
。
し
か
し
、
石
畳

は
滑
り
易
く
、
転
倒
し
た
り
馬
が
転

び
馬
上
の
人
間
が
投
げ
出
さ
れ
即
死

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
猿
滑

坂
や
女
こ
ろ
ば
し
坂
な
ど
こ
れ
に
ち

n9東海道一里塚
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な
む
地
名
が
残
っ
て
い
る
。
現
在
、

石
畳
は
畑
宿
か
ら
上
の
道
に
多
く
残

っ
て
い
る
。
特
に
、
畑
宿
か
ら
甘
酒

茶
屋
を
通
り
芦
ノ
湖
ま
で
の
区
間
は

い
つ
も
訪
れ
る
人
が
絶
え
な
い
。
石

畳
の
一
部
は
、
現
車
道
の
下
に
埋
ま

っ
て
い
る
そ
う
だ
。
排
水
の
工
夫
も

さ
れ
て
い
た
。

芦
ノ
湖
周
辺
の

｢杉
並
木
｣
も
有

名
だ
。
東
海
道
は
松
が
植
え
ら
れ
た

の
で
、
こ
こ
が
唯
一
の
杉
並
木
だ
そ

う
だ
。
箱
根
が
山
地
で
松
が
育
ち
に

く
い
の
で
杉
を
植
え
た
の
だ
ろ
う
。

樹
齢
は
約
三
七
〇
年
で
、
約
四
〇
〇

箱根関所跡

本
を
数
え
る
。
湯
本
三
枚
橋
か
ら
上

の
現
国
道
一
号
の
一
部
は
明
治
に
な

っ
て
か
ら
つ
く
ら
れ
た
道
だ
が
、
こ

の
杉
を
伐
採
し
そ
の
売
却
代
金
を
建

設
費
に
あ
て
た
。

｢箱
根
関
所
跡
｣
は
、
国
道
一
号
か

ら
み
て
杉
並
木
の
反
対
側
だ
。
当
時

の
位
置
は
現
在
の
復
元
地
よ
り
湖
側

だ
っ
た
と
い
う
。
｢箱
根
関
所
｣は
、

元
和
五
年

(
一
六
一
九
)
幕
府
に
よ

っ
て
開
か
れ
た
。
諸
大
名
の
謀
反
を

防
ぐ
こ
と
が
目
的
で
、
特
に
、
江
戸

に
住
ま
さ
れ
て
い
た
大
名
の
婦
女
子

が
国
に
逃
げ
出
す
こ
と

(出
女
)
と

道の駅 ･箱根峠
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武
具
が
ひ
そ
か
に
江
戸
に
持
ち
込
ま

れ
る
こ
と

(入
鉄
砲
)
を
厳
重
に
取

り
締
ま
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
小

田
原
か
ら
五
〇
戸
、
三
島
か
ら
五
〇

戸
が
移
り
箱
根
宿
が
つ
く
ら
れ
た
。

時
代
は
移
り
昨
年
五
月
に
県
境
の

箱
根
峠
に
、
｢道
の
駅
･
箱
根
峠
｣が

供
用
さ
れ
た
。
休
日
で
一
日
約
二
、

0
0
0
人
の
利
用
が
あ
り
、
休
憩
や

芦
ノ
湖
を
バ
ッ
ク
に
写
真
を
撮
る
ド

ラ
イ
ブ

･
ス
ポ
ッ
ト
と
な

っ
て
い
る
。

五

駿
河
と
相
模
の
国
境
越

え
の
移
り
変
り

東
海
道
の
駿
河
と
相
模
の
国
境
越

え
の
ル
ー
ト
は
、
時
代
と
と
も
に
移

り
変
わ
っ
た
。

一
番
古
い
ル
ー
ト
ま
、

｢碓
氷
道
｣だ
。
御
殿
場
方
面
よ
り
箱

根
の
乙
女
峠
を
越
え
、
碓
氷
峠
か
ら

宮
城
野
に
抜
け
た
。
道
筋
も
明
確
で

は
な
い
が
、
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
道
だ
。

国
道
一
三
八
号
の
仙
石
原
か
ら
別
荘

地
の
中
に
入
る
。
標
高
は
六
〇
〇

-
七
〇
0
m
で
、
南
に
大
涌
谷
を
望

め
る
。
白
い
噴
煙
が
、
山
の
急
斜
面

を
這
い
上
り
雲
に
と
け
こ
ん
で
い
る
。

｢碓
氷
道
｣は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ

ミ
コ
ト
東
征
伝
説
の
道
だ
。
峠
に
そ

の
碑
が
建

っ
て
い
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
ノ
ミ
コ
ト
は
、
東
征
の
帰
り
こ
こ

で
亡
き
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
、
｢書

が
妻
よ
｣
と
偲
び
、
そ
れ
が
東
国
を

ア
ズ

マ
と
呼
ぶ
ゆ
え
ん
に
な

っ
た
と

い
>フ
。

平
安
時
代
に
な
る
と
、
東
海
道
は

延
喜
式

(延
喜
時
代
に
制
定
さ
れ
た

律
令
の
施
行
細
則
)
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
。
こ
れ
の
国
境
越
え
ル
ー
ト
ま

足
柄
峠
を
越
え
る

｢足
柄
古
道
｣
だ
。

足
柄
峠
か
ら
は
秀
麗
な
富
士
と
雄
大

な
裾
野
を
望
め
る
。
平
安
時
代
に
造

ら
れ
た

｢足
柄
関
所
｣
跡
も
残
る
。

盗
賊
の
取
締
り
に
あ
た
っ
た
と
い
う
。

峠
か
ら
下
る
林
の
中
は
、
古
道
の
雰

囲
気
を
残
し
、
"ギ
ャ
ギ
ャ
“と
い
う

鳥
の
鳴
き
声
ぐ
ら
い
し
か
聞
こ
え
な

い
。
ま
さ
に
古
代
の
盗
賊
が
出
て
き

そ
う
な
静
寂
の
世
界
が
展
開
す
る
。

こ
の
道
は
、
歴
史
も
古
く
国
境
で

あ

っ
た
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
史
実
、

伝
承
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
菅
原
孝

標
(す
が
わ
ら
た
か
す
え
)
の
娘
(当

時
一
三
歳
)
は
、
更
級
日
記

(さ
ら

二
)
足
柄
路
を
廃
し
箱
根
路
を
開
く

し
な
に
っ
き
)
に

｢足
柄
山
と
い
ふ

と
あ
る
。
富
士
山
の
噴
火
で
足
柄
路

は
、
四
五
日
か
ね
て
お
そ
ろ
し
げ
に

が
使
え
な
く
な
っ
た
た
め
と
い
う
。

く
ら
が
り
わ
た
れ
り
。
･ー
ー
｣
と
書

中
世
に
は
こ
の
箱
根
越
え
の

｢湯

い
て
い
る
。
万
葉
集
の

｢防
人
歌
｣

坂
道
｣が
東
海
道
と
な
る
。
現
在
｢湯

に
も
、
こ
こ
を
詠
ん
だ
も
の
が
見
ら

坂
道
｣
は
、
箱
根
を
代
表
す
る
ハ
イ

れ
る
。
き
っ
と
、
こ
の
峠
を
越
え
た

キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
一
つ
だ
。
よ
く
古

ら
再
び
帰
れ
な
い
と
い
う
思
い
で
任

道
は
尾
根
筋
の
道
と
い
う
。

地
へ
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
戦
国
時
代

｢湯
坂
道
｣
は
た
い
へ
ん
見
晴
ら
し

に
な
る
と
、
後
北
条
氏
が
、
足
柄
峠

の
よ
い
道
だ
。
藤
原
為
家
の
妻
･
阿

の
頂
上
に
武
田
氏
に
対
す
る
最
前
線

仏
尼

(あ
ぶ
っ
に
)
は
、
相
続
に
伴

の
足
柄
城
を
築
い
た
。
近
世
に
な
る

う
訴
訟
を
行
う
た
め
京
か
ら
湯
坂
道

と
、
こ
の
ル
ー
ト
は
東
海
道
の
脇
往

を
通
り
鎌
倉
に
下
っ
た
。
そ
の
時
の

還
･
矢
倉
沢
往
還
と
呼
ば
れ
た
。

紀
行
文

｢十
六
夜
日
記

(い
ざ
よ
い

｢日
本
紀
略
｣
延
歴
二
一
年

(八
〇

に
っ
き
)
｣
に
｢-ー
-
い
と
さ
か
し
き

足柄峠 ｢防人達も歩いた道｣
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山
を
く
だ
る

人
の
足
も
と
ど
ま
り

が
た
し

場
坂
と
ぞ
い
ふ
な
る

--
ー
｣
と
書
い
て
い
る
o

｢湯
坂
道
｣
の
途
中
、
精
進
池
の
ほ

と
り
に
は
国
指
定
重
要
文
化
財
の
石

仏
群
が
残
っ
て
い
る
。
史
跡
探
勝
歩

道
に
沿
い
、
曽
我
兄
弟
の
墓
や
元
箱

根
石
仏
群
が
点
在
す
る
。
特
に
、
国

道
一
号
沿
い
の
崖
に
は
、
仏
様
が
た

く
さ
ん
彫
り
込
ま
れ
て
い
る

(臍
崖

仏
)。な
か
で
も
六
道
地
蔵
の
大
き
さ

は
圧
巻
だ
。
鎌
倉
時
代
、
こ
こ
は
地

蔵
信
仰
の
霊
地
で
、
六
道
の
辻
あ
る

い
は
暮
の
河
原
と
呼
ば
れ
た
。
今
も

精
進
池
、
宝
蔵
獄
、
死
出
の
沢
、
血

の
池
な
ど
の
地
名
が
残
る
。

徳
川
家
康
は
、
豊
臣
秀
吉
の
小
田

原
攻
め
に
加
わ
っ
た
と
き
、
し
ま
ら

く

｢湯
坂
道
｣
に
滞
在
し
た
。
そ
の

と
き

｢湯
坂
道
｣
は
、
攻
め
や
す
い

と
知
り
、東
海
道
を
こ
の
道
か
ら
｢箱

根
旧
街
道
｣
に
付
け
か
え
た
。

六

本
県
の
取
り
組
み

最
近
、
県
道
路
管
理
者
が
進
め
た

歴
史
の
道
に
関
す
る
取
り
組
み
を
紹

介
し
た
い
。

の

平
成
五
、
六
年
度
に

｢か
な
が

　
　

　　
　

　
　

　紛
々

が

て

　　
　
　　

｢かながわの古道50選｣
て　　　

わ
の
古
道
即
選
｣
事
業
を
行
っtた
。

県
民
に

｢ふ
る
さ
と
神
奈
川
｣
へ
の

親
し
み
と
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
こ

う
と
始
め
た

｢か
な
が
わ
の
即
選
･

100
選
｣
シ
リ
ー
ズ
の
一
環
だ
o

一
年

目
に
県
民
等
か
ら
の
推
薦
を
受
け
、

報
道
関
係
者
及
び
学
識
経
験
者
か
ら

な
る
選
定
委
員
会
が
五
〇
の
古
道
を

選
定
し
た
。
そ
の
内
容
は
伝
説
の
道
、

中
世
の
鎌
倉
武
士
団
の
道
、
近
世
の

大
山
参
詣
の
道
、
近
代
日
本
を
象
徴

す
る
道
な
ど
だ
っ
た
。
神
奈
川
の
長

い
歴
史
の
中
か
ら
、
各
時
代
の
道
が

選
定
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
県
民
か
ら

｢選
定
箇
所

を
歩
き
た
い
。
ル
ー
ト
の
資
料
が
ほ

し
い
。｣と
の
極
め
て
多
数
の
問
い
合

わ
せ
を
受
け
た
。
こ
れ
に
応
え
る
た

め
、
二
年
目
に

｢か
な
が
わ
の
古
道

50
選
写
真
集
｣
と

｢
て
く
て
く
マ
ッ

プ

(ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
)｣
を
作
成
し

た
。
で
き
る
だ
け
県
民
の
要
望
に
応

え
る
努
力
を
し
た
。
現
在
、
一
部
の

一
般
書
店
か
ら
有
料
販
売
し
て
い
る

が
、
大
変
好
評
で
今
で
も
と
も
ど
き

問
い
合
わ
せ
を
受
け
て
い
る
。

②

東
京
新
聞
に
週
一
回
の
連
載
で

一
年
間

｢神
奈
川
の
歴
史
み
ち
｣
を

紹
介
し
た
。
道
の
歴
史
的
な
話
題
に

加
え
て
、
道
の
周
辺
の
現
況
に
も
視

点
を
あ
て
紹
介
し
た
。

③

神
奈
川
で
も

｢東
海
道
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
｣
が
平
成
七
年
度
か
ら
は
じ

ま
っ
た
。
事
業
主
体
は
、
建
設
省
横

浜
国
道
工
事
事
務
所
を
は
じ
め
と
す

る
東
海
道
沿
線
の
道
路
管
理
者
と
県
、

横
浜
市
、
川
崎
市
、
藤
沢
市
、
茅
ヶ

崎
市
、
平
塚
市
、
小
田
原
市
、
大
磯

町
、
二
宮
町
、
箱
根
町
だ
。
平
成
八

年
二
月
二
八
日
に
第
一
回
協
議
会
を

開
い
た
。
東
海
道
制
定
四
〇
〇
年
の

西
暦
二
0
○
-
年
を
目
標
に
サ
イ
ン

計
画
策
定
な
ど
を
進
め
る
。
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な
お
、
今
回
紹
介
し
た
内
容
は
、

0
の

｢か
な
が
わ
の
古
道
即
選
｣
と

②
東
京
新
聞
に
連
載
し
た

｢神
奈
川

の
歴
史
み
ち
｣
の
記
事
を
多
く
引
用

し
た
。

(神
奈
川
県
土
木
部
道
路
管
理
課
長
)
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RU

月
･日

世

界

の
動

き

○
シ
ラ
ク
仏
大
統
領
が
仏
テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
番
組
で
、
①

地
上
発
射
核
ミ
サ
イ
ル
の
全
廃
②
軍
事
用
核
物
質
の
生
産
中
止
③

今
後
六
年
で
徴
兵
制
の
廃
止
と
兵
力
削
減
-
な
ど
の
国
防
近
代
化

計
画
を
明
ら
か
に
し
た
。

○
米
商
務
省
が
発
表
し
た
一
九
九
五
年
第
四
･
四
半
期

(
一
〇

ー
三
一月
)
の
国
内
総
生
産

(G
D
P
)
の
実
質
成
長
率
は
、
前

期
比
年
率
換
算
○
･
九
%
で
、
前
期
の
三
･
六
%
に
比
べ
減
速
し

た
。
個
人
消
費
が
伸
び
悩
ん
だ
。

○
中
国
の
李
鵬
首
相
が
、
全
国
人
民
代
表
大
会
の
第
八
期
第
四
回

会
議
に
第
九
次
五
ヵ
年
計
画
と
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
長
期
計
画
の

政
府
案
を
報
告
。
今
後
五
年
間
の
年
平
均
成
長
率
を
八
%
と
す
る

目
標
を
掲
げ
た
o

o
欧
州
委
員
会
が
欧
州
連
合

(E
U
)
加
盟
、
一
五
ヵ
国
全
体
の

一
九
九
六
年
経
済
報
告
を
発
表
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
九
五
年
の
城

内
の
国
内
総
生
産

(G
D
P
)
が
二
･
五
%
に
と
ど
ま
っ
た
。
当

初
の
予
測
は
三
･
○
%
だ
っ
た
。

○
ド
イ
ツ
連
邦
雇
用
庁
発
表
の
二
月
の
雇
用
統
計
に
よ
る
と
、
失

業
者
は
四
二
七
万
人
と
な
り
、
一
月
の
四
一
五
万
九
0
○
○
人
を

上
回
っ
て
最
悪
記
録
を
更
新
。

○
英
の
中
央
銀
行
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
、
日
本
の
公
定
歩
合

に
当
た
る
最
低
貸
出
金
利
を
○
･
二
五
%
引
き
下
げ
、
年
六
%
と

す
る
こ
と
を
決
め
、
翌
日
実
施
。
今
年
二
回
目
の
利
下
げ
で
、
景

気
の
減
速
が
続
い
て
い
る
o 事

項

19 5

月
･日

国

内

の

動

き

○
｢新
潟
水
俣
病
二
次
訴
訟
｣
の
う
ち
、
第
一
陣
(原
告
九
一
人
)

控
訴
審
の
第
一
八
回
口
頭
弁
論
が
、
東
京
高
裁
で
あ
り
、
原
告
と

原
因
企
業
の
昭
和
電
工

(本
社
･
東
京
)
と
の
間
の
直
接
交
渉
で

調
印
さ
れ
た

｢協
定
書
｣
に
基
づ
き
、
和
解
が
成
立
し
た
。
他
の

原
告
に
つ
い
て
も
そ
の
後
、
和
解
が
成
立
、
新
潟
水
俣
病
は
発
生

公
表
以
来
約
三
〇
年
ぶ
り
に
決
着
し
た
。

○
電
気
通
信
審
議
会

(会
長
、
那
須
期
･
東
京
電
力
会
長
)
が
、

N
T
T
の
分
離
分
割
を
日
野
市
朗
郵
政
相
に
答
申
。答
申
に
は
｢少

数
反
対
意
見
｣
が
付
記
さ
れ
た
。

○
経
済
企
画
庁
が
一
九
九
三
年
度
の
県
民
所
得
に
つ
い
て
発
表
、

そ
れ
に
よ
る
と
、
一
人
当
た
り
の
県
民
所
得
は
、
全
都
道
府
県
平

均
で
三
〇
三
万
七
〇
〇
〇
円
と
な
り
、
前
年
度
よ
り
○
･
五
%
減

少
し
た
。
初
の
二
年
連
続
減
少
と
な
っ
た
。

○
総
務
庁
が
発
表
し
た
一
月
の
完
全
失
業
率
は
三
･
四
%
で
、
三

ヶ
月
連
続
で
最
悪
記
録
を
更
新
。
完
全
失
業
者
数
は
、
前
年
同
月

比
三
四
万
人
増
の
二
三
〇
万
人
、
こ
れ
も
最
多
記
録
を
更
新
し
た
。

○
政
府
、
与
党
が
住
専
処
理
の
追
加
措
置
を
正
式
決
定
。
母
体
行

な
ど
の
金
融
機
関
と
農
協
系
金
融
機
関
の
リ
ス
ト
ラ
な
ど
で
税
収

増
を
図
り
、
こ
れ
で
税
金
投
入
分
の
六
、
八
〇
〇
億
円
を
穴
埋
め

す
る
。

○
経
済
企
画
庁
が
発
表
し
た
一
九
九
五
年
一
0
-
三
一月
期
の
国

民
所
得
統
計
速
報
に
よ
る
と
、
国
内
総
支
出

(国
内
総
生
産
=
G

D
P
)
の
成
長
率
は
、
実
質
で
前
期

(七
一
九
月
期
)
比
○
･
九

%
増
、
年
率
換
算
で
三
･
六
%
の
高
い
伸
び
と
な
っ
た
。

事

項

0鱗
月
･日

道

路

行

政

の

動

き

○
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

(圏
央
道
)
の
青
梅
I
C
-
鶴
ヶ

島
J
C
T

(
一
九
･
八
如
)
が
開
通
。
今
回
の
開
通
が
圏
央
道
と

し
て
初
め
て
の
開
通
。

○
大
分
自
動
車
道
の
玖
珠
I
C
-
湯
布
院
I
C

(二
一
･
八
畑
)

が
開
通
。
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項
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以
下
は
先
日
見
た
テ
レ
ビ
の
受
け
売
り
だ
が
、
マ

ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
時
代
に
な
る
と
情
報
の
交
換
が
国

際
的
に
な
る
。
ど
ん
な
む
ず
か
し
い
計
算
式
の
も
の

で
も
日
本
で
端
末
機
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
人
工
衛
星

を
通
じ
、
ア
メ
リ
カ
本
土
に
あ
る
巨
大
な
電
算
機
に

接
続
さ
れ
、
答
が
瞬
時
に
か
え
っ
て
来
る
そ
う
で
あ

る
。
と
す
る
と
そ
の
時
、
端
末
機
の
ブ
ラ
ウ
ン
管
に

表
示
さ
れ
る
文
字
は
英
語
だ
ろ
う
。
従
っ
て
英
語
が

出
来
な
い
と
世
界
的
な
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
弾

き
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
最
近
に
な
っ
て

文
部
省
が
小
学
校
の
教
科
に
英
語
を
加
え
る
こ
と
を

検
討
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
も
、
こ
の
よ
う
な

時
代
に
備
え
る
為
か
と
勘
繰
り
た
く
な
る
。
漢
字
文

化
を
採
り
入
れ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
日
本
語
は
こ
れ

か
ら
、
英
語
圏
に
お
け
る
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
に
極
く

一
部
の
人
が
知
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
言
葉
に
な

っ
て
し
ま
う
の
か
と
、
杞
憂
に
も
似
た
気
持
に
な
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
。
通
常
、
私
達
が
文
章
を
書
く

と
き
は
漢
字
と
仮
名
を
ま
ぜ
て
書
く
。
仮
名
だ
け
だ

と
良
寛
さ
ま
の
手
紙
の
よ
う
に
な
っ
て
、
読
み
づ
ら

い
。
漢
字
を
適
度
に
入
れ
る
と
文
章
が
締
っ
て
く
る
。

た
だ
漢
字
は
種
類
が
多
く
、
馴
染
ま
で
大
変
だ
。
戦

争
中
に
敵
性
語
と
言
っ
て
あ
れ
ほ
ど
排
斥
し
た
英
語

が
、
負
け
た
ら
と
た
ん
に
氾
濫
し
た
戦
後
。
今
度
は

繁
雑
な
漢
字
教
育
の
反
動
か
ら
、
文
部
省
は
常
用
す

る
漢
字
の
数
を
制
限
し
た
り
略
字
を
作
っ
た
。
漢
字

を
暗
記
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
理
科
な
ど
他
の
教
科

に
向
け
よ
う
と
い
う
魂
胆
で
あ
る
。
今
の
人
達
が
語

彙
が
少
な
い
と
言
わ
れ
る
の
も
、
便
利
さ
だ
け
を
追

及
し
た
こ
の
当
用
漢
字
制
度
の
せ
い
か
も
知
れ
な
い
。

そ
こ
で
こ
の
欠
陥
を
補
う
ワ
ー
プ
ロ
の
登
場
と
な
る
。

こ
の
機
器
に
は
辞
書
コ
ー
ナ
ー
が
内
蔵
し
て
あ
る
か

ら
キ
ー
を
押
す
と
同
音
の
漢
字
が
ズ
ラ
リ
と
映
し
出

さ
れ
る
。
そ
の
中
か
ら
当
た
り
の
漢
字
を
見
つ
け
、

意
味
の
確
認
は
国
語
辞
典
が
あ
れ
ば
充
分
間
に
合
う
。

字
画
を
い
ち
ノ
＼
数
え
て
引
く
漢
和
辞
典
は
煩
わ
し

い
か
ら
敬
遠
さ
れ
が
ち
だ
が
、
長
い
伝
統
に
育
く
ま

れ
た
漢
字
の
持
つ
意
味
が
わ
か
っ
て
く
る
と
こ
れ
は

ま
た
こ
れ
で
面
白
く
な
る
。

例
え
ば
岩
波
の
国
語
辞
典
で
た
た
り
を
引
く
と
、

崇
り
.･ー
･･神
仏

･
怨
霊
な
ど
か
ら
悪
い
む
く
い
が
あ

る
こ
と
･!
!
と
説
明
し
て
い
る
。
崇
り
は
山
と
宗
の

合
字
で
あ
る
。
宗
の
一
は
社
の
こ
と
、
示
は
能
り
を

意
味
す
る
。
だ
か
ら
文
字
の
と
お
り
解
釈
す
れ
ば
、

山
の
社
に
お
訛
り
し
て
あ
る
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
な
ぜ
た
た
り
と
結
び
つ
く
の
か
、
国
語
辞
典

で
は
解
説
が
な
い
。
そ
こ
で
漢
和
辞
典
を
引
く
と
、

た
･
り
は
出
と
示
の
合
字
即
ち
祟
が
本
当
の
字
で

･ー
ー
神
が
人
を
戒
し
む
る
為
に
出
す
禍
い
。
-
ー
と

説
明
し
て
い
る
。
国
語
辞
典
で
は

｢神
を
寵
る
｣
祟

り
と
、
｢神
の
怒
り
に
ふ
れ
た
禍
い
｣
の
祟
り
と
を
ご

っ
ち
ゃ
に
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
文
字
本
来
の
意

味
が
判
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

話
は
変
る
が
、
た
た
り
と
関
係
が
あ
る
恨
の
字
の

と
ん

ぎ
ん

た
い

こん

艮
は
、
扇
を
変
え
る
と
銀
、
退
、
根
な
ど
に
な
る
。

こ
れ
ら
を
見
る
と
艮
の
字
は
相
い
対
し
て
い
る
二
つ

の
も
の
が
、
そ
れ
ハ
＼
反
対
方
向
に
働
く
こ
と
を
示

し
た
文
字
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
木
の
幹
は
天
の
方

へ
の
び
る
の
に
対
し
、
艮
の
字
の
あ
る
根
は
地
の
中

を
は
う
。
進
む
の
反
対
は
退
く
で
こ
＼
に
も
艮
が
あ

る
。
銀
は
金
と
対
比
さ
れ
る
。
艮
の
字
源
は
目
で
日

(太
陽
)
と
ヒ

(人
)
の
合
字
で
あ
る
。
こ
れ
は
日

の
当
た
る
方
向
に
背
中
を
向
け
て
僻
み
反
抗
し
て
い

る
八
の
姿
勢
を
表
し
て
い
る
。
恨
は
対
立
す
る
二
人

の
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
。
以
前
に
も
書
い
た
が
、
易

山
山
ご
ん
い
ざ
ん

六
四
卦
の
一
つ
罷
謂
艮
為
山
は
山
と
山
と
が
相
い
対

し
、
お
互
い
の
山
が
自
己
主
張
し
て
い
る
象
で
あ
る
。

5月号の特集テーマくま｢道路関係法令改正｣の予定てす。 f

お
互
い
が
自
己
主
張
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
、
ソ
ム
キ

あ
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
卦
が
難
解
と
言

わ
れ
る
の
は
、
｢矛
盾
す
る
関
係
｣
を
扱
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

I
未
済
ー

が
鯲

者

っ

筆
と

執
を

、
前

は
建

誌
く

本
書
ト誌は、執筆者が個人の責任において自由に
書く建前をとっております。したがって意見
にわたる部分は個人の見解です。また肩書は
原稿執筆及び座談会実施時のものです。
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